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巻 頭 言

日本乳幼児教育・保育者養成学会 

理 事 長　無 藤　隆

本学会の機関誌について第3号の刊行を迎えることができました。多くの方の投稿を感謝

し、また丁寧な査読を行っている編集委員の方々にもお礼を申し上げます。そして何よりこの

学術誌を手に取って読んでいただく会員と関心を持って読む多くの関係する研究者の人たち

に、何より読者がいて学術誌が成り立つという意味でもありがたく思います。

本誌はその学会のタイトルの通り、乳幼児の教育・保育に携わる保育者の養成と研修の

専門的検討を目指したものです。それをいわば実践的に進めることが基本であるには違いな

いのですが。そこに専門家としての研究の目が加わり、その改善を図りたいと考えています。

同時に、それを支えるのは乳幼児教育・保育の実践の質の高さであり、またそれを支えていく

行政的なあり方でもあるので、その点についての研究にも門戸を開いています。少なからぬ

投稿を受ける中で、そして査読者とのやりとりの中で論文の質を高めていく努力をしてい

ますが、その成果が目に見えるものになっていることを喜びたいと思います。

今回の論文は、研修を巡ってものがいくつかあり、特別支援に関わるところがあり、現在の

幼児教育・保育の動向を分析するものがあります。さらに自己評価を可能にする分析が

刊行できました。養成校の教育において生かせる情報が多いと思います。

今後、特集という形で養成校の教育の工夫を整理するとか、研修の実態とその改善に焦点

をあたるなど、現在の養成・研修の多様な進展を反映する研究を発掘していきたいと考えて

います。幼児教育・保育への多面的なテーマについてのさらに会員諸氏の積極的な投稿も

今以上に期待したいと思います。
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ろう・難聴児の就学前教育と支援の現状と課題
̶社会性の発達に着目した“特別支援保育”のあり方の検討̶

Current Issues in Early Childhood Education and Care for  
Deaf and Hard of Hearing Children

– On Special Needs Education and Care Focusing on the Development of Social Skills –

高嶋由布子 伊藤理絵
（国立障害者リハビリテーションセンター研究所） （常葉大学） 

令和3年度末に厚生労働省が「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」を発表した。

ろう・難聴児教育においては、補聴器や人工内耳技術の向上を背景に、今後ますます早期療育の重要性

が高まり、インクルーシブ教育が推進される見通しが示された。従来の聴覚特別支援教育では、広域から

子どもを集める聴覚特別支援学校の幼稚部に、片親が毎日送迎し、付き添うことも多かった。ところが、

若い世代は共働き前提の経済状況に移行しており、地域の保育所や幼稚園に通うろう・難聴児は、今後

増えると予想される。補聴技術が進歩しても、地域の保育所や幼稚園の環境の構成、特に音響環境は、

ろう・難聴児が偶発的学習をするのに適しているとはいえない。インクルーシブな環境でのろう・難聴

児に特化した発達の支援については、知見が不足しており、検討が必要である。そこで本稿では、現在

のろう・難聴児の言語と社会性の発達についての知見、支援システムについてまとめた。その上で、

地域の保育所・幼稚園等でろう・難聴児がことばだけでなく、社会性を身につけるには、今後どのよう

な対策が必要かについて整理し、新たな“特別支援保育”が必要であることを論じた。

キーワード：  聴覚障害、社会性、特別支援保育、手話、環境の構成

1．はじめに

本稿では、我が国のろう・難聴児の幼児期の療

育・教育の体制についてまとめ、それが（1）聞こ

えとことばに特化していること、（2）子どもひと

りひとりの様々なコミュニケーションモードを

「音声言語が最大限使えるように」するための

トータルコミュニケーション（TC）という教育法

がとられ、同じ障害を持っている子の集団であっ

ても、コミュニケーション方法がひとつに定まら

ないこと、（3）そのためにろう・難聴児同士であっ

ても間に大人が介入する方法が取られること、

（4）それが、従来の幼児教育が重視してきた「見守

る」つまり介入は最小限にできるよう、環境を整

え、子どもたちが自主的に気づくことを促す方法

とは対極的なアプローチであること（Hayashi & 

Tobin, 2015）、（5）現在、幼児教育で重視されてい

る社会性の発達が、現在までろう・難聴児教育で

は、あまり注目されていないという課題があるこ

とを指摘する。

先天的、または音声言語獲得前からの聴覚障害

は、音声言語の習得に困難がある。言語を習得さ

せるためには適切な介入が必要である。聴覚は、

全方位的な感覚で、これから起こることの前触れ

を捉えたり、誰が話しているのか判断したりして、

どこに注意を向けるべきかを把握する。これに対

し視覚は、注意を向けている方を見る感覚である。

聴覚障害があると、視覚で情報取得を補っても、

補聴技術を用いても、音のやってくる方向は捉え

にくく、小さな音量の前触れは聞こえず、複数人
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が話していると、誰が話しているのか判断するの

が難しい。

乳幼児期に園で生活する子どもたちにとって、

集団の中で、ことばを交わし、仲間の気持ちを考

えたり、いざこざに対処したりする経験を通し

て、倫理・道徳観を身につけることは重要である。

しかし、聞こえに障害があると、ことばでのやり

とりが聞こえない、聞こえても誰が言ったのかわ

からない、タイミングを逸して自分の主張を言え

ない、自分が主張した後の返事が正確に聞き取れ

ない等、聞こえる人たちとの音声でのやりとりは

非典型的になる。聞こえる子どもたちが、教師

から、やるべき行動の背景にある理由を聞いて理

解しているとき、ろう・難聴児は、周囲とのズレ

を指摘されないように、他の子どもたちと同じ

「動き方」だけを身につけているかもしれない。

保育者から見れば、表面的にはおとなしく、トラ

ブルを起こさないため、問題がないように見え

る。しかし、聞こえていれば発達しているはずの、

社会的な学びが進行していないことがある。

したがって、本稿では、国際的な介入のスタン

ダード、障害者の権利条約を参照した場合の

ろう・難聴児の権利をふまえたうえで、上述した

（1）～（5）の課題にどのように取り組み、日本の

従来の保育を活かした“特別支援保育”に向かっ

ていけるのかについて、提案する。

1.1　論文の構成と用語の定義
第2節で、本稿が扱うろう・難聴児の早期支援の

現代的課題をまとめる。第3節でろう・難聴児の

言語と社会性の発達についての国内外の基礎研

究の知見をまとめ、課題を整理する。第4節で国

内の環境の実態についてまとめたうえで、第5節

で障害者の権利条約やその中間審査で示された

国際的な指針を示す。第6節では国際的な指針と

国内の現状のギャップを埋めるための方略につ

いて、音環境、手話、保育者の専門性の面で検討

する。

ここでは、聴覚障害のある子どもたちを「ろう・

難聴児」と呼ぶ。「ろう者」は手話を第一言語とし

て使うアイデンティティを持つ大人を指し、

「難聴者」は主に聞こえにくいが、補聴器や読話

（読唇）で聞こえを補って音声言語を用いる人の

ことを指すことが多い（木村・市田，1995）。医療

的な介入においては、聞こえを問題にしているの

で、完全に聞こえないことを意味する「ろう」は

用いず、「難聴」のみを用いることも多い。子ども

はアイデンティティの形成途上にあるために、

「ろう・難聴児」と併記する。これに対し、聞こえ

に障害がない者を「聴者」と呼ぶ。「ろう者」が

第一言語として身につける、日本語から独立した

日本固有の手話言語は「日本手話」と呼ばれる。

本稿で「手話」というとき、基本的には日本手話

のことを指す。日本語の文法に手話単語をのせ

て、日本語を話すいわゆる「手話」は「手話付き

スピーチ」と明記する。

本稿で、ろう・難聴児というとき、中心的には

障害者手帳を取得するレベルの重度難聴（両耳

70 dB以上）を指すが、軽度・中等度の難聴や、

そのほかの聞こえにくさを抱える子どもも含む。

日本で障害者手帳を取得できないレベルの軽度・

中等度の難聴でも、WHOの基準では、聴取でき

る音圧レベルが 35 dB以上で補聴器が必要で

あり、補聴器を装用し、介入しなければ問題があ

るとされる（World Health Organization, 2021）。

近年注目されている聴覚情報処理障害（APD）や、

オーディトリー・ニューロパシー・スペクトラム

障害（ANSD）も、幼児集団環境下での聴取の問題

があり、同じ論点で考えることができる。

本稿に関わりが深い、厚生労働省が令和3年度

末に出した「難聴児の早期発見・早期支援に関

する基本方針」を「基本方針」と表記する。また、

国連障害者の権利に関する条約（Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities）をCRPD、

トータルコミュニケーション（Total Communication）

をTCと略す。



乳幼児教育・保育者養成研究　第3号

– 4 – – 5 –

聴覚特別支援学校は、かつて聾学校と呼ばれて

いたため、歴史について記述するとき言及の仕方

に揺れが出る。

本稿では社会性に着目するが、これは、CRPDの

第24条「教育」において、「（e）学問的及び社会的な

発達（academic and social development）を最大に

する環境において、完全な包容という目標に合致

する効果的で個別化された支援措置がとられるこ

と。」という文言に基づいている。Humphries et al. 

（2014） はCRPDに書かれているろう・難聴児（者）

の言語に関わる人権を論じ、ここでの「社会的な

発達」は、コミュニティ内でのコミュニケーショ

ンが十分に行え、多義的な「社会」に参加できるよ

うになることを指しているとする。これを本稿で

は広義の「社会性」とし、その根幹を支える心理的

な働きとして、心の理論や原初的コミュニケー

ションを取り上げる。これらは社会情動スキルの

一部であり、保育内容の5領域のひとつ「領域 人

間関係」と深い関わりがある。ただ、現在までの

聴覚特別支援学校でのTC、つまり教師の介入に

依存したコミュニケーション方法では、「領域 人間

関係」の大部分について論じられる段階にない。

よって本稿では、言語発達に関わりが深い部分の

みの指摘にとどめ、社会情動スキル全体を扱わな

い。この手前にある「社会性」について扱うこと

で、展望を示したい。

2．ろう・難聴児の早期支援について 
現代的課題

2022年3月に、厚生労働省（2022）は「難聴児の

早期発見・早期支援に関する基本方針」を策定し

た。近年、ろう・難聴児について、新生児聴覚スク

リーニング技術の進展・普及状況と早期支援の有

効性を背景に、早期発見と早期支援の体制作りが

行われてきた。これを背景に、基本方針は、聞こ

えとことばに関しての支援体制の強化と、家庭へ

の情報提供を中心としたものであった。

2.1　 聞こえとことばの支援：普通校への就学
を目指す

ろう・難聴児の乳幼児期の支援は、就学に向け

ての聞こえとことばの支援に特化している。医療

的な観点から、介入や訓練は早いほうがよいと

され、現在の技術の進展を背景に、耳鼻咽喉科医

の専門教育では、0歳代での確定診断、家庭で

の介入・訓練、6ヶ月までの補聴器の装用開始

（cf. Kasai et al., 2012）、重度難聴で人工内耳の

効果が見込める場合は、1歳以降できるだけ早い

埋め込み手術など、0歳代からの介入や養育者の

決断が多く必要とされる。

教育・療育の領域でも、聴覚特別支援学校の幼

稚部や、難聴児向け児童発達支援センター（旧難

聴幼児通園施設）で、小学校入学までに、教科教育

を定型発達児と共に学べるだけの聞こえとこと

ばを習得すること、あえて言うならば、定型発達

に聞こえとことばのスキルが“追いつく”ための

支援が行われている。地域の学校に設置される

難聴学級に通級することがあっても、ほとんどの

時間を介入なしに普通学級で過ごせることが、

ひとつのゴールとされる。言語的な発達が良好

であれば、普通校の通常学級に通うことができる

という。これは医療的な介入の目標になってお

り、人工内耳の装用効果について、それがゴール

でないと断り書きが付きながらも、装用児のうち

何割が普通校に進学したという耳鼻咽喉科医の

報告は多い（i.e., 神田ら，2018）。

2.2　 聞こえとことば以外：社会情動スキル発
達の環境不足

聞こえ・ことばの習得支援以外の面、例えば、

親との間の愛着形成や、社会性発達についても

特別なニーズがあるが、重視されてきていない。

さらに、補聴技術の進展によって、地域へのインク

ルージョンが推進されているにもかかわらず、幼児期

からのろう・難聴児と他の子どもとの関わり合いに

ついて、未だ議論が乏しいことが大きな課題である。
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幼児教育の分野では、近年、幼児教育における

社会情動的スキル（非認知能力）の重要性が注目さ

れている（遠藤（編），2017）。幼児教育は、発達段

階に合った環境整備を通して、子どもの一人一人

にとってふさわしい生活の中で、遊びを中心とし

ながら経験を深め、学びに向かう力や人間性を養

う性質を持っている。子どもたちは、保育者等の

身近な大人との信頼関係を基盤として、保育者と

や子どもたち同士でやりとりする環境を通して、

道徳性・規範意識などの社会性を育んでいく。

第1節で述べたように、聴覚障害は環境の知覚

が非典型的である。ろう・難聴児が、環境を通し

た教育を行っている場に入ったところで、保育

内容のねらいが自然に達成されることはない。

聴覚障害は、外から見えづらく、内面での気づき

が発生していないことが見過ごされがちである。

インクルーシブ保育に携わる者は、この点に留意

しなければならない。保育所保育指針第1章総則

「保育の計画及び評価」においては、障害のある

子どもの保育について「一人一人の子どもの発達

過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、

障害のある子どもが他の子どもとの生活を通し

て共に成長できるよう、指導計画の中に位置付け

ること。」（厚生労働省，2018，p.56）とある。ろう・

難聴児が聞こえる子どもたちの集団に入るとき

「適切な」環境について議論が必要である。特に、

「他の子どもとの生活を通して共に成長する」に

みられるような、社会性を育む乳幼児期のろう・

難聴児に対する教育は注目されてきていない。

2.3　保育所等での療育・支援
従来、ろう・難聴児の療育は拠点が少なく、片親

が就労せずに遠方の聴覚特別支援学校や児童発

達支援センターなどに送迎・療育へ参加してきた

（原田，2014）。しかし現在の養育者は共働きのほ

うが多い。国民生活基礎調査によると、児童のい

る世帯における母親の就労割合は単調増加して

おり（厚生労働省，2021a，表6）、非正規を含むと

75%が就労している。このため、片親が療育に専

従するのは、経済的な理由から難しくなってきて

いる。ろう・難聴児の割合は減っていないが聴覚

特別支援学校に通う子どもは減っていることか

ら、地域の保育所や幼稚園に通う児も増えている

と予想できる（岡，2012；中島，2018）。また、軽

度の難聴であっても、保育所・幼稚園の騒音環境

では、言語音を背景雑音から抜き出して捉えるこ

とがかなり難しいと予想される。個別の支援を

受けずに集団保育の中に入れられているために、

上で述べたような偶発的学習が乏しいろう・難聴

児が一定数いることが懸念される。

こういった背景から、発達全般を踏まえたろう・

難聴児の乳幼児期の支援について検討が必要であ

る。現状行われているのは、聴覚特別支援学校の

幼稚部等で、器質的障害を補い、聞こえとことばに

特化するという、支援者の介入が多いものである。

一方で現在まで、保育士養成および教職課程にお

いて、ろう・難聴児に関して何を教授・指導すべき

か整理されていないため、地域の一般の保育所・

幼稚園での支援体制は、手探り状態にある。ろう・

難聴児に、幼児教育の基本である環境を通した教

育を行うためには、どのような支援体制が必要だ

ろうか。そこで、以下、ろう・難聴児の発達の特徴

を言語と社会性の発達それぞれをまとめたうえ

で、幼児教育・保育（乳幼児期の発達と保育）を踏

まえ、乳幼児期のろう・難聴児にとっての特別な

ニーズと必要な支援について考察していく。

3.　ろう・難聴児の発達

3.1　言語発達
聴覚障害は、先天性の障害のなかでは、割合が

大きく、重度難聴で対人口比0.1～0.2%の発生率

である。このうち親も手話を話すろう者である

ネイティブサイナーは1割以下である（Mitchell & 

Karchmer, 2004）。残りの9割以上は介入がなけれ

ば言語習得に困難がある。家庭に手話環境があれ
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ば、手話言語も定型発達児の音声言語と同じ時期

に同じ段を踏むという、言語発達の経路を辿る。

一方でろう・難聴児の音声言語の習得は、早期か

らの補聴器装用、人工内耳手術などによって、

聴覚を活用しながら行うプロセスである。音声言

語を話しながら、視覚的な補助手段を並行して

用いる唇の形を読む読話や、キュードスピーチ、

手指単語などを伴うことがある。高嶋・杉本（2020）

は、親が聴者のろう・難聴児の場合、社会の主流派

言語、親からの継承語どちらも音声日本語である

が、身につけやすい言語は日本手話であることを

整理している。

以下ではまず（1）で補聴器や人工内耳によって

音声入力を確保し、音声日本語の習得を目指す場

合について述べる。続いて、視覚的な言語表現手

段として（2）手話言語の習得、（3）文字の習得につ

いてそれぞれ述べる。

（1）聴覚活用と音声日本語
聴覚障害は、感音性・伝音性などに分けられる

が、とくに音が歪む感音性難聴のメカニズムは、

音のセンサーである蝸牛内の有毛細胞の非典型的

な様相が原因である。有毛細胞は音の信号を電気

信号に変えて神経系に入力する。補聴器によっ

て、外界の音を増幅し、そのセンサーが貧弱な

部分にはより増幅した音を入力するなどの調節を

行う。あるいは、そのセンサーが殆ど機能してい

ない重度の難聴であれば、手術によって蝸牛内に

電極を埋め込み電気信号を直接神経系に送り込む

人工内耳が活用できる。

どちらの方式でも、定型発達児の聞こえとは

異なり、とくに周囲の雑音と意味のある音の比が

十分に取れないと、言語音を雑音の中から拾い上

げられず、言語のインプットがない状態に置かれ

てしまう。このため、言語指導は反響音の少ない

静かな部屋でマンツーマンを基本に行われる。

聴取すべきターゲットとなる音を絞り込むため、

指示を出す教師にマイクをつけて、その音を無線

で補聴器に受信させるなどの方略がある。

こうした医療的介入は「聞こえの回復（獲得）」

「音声言語の習得」を目指している。できるだけ

早くから音を入れなければ脳の聴覚野が反応しな

くなる「聴覚剥奪」を避けるために、早期に行われ

る必要がある。

ろう・難聴者にとって、定型者より少ないセン

サーでより多くの増幅された音を感知するのは、

痛みの感覚や違和感を引き起こすものである。

この刺激に脳を慣らし、言語音を認識できるよう

に訓練していくことが重要である。このためには、

できるだけ雑音の少ない静かな環境で、ターゲッ

トとなる音が際立つように調整する必要がある。

このこともあり、難聴児のための児童発達支援セ

ンターには無響室の設置が求められている。

先天性難聴児の音声日本語発達については、

2009～2010年に厚生労働省の感覚器障害戦略研

究で大規模な調査が行われ、日本語のテストバッ

テリーが開発された（テクノエイド協会，2012）。

4～12歳の語彙や文法の領域毎にアセスメントが

できるようになり、習得の順序や時期は定型発達

児と異なるものの、段階を踏んで身につくことが

わかっている。また、日本語に関して、正規分布

ではなく、定型発達相当の言語力を身につける群

と、低い言語指標にとどまってしまう群に分かれ

ることが明らかになった（福島，2010）。音声言語

の語彙や文法に関するテストバッテリーは、国内

外で開発されており、そのときどきの言語力を

アセスメントしながら介入方法を検討し直すこと

が推奨されている。

（2） 手話言語： 手話言語の発生とトータル 

コミュニケーションの違い

手話は、ろう・難聴児を集めると発生する自然

言語である。アメリカでは、自然言語であるアメ

リカ手話を併用した介入が行われている州があ

る。その場合は、音声言語と手話言語双方の力を

アセスメントしながら、療育プログラムを個別最

適化していく（cf. 高嶋・杉本，2020）。手話言語

の習得は、親も手話を使うろう者である、家庭に
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手話言語環境が整っているネイティブサイナー

児では、音声言語と同じマイルストーンを踏みな

がら発達していくことがわかっている（Newport 

& Meier, 1985）。

日本手話は、日本固有の言語である。その起源

は、1880年代以降、東京・京都を皮切りに各地に

聾学校が設立され、ろう・難聴児が集められたと

きまでは遡ることができる。日本語と独立で発展

してきたために、独自の文法を持つ。

日本の聾学校はその後、1920年代には聴覚口話

法への転換を図り、1930年に文部大臣が口話法へ

の転換を宣言した。それ以降、聾学校の教室では

手話を使うことが禁じられた。1960年代に入る

と、栃木聾学校で、「同時法」という手指単語で日本

語を教える方法が提唱され、それ以降、手話単語を

使用して日本語を表示する教育方法が一般化した

（日本の手話教育の歴史については、クァク（2017）

を参照）。日本語を手指で表す方法は、現在まで

「手話付きスピーチ」として、教育の現場で用いら

れている。現在の聾学校（聴覚特別支援学校）で

は、9割の学校が手話付きスピーチを導入してい

る（雁丸・鄭，2021）。しかし、独自の言語である

日本手話を用いている学校は限られる。

手話言語は、環境を整えれば、知覚的にアクセ

ス可能になる言語である。ただし、ろう・難聴児

の9割以上は手話を知らない聴者の親を持つため

に、環境を新たに作ることが求められる。手話付

きスピーチは、日本語を話す人にとっては、手指

単語を覚えれば使えるので導入しやすいが、日本

語がわからない人には知覚が困難なコミュニ

ケーション手段である。一方、やりとりによって

発生した、幼児に適したコミュニケーション手段

である日本手話での幼児教育は、ほとんどのろ

う・難聴児が受けられていない。また、手話を用

いていても、殆どのケースで手話言語の発達につ

いてのアセスメントは行われておらず、音声言語

習得に困難が見られるときのみに手話を導入す

る傾向にある。

東京都品川区にある私立明晴学園は、日本手話

のみを共通言語にし、第二言語として日本語を習

得させる教育を行っている。ここでは、日本の伝統

的な幼児教育が目指してきた環境を調整し、「見守

る」教育ができている（Hayashi & Tobin, 2015）。

一方で、「手話」の導入で概念を獲得させ、日本

語に移行させるという方式も、一定の支持を集め

ている（田中ら，2020）。これは、日本語獲得を前

提として、手話を最小限に導入したいということ

である。「学問的な発達」に関して考えるときに、

音声言語を身につけなければならない、手話は

学習言語になり得ないという言説は今でも根強い

（cf. 脇中，2013；上農，2019）。実のところ、学習

言語になり得ない理由は、日本手話という言語

の体系や、ろう・難聴児の能力の問題で学習言語

レベルの抽象的な表現力がないのではなく、教員

が学習言語レベルの日本手話を使えないためであ

る。ただ、教員が手話を習得する環境がないため

に、この硬直状態が続いている。

ろう・難聴児集団に、手話を補助手段として、

音声での発話も同時に習得させようという試み

は、1960年代の栃木聾学校での同時法の発表

（cf. 田上ら，1983）以降、ろう・難聴児教育で折衷

案として用いられている方法である。この上位概

念が、トータルコミュニケーション（TC）である。

これは、手段にこだわらず、その子に個別最適化さ

れた言語表示を使う教育法である。TCは、日本

では1980年代以降、現在まで用いられている。

TCでは、子どもたちひとりひとりのコミュニケー

ション方法が異なるため、教師の介入が増大する。

日本の幼稚園・保育所で一貫してみられるのは、

適切に「見守る」という関わりであるが、これと対

極的に、TCはより介入するアプローチである。

Hayashi & Tobin （2015）は、私立明晴学園の

「見守る」幼児教育の特徴を明らかにするため、い

くつかの公立の聴覚特別支援学校幼稚部の教員

に明晴学園の映像を見せ、感想を聞いている。第

一言語を日本手話とする明晴学園とは対照的に、
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第一言語を日本語として教育を行う学校では、

教師が子ども同士のいざこざも常に介入しないと

コミュニケーションが成立しないため、明晴学園

のようなアプローチは取れないという。Hayashi 

& Tobin（2015）は、TCを子ども同士の横のつな

がりを分断する方法だと分析している。

手話言語のアドバンテージは、その出自からも

わかるように、子どもたちが自然なやりとりの中

で生み出してきた体系性にある。この点で大人が

子どもに概念を覚えさせるために人工的な形で手

指の動きを与えたり、音声言語で通じないところ

だけ部分的に用いたりする環境は、子どもが社会

性を育む上で前提となる環境と異なるのである。

（3）文字

小学校に入学すると、文字の読み書きが始まる。

保育内容や幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

で示される文字や言葉への親しみは、生活や遊び

の中で人と人をつなぐコミュニケーションの役割

をもつことへの気付きを通して、言葉への感覚が

養われることを基本としており、読み書きスキル

のみを取り出して高めることは目指していない。

一方、ろう・難聴児は、早ければ3歳から文字に

接する。古くは、家庭の中のすべての物の名前を

ひらがなで書いたシールを貼って、ものに名前が

あることを教えた。現在でも絵カードや絵日記な

どで、文字とものごとを結びつける方法が用いら

れている。文字が読み書きできることは、小学校

以降の学習に重要な役割を果たす。授業が聞き取

れなくても教科書や板書が読めれば学習について

いける可能性が上がるからだ。

就学までに文字が扱えるようになることを目指

すと、音声に頼った療育が必要という言説が現在

まで優勢である。伝統的にろう・難聴児であって

も、文字は音韻意識に根ざして扱えるようになる

という考え方で介入が行われ、研究も行われてき

たからである（cf. 長南，2005）。この「伝統」が変

わらない限り、「手話」の導入で概念を獲得させ、

社会性の発達を促す方法をとろうとしても、幼児

期に音声の習得に労力を割くことが優先される。

親が中心となって、多大な労力を必要とする音声

のインプットを行い、音韻意識の確立を就学前に

終えることを目標に、静かな部屋でマンツーマン

の訓練を施すことになる。

一方、Emmorey & Lee（2021）は、優れた読み能

力をもつ、手話を主に使う先天的なろう者が、音韻

意識を通過させて理解する聴者とは異なる読み方

をしていることを明らかにした。この研究は、発音

や聞き取りの訓練に依存した音韻意識が確立され

ていなくても、読み書きが獲得できることを示唆

している。音声の訓練なしに文字が読めるように

なるのなら、幼児期に第一言語としての手話の確

立に集中できるため、現在も議論が続いている。

国連の障害者の権利条約（CRPD）では、合理

的配慮がいつでもどこでも受けられるとある。

ろう・難聴児がインクルーシブ教育を受けるにあ

たって、当事者の側で、補聴器などを活用して

調整するだけでなく、教育者や教育機関への調整

を求める権利も保障されている。補聴システムを

活用するために、発信者（教師）にマイクをつけ、

無線を介して補聴器で受信するという方法もあ

る。また、文字通訳や手話通訳なども考えられる。

文字通訳や手話通訳は情報保障といわれ、音声情

報を別の経路で知覚できるものに変換して、目で

見て受信できるようにする方法である。

言語は15歳頃まで発達途上にあり、大人の情報

保障とは事情が異なる。文字による情報保障を希

求すると、音韻意識の確立のために音声の訓練が

必要になるが、手話での教育をインクルーシブ環

境で行う方法がないわけではない。アメリカでは

子ども向けの手話通訳資格認定が始まっている。

また、北欧やイタリア、香港では、定型発達児と

ろう・難聴児がいるクラスで、聴者の教師と、手話

を使うろう学生向けの教師が組となり、同内容を

同時に手話と音声言語で教えるco-enrollmentの

報告がある（鳥越，2016）。日本では、ろう・難聴

児が普通校に通う場合、手話通訳を派遣する制度
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が乏しく、子ども向けの専門的な手話の技術につ

いても問われていない。インクルーシブ教育を

組み立てる上で、情報保障は欠かせないが、制度・

費用・人材育成の面で難しさがある。

昨今の音声自動認識技術の向上により、スマー

トフォンなどの携帯端末ひとつで、ふりがな付き

の音声認識結果が手元に映し出すことが可能に

なっており、将来的には人手による修正なしに

授業を文字化できるようになるかもしれない。

この技術進展を前提とするなら、文字の重要性は

今後もますます高まることが予想される。一方

で、安価に使える文字での情報保障を優先するこ

とが、子ども同士のやりとりを保障する手話と

トレードオフの関係にならないかについては、注

意が必要である。

3.2　社会性の発達
古賀ら（2022）は、領域「人間関係」における子ど

もの育ちを理解する理論を、他者関係の調整と

発達の多様性に着目し整理した。このレビューに

よると、子どもは身近な人との関わりを通して

自他の理解を深めていく。このため、社会情動的

スキルを育む環境として、家庭・園・地域での生活

や遊びが重要である。これと同時に、心の理論の

発達には、言語能力や実行機能の発達が大きな

役割を果たしている（古賀ら，2022）。

しかしながら、上述したように、従来のろう・難

聴児への聞こえとことばに特化した教育では、子ど

も同士の関わり合いから生まれる、いざこざを通し

た偶発的な学びが制限される。インテグレーショ

ン環境での偶発的な学習は、音響環境が整備でき

ず、視覚的なコミュニケーション手段も整備されて

いないために、諦められている。

各都道府県に1～2校ある一般的な公立の聴覚

特別支援学校では、幼稚部や乳幼児相談を通して

広域のろう・難聴児を集め、ある種の「幼児教育」

が行われている。ここで採用されているのは

トータルコミュニケーション（TC）である。TCで

は、ひとりひとりの言語レベルやコミュニケー

ションモードが異なり、教師がそれぞれに合わせ

て介入する。子ども同士のコミュニケーション

を教師が媒介し、やりとりを理解させる。定型発

達児の幼児教育での環境を調整し自然な発達を

促すやり方に対し、TCは多大な介入に依存した

取り組みである（Hayashi & Tobin, 2015）。

また、補聴と音声言語の発達が軌道に乗るまで

には、数ヶ月から数年かかる。この間、親子のコミュ

ニケーションの成立が疎かになり、愛着形成への

影響が懸念される。以下で、ろう・難聴児の共同

注意と心の理論に関する知見をまとめ、前言語期

から幼児期の、自他理解の発達を保障する環境

が、そもそも非典型であることを示す。

（1）音声言語のインプットか視覚的キューか

ろう・難聴児に音声言語を獲得させるための療育

では、静寂な環境で言語インプットを1対1で確保

する必要があり、意図明示的で事物の名前を教え

る繰り返しが必然的に多くなる。大原・廣田（2015）

は、音声をコミュニケーションの主な手段として

用いる6歳のろう・難聴児6名のナラティブを調査

し、音声言語の形式的発達の遅滞は概ね見られな

いのに、社会的遊び場面で協働的ナラティブ産生

が遅滞する傾向があることを示している。

前言語期では、他者理解の発達の基礎となると

される共同注意が成立するようになる。そののち

に初語という順が定型発達では観察されてきた。

共同注意を成立させる指さしなどのジェスチャー

産出はその後の語用論的発達と相関関係にある。

Kelly et al.（2020） は、聴者の親を持つろう・難聴

児の乳児期のジェスチャー産出は、定型発達児よ

り顕著に少ないことを示した。聴者は声による

注意喚起と同時にジェスチャーを使うが、ろう・

難聴児は聴覚的キューを捉えるのが難しい。親の

ジェスチャーが共同注意の成立した意味あるもの

になる頻度が低く、結果として子のジェスチャー

産出も乏しくなると考察されている。乳児期から

の養育者とのコミュニケーションが成立するこ
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とは、その後の発達において重要である。このこ

とから、乳幼児期に共同注意などの他者との共感

の経験が乏しいために、社会情動的スキルの発達

が制限されている可能性が示唆された。

定型的な親子は、音声と視覚的キューである

ジェスチャーを同時に使う。一方でろう・難聴児

の共同注視のあり方は、視覚のみで継時的である。

つまり対象物への視線を誘導し、その後、目線を

合わせてからそれについての情報を視覚的に与え

るという方略をとるのである（狩野・玉田，2022）。

こうした身体性の違いをふまえた関わり方を、

養育者や支援者が知って実践することは重要であ

る。前言語期だけでなく、幼児期を通して、養育

者以外の大人や、同年代の子どもたちとの関わり

合いを通し、主体的かつ対話的な学びができるよ

うな環境整備が求められる。

（2） 社会性の指標

語用論的な能力を測るのに利用されるものの

ひとつが「心の理論」のテストである。心の理論

を測る一次誤信念課題（サリー・アン課題）は、

定型発達児では5歳ごろに通過する課題である。

アメリカのろう・難聴児を対象にした大規模調査

でSchick et al.（2007） は、家庭に手話環境のある

ネイティブサイナー児では、一次誤信念課題は、

定型発達相当で通過し、親が聴者でもアメリカ手

話環境にいる子どもでは7歳で大多数が通過する

が、親が聴者で口話での支援を受けている難聴児

は7歳でも通過率が低い。日本での2010年実施

のろう・難聴児の大規模調査でも、10歳で6割程

度という通過率が示された（Fujino et al., 2017）。

重複障害がある児は除外されているにもかかわ

らず、通過しない児童が多く存在することは注目

しなければならない。

脇中（2013）はろう・難聴成人が、他者の意見に

耳を貸さず、コミュニケーションでの齟齬を起こ

し、言葉尻を捉えて怒り出す人がいるなどの問題

を指摘している。こうした社会での問題は、翻っ

て幼児時代から培うべき対人関係能力を軽視し

た言語教育がもたらしているのではないかと考

えることもできる。

言語運用能力が低いためにコミュニケーション

能力が低いので、音声言語の言語力をもっと効率

的に身につけるための環境を整備すればよいと

いう考え方もあるが、社会性の発達については、

幼児教育の領域「人間関係」を重視した環境を整

備することが課題となる。

ネイティブサイナー児において、心の理論が遅

れないのは、親子コミュニケーションが出生時か

ら、アクセス可能な言語で行われているからだと

考えられている。一方で、学齢期の心の理論の発

達については、ネイティブサイナー児でも、普通

校に通い、手話のできない聞こえる子どもたちに

囲まれていると、心の理論を測るいくつかの指標

で、定型発達よりも低くなることも示されている

（Meristo et al., 2007）。

4．国内のろう・難聴児の支援の実態

4.1　早期発見からの流れ
先天的重度聴覚障害の発生率は0.1～0.2%であ

る。全国の出生数を80万人としたとき、1学年

800～1600人程度で、例えば7万人都市では重度

聴覚障害の子は2学年でようやく1～3人という

遭遇頻度になる。市区町村単位では対応経験のあ

る人が少なく、専門的知識へのアクセスが乏しい

状態に陥ってしまうため、広域での対応が必要で

ある。

聴覚障害への初期対応として、厚生労働省

（2022）「難聴児の早期発見・早期支援のための基

本方針」では、新生児聴覚スクリーニングの全実

施が掲げられた。これは、産科で入院中の新生児

に検査を行うことで対応する。ここでリファー

（要再検査）、つまり難聴の恐れありとなった子に

ついては、耳鼻咽喉科の拠点病院で精密検査を行

い、生後3ヶ月までに確定診断を受ける。この時

点で医師から情報提供がなされることが多い。
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国際的なスタンダードであるろう・難聴児の

家庭を中心とした早期介入指針（Moeller et al., 

2013）では、「バイアスのない情報提供」が理想と

されるが、以下で示す初動では医療的介入を中心

とした情報のみが得られる可能性が高い。また

満遍なく情報が提供されても、現状では希望する

支援を選択することが難しい。

まず、耳鼻咽喉科医の主導で行われる介入は、

6ヶ月までに補聴器を作って装用しはじめる。

両耳が90 dBを超える重度難聴であり、補聴器の

効果がない場合は、1歳以降、人工内耳の埋め

込み手術を行う選択肢が提示される。月1～4回

程度の言語聴覚士との言語訓練、補聴器や人工

内耳の調整などを行い、徐々に音声言語を獲得さ

せる。

公的な子育て支援制度として、新生児訪問を

行っている保健師や、市町村の保健センター、

子ども家庭支援センター、近所の保育所・幼稚園

の園庭開放など、地域の児童発達支援センターな

どがあるが、ろう・難聴児は発生率が低いことも

あって、聴覚障害についての体系的な知識や、

支援体制のフォローがあまり期待できない。

医療機関以外で体系的な知識と支援技術を

持っているのは、聴覚特別支援学校と、病院、

難聴児向け児童発達支援センター（旧難聴幼児通

園施設）である。聴覚特別支援学校や難聴児向け

児童発達支援センターは、養育者が電話などで予

約を取り、見学・担当者との面談を受けることが

できる。ただ、支援者間での連携の経験が乏し

かったり、個人情報を保護しなければならなかっ

たりという理由で、最初に相談を受けた医療機関

や公的な子育て支援事業者が難聴児専門の聴覚

特別支援学校や難聴児向け児童発達支援セン

ターへ連絡して紹介できない、情報の引き継ぎが

できないなど、連携が難しいことがある。基本方

針には多職種連携により地域毎の対策をすると

書かれているため、今後の密な連携体制の構築が

期待される。

近年、子育て支援制度の中で、発達障害について

は関心が高まっているので、そのアセスメントや

ことばの遅れについての研修は企画されている。

しかし、ろう・難聴児の支援については専門的な

情報が流通しにくい。地域のろう・難聴児の母子

支援については、その専門性を持っている聴覚特

別支援学校が、地域の保健師や保育士への研修を

提供している例がある。

4.2　聴覚特別支援学校
聴覚特別支援学校は、ろう・難聴児の支援拠点

として、長くその役割を果たしてきた。聴覚特別

支援学校の在籍者数は1959年に20,744名とピー

クを迎えて以降、単調減少を続けているが、ろう・

難聴児の総数が減ったのではなく、普通校に通う

者が増えたからである（中島，2018）。

2000年代以前、聴覚障害は、1歳半や3歳児健診

で、言語発達の遅れから発見されることが多かっ

た。このため、学校教育法の管轄である3歳から

の幼稚部での支援が基本となっていた。2000年

以降、新生児聴覚スクリーニングの普及に伴い、

生後半年までに療育開始が求められ、専門性を持

つ拠点も乏しいために、聴覚特別支援学校が乳幼

児教育相談に応じるようになった。ただ、この教

育相談について、決まったカリキュラムはなく、

拠点は県1～2校である。このため、聴覚特別支

援学校が必ずしも医療的介入と対になって存在

しているわけではなく、あくまで選択できるオプ

ションのひとつである。

聴覚特別支援学校は、ろう・難聴児支援を一手

に引き受けてきた機関であるが、新しい技術であ

る人工内耳に対する支援技術の進展が速く、対応

は十分とはいえない。こうした現状から、日本

耳鼻咽喉科学の医師らを中心としたロビー活動

によって、2019年には、厚生労働省と文部科学省

が「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・

教育の連携プロジェクト」を開始し、2022年の

基本方針策定に至ったという経緯がある。
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聴覚特別支援学校の幼稚部は、毎日活動がある

幼稚園相当の教育機関である。送迎バスなどはな

いため、県に1～2校の学校へ養育者が送迎する

必要がある。特別支援教育の地域への移行も叫ば

れているが、ろう・難聴児にとって、専門性のある

教師の元で、同じ障害を持つ子どもたちと交流で

きる環境はほかにない。

4.3　難聴児向け児童発達支援センター
平成24年（2012年）児童福祉法の改正によって

整備された児童発達支援センターは、障害種によ

らない療育のセンター的機能を果たすことを目指

して設置された。障害児の療育に際しては専門性

が必要とされる。それまでの難聴幼児通園施設は

児童発達支援センターの仕組みに組み込まれた

が、その専門性は発達障害を主に扱う他の児童発

達支援センターと一線を画す。難聴児向け児童発

達支援センターは、言語訓練のために言語聴覚士

を最低4名（聴能訓練担当と言語機能訓練担当

それぞれ2名）を配置することになっている。毎日

通える聴覚特別支援学校の幼稚部と違って、毎週

あるいは隔週に1時間の個別指導が主である。

発達障害を有する児童を主な対象とした児童発達

支援センターは多い。しかし、ろう・難聴児に対応

できるスタッフや設備はほとんどない。よって、

重複障害でない限りろう・難聴児とその親は、遠方

の難聴児向けのセンターか聴覚特別支援学校に通

わざるをえない。

平成24年の児童福祉法の改正に際して、発達

障害の幼児が支援を受けるのに、親の移動負担を

減らすことも企図し、市町村あるいは人口10万

人毎に1カ所以上児童発達支援センターを設置す

ることになった（厚生労働省，2021b）。一方で、

難聴児向け児童発達支援センターは全国で33カ所

であり、全国で約700カ所ある児童発達支援セン

ターのなかで圧倒的に少ない。同じ児童福祉法

を根拠にしていても、親の移動負担を減らすため

の対応策が講じられていないのである。

4.4　“特別支援保育”
「特別支援保育」という用語は比較的新しいも

のである。特別な支援が必要な子どもを保育する

という意味で、仙台市など、地方自治体で使用さ

れ始めている。

障害のある子に特化した療育・（リ）ハビリテー

ションは、親と専門職（聴覚障害であれば言語聴覚

士など）が行うものである。「障害児保育」は、保育

士資格を取得するのに、科目として1991（平成3）

年に新設され、2001（平成13）年に必修化した。

古屋（2018）は、この授業の内容における質的な

充実について課題があることを指摘した。現在に

至る保育者養成においては、2017（平成29）年に

取りまとめられた教職課程コアカリキュラムに

「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に

対する理解」が明記されたことから、教職課程にお

いて特別支援教育を学ぶことが必須となった。

2019（平成31）年度からは、教育職員免許法及び

同法施行規則改正に伴う教職課程で履修すべき

事項となった「特別の支援を必要とする幼児、児童

及び生徒に対する理解」により、保育者・教育者の

養成課程において、特別支援教育の一層の充実が

図られている。近年では、障害のある子・気になる

子を定型発達児の中に入れた保育を「インクルー

シブ保育」と呼び、テキストも出版されている。

ろう・難聴児が地域の保育園に通う「インクルー

シブ環境」について、大原・廣田・鈴木（2011）は、

難聴幼児通園施設と幼稚園・保育所に通う聴覚障

害児の社会的遊びを分析した。彼らは、聴覚障害

児が年少児から療育での個別の発達支援と併せて

インクルーシブ環境での活動を重ねることで、

実用的なコミュニケーション法と社会的遊びを学

習し、社会的関係性を向上させる可能性があり、

早期からのインクルーシブ教育が重要だとしてい

る。聴覚障害児指導について検討した廣田（2013）

は、「障害程度を基本として、認知、社会経済、教育

環境等の状況に応じた乳児早期からの指導法の

精選が喫緊の課題となっている」と述べている。
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ろう・難聴児については、聞こえとことばの訓練

やアセスメントについてのエビデンスは蓄積され

つつあるが、乳幼児期の、聞こえ・ことば以外の面

でのフォロー体制や、特徴について知見が不足し

ている。また、保育士および教職課程において、

何を教授・指導すべきか、インクルーシブな環境

での保育について、保育者や他の子どもたちと

どのように関係を構築する手法があるのか、整理

されていない。第3節で概観したように、ろう・

難聴児の乳幼児期の支援については、その特性に

応じ、発達全般を踏まえた乳幼児期の支援が必要

である。

そこで我々は、従来の特別支援教育や障害児保

育の枠組みに囚われない“特別支援保育”の検討

が必要だと主張したい。この用語は、インクルー

シブ環境において、個別に必要な対応を行いつつ

も、従来の保育・幼児教育がめざしてきた姿を共

有する取り組みのことを指す。

4.5　基本方針で示された多職種連携
「難聴児の早期発見と早期療育のための基本方

針」には、多職種が連携して「専門性を高める」と

ある。これは「聴覚、視覚の感覚機能を最大限に

活用して音声、手話、文字による筆談など多様な

方法で基礎的関係を築き、難聴児の認知、言語、

心理等発達全般について支援し、家族と連携しな

がら長期的な視点で難聴児本人の障害認識、自己

実現、社会参加を促す知識及び技術のこと」（厚生

労働省，2022）を指しているという。

養育者が療育の主軸を担う機関を決めるとき、

十分な情報を得て、すべての選択肢から自由に選

べるのが良い。しかし現状では、支援拠点への距

離と親の経済状況によって自動的に決まる側面が

ある。瀧尾（2017，p.9）は、「利用する機関や出会

う専門家が各家庭で異なり、統一されていない」

とまとめている。聴覚特別支援学校と、難聴児向

け児童発達支援センター、小児を対象にした言語

聴覚士が勤務している耳鼻咽喉科の拠点病院が

それぞれ、都道府県内に0～2カ所（ただし東京、

大阪、愛知には3校以上の聴覚特別支援学校があ

る）ずつあり、自宅から通いやすい拠点の方針が、

乳幼児期の介入の方針になることが多い。

親が子の言語発達のために仕事を辞める、聴覚

特別支援学校の近くに引っ越すなど、養育者の経

済力や力量によって、早期介入の効果が左右され

る。共働きが増えていることによって、家庭に依

存した支援が難しくなってきている。また、個々

の子どもに合わせた支援を、すべての選択肢から

選ぶことも難しい。つまり、多職種連携が進むと

しても、どの専門性を持った人に最も依存するか

については、その親子がアクセス可能なエリアに

ある特別支援学校等の施設、そこまでの距離や、

送迎できる人がいるか等によって決まる。様々な

専門家の目が一気に注がれ、ある重要な時期にそ

れに最も適した専門を持った人が介入するわけで

はない。もともと専門性がない養育者が、様々な

専門家の意見を自分なりに咀嚼して取り入れなが

ら、日常的には家庭で療育を行うことが、介入の

前提になっている。

5．国際的な方向付け

5.1　家庭を中心とした早期介入指針（FCEI）
アメリカでは、2000年頃には新生児聴覚スク

リーニング（NHS）の有効性と、その後6ヶ月まで

の早期介入開始が効果的ということが示され

（Yoshinaga-Itano et al., 1998）、3歳までの早期介入

に公的予算がついている。NHSについては、開発

当初、生後すぐに難聴を発見しても、親子の愛着形

成に困難をもたらすデメリットのほうが大きいの

ではないかと懸念された。しかし、Yoshinaga-Itano

ら（1998）が、言語発達が0歳からのプロセスであ

ること、聴覚活用のため補聴器の音に脳を順応さ

せることなどは、6ヶ月齢前から介入を開始した

群のほうが、それ以降に療育を開始した群より、

音声言語習得の成績がよいことを示し、NHSから
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迅速な確定診断を経た早期介入がスタンダード化

した。

国際標準として、早期介入の仕組みについて

は、家庭中心の早期介入（Family-centered Early 

Intervention: FCEI）のベスト・プラクティスが提

唱されている（Moeller et al., 2013）。NHS以降、

親子関係をケアしながら、養育者の障害受容を

サポートし、定期的にアセスメントを行い、適切

な時期に適切な介入を受けられるように伴走支

援をするとの方針を示している。日本では、先駆

的な例外を除き、親が特別支援学校や療育施設な

どの支援拠点に電話をして、初めて相談がはじま

るが、アメリカの例では、新生児を抱えて身動き

がとれない養育者の元にプッシュ型の家庭訪問

支援が行われる（cf. 高嶋・杉本，2020）。FCEIは、

家庭を中心に据えた方針であるため、子どもの

集団生活におけるろう・難聴児のケアについての

さらなる議論が必要である。

5.2　障害者の権利条約と最も適当な言語
国連の障害者の権利条約（CRPD）は、2006年

に採択され、2014年に日本も批准した（外務省，

2022 参照）。この条約は、障害者の人権を確保す

るためのもので、障害を医療モデルから社会・人

権モデルへ転換することを目指している。

CRPDでは、その「定義」において手話が言語で

あることを明言しており、日本も批准にあたって

障害者基本法に「言語（手話を含む）」と明記した。

第21条「表現及び意見の自由並びに情報の利用

の機会」には、公的な活動において、手話や点字な

どの障害者本人が利用しやすい意思疎通の手段を

用いることができるようにすること、それとは別

に、「手話の使用を認め、及び促進すること」と書

かれている。

さらに第24条「教育」には、「手話の習得及び聾

社会の言語的な同一性の促進を容易にすること」

に加え、「最も適当な言語並びに意思疎通の形態及

び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大

にする環境において行われることを確保するこ

と」と述べられている。

（1）社会性の発達のための言語

CRPDにある「手話の習得及び聾社会の言語的

な同一性の促進を容易にする」ための施策は、日本

では現在実施されていない。上述のように、就学

前までの乳幼児期について、音声言語習得を支え

る医療的介入はスタンダード化しているが、手話

習得の環境整備は進んでいない。

そもそも、ろう・難聴児の「学問的及び社会的な発

達を最大にする環境」を構成する「最も適当な言語」

は、音声言語なのだろうか。Humphriesら（2014）

は、社会的な発達を最大にするのであれば、手話で

なければならないと論じている。また、CRPDでは、

「手話の習得を容易にする」こと、つまり手話習得

の環境を整える必要性についても述べている。

「発達を最大にする」ために、それぞれのライフ

ステージにおいて、その子にとって「最も適当な

言語」を考えることが必要である。就学や就労に

「音声日本語」が必要であるために、それに最初か

ら集中すべき、早期から手話習得に使う時間が

もったいないという考え方は、音声言語がうまく

身につかなかったときに、最初から機会があれば

身につくはずの手話言語を十全に身につける機会

も失う選択である。

（2）障害者権利条約委員会の中間審査と勧告

2022年 8月には、CRPDの中間審査があり、

政府が出したレポートのほか、当事者団体がパラ

レルレポートを提出し、審査が行われた（外務省，

2022 参照）。このレポートをもとに、委員会は

政府への勧告を出した（United Nations, 2022）。

この中にろう・難聴児教育に関する重要な勧告が

3つあった。医療モデルを廃止すること、手話を

公用語化すること、インクルーシブ教育の推進で

ある。

障害の医療モデルでは、障害を治療の対象と見

なし、「健常者」（マジョリティ）により近づけるた

めの医療的介入が行われる。一方で社会モデルで
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は、社会が多数派である健常者に合わせて設計さ

れているために、障害者であるマイノリティが

社会に参加するための「障害」があるとする。つま

り「障害」とは、障害者に帰属するものではなく、

社会の側にある参入障壁であると解釈する。障害

者が参加しやすいようにできていない社会のシス

テムを、どのように変え、障害者の人権を取り戻す

かが、この条約の焦点である。

日本の現状では、聴覚障害の認定基準、人工内

耳の標準治療化が目指されていること、医療が特

別支援教育に介入するスキームを作っていること

から見ても、医療モデルの脱却は難しいといえよ

う。ろう・難聴児教育において、補聴や人工内耳

手術といった医療的介入を受けて音声言語の習得

を目指すことは、マジョリティに合わせるための

医療モデルに基づいた対応である。一方で、社会

モデルで障害の度合いを測るのであれば、社会参

加への障壁が大きい人がより「障害」の度合いが高

いことになる。日本社会においては、音声日本語

が、社会の主流派言語として、就学や就労に有利な

言語である。よって日本語を聞いたとき、どれだ

け明確にわかるか、読み書きができるかという面

での評価は「社会モデル」に基づく評価であろう。

しかし、こうした評価は現在まで行われておらず、

医学的に測定可能な、裸耳での聞こえる音圧に

従って障害が認定されている。

日本手話を公用語化するという勧告も出た。

公用語化をするということは、それがどのような

言語であり、どのように習得させ、どこで使うかを

決めるということである（Spolsky, 2012）。CRPD

には、ろう児の言語的同一性を推進し、どこでも望

んだ形で情報保障が受けられることが掲げられて

いる。これをもっと効果的に求めるようにという

ことである。CRPDでは、「手話言語」といったと

きには、ろう者コミュニティの言語的な同一性が

保たれる、社会性を最大にする言語であるために、

手話付きスピーチのことを指していない。この勧

告に従うなら、視覚的言語である日本手話がどの

ような言語であるかを定め、乳幼児期の“特別支

援保育”として日本手話を導入し、あらゆる場面

で日本手話によるアクセシビリティが確保できる

ことが目指されるのである。

こうした勧告が出ている一方で、現在の日本の

聴覚特別支援学校では日本語の習得を最大化で

きると考えて、手話付きスピーチを用いていると

ころが多い。手話は聾学校（聴覚特別支援学校）

という「隔離」教育の場を作ることで、散在して

いるろう・難聴児が集まり、それぞれが持ち寄っ

たジェスチャーでのコミュニケーションが意思

疎通の経済化により収束したところに自然発生

したもので、周囲の音声言語とは独立に発展する

ものである。その手話を公用語化するというこ

とは、この集団を維持する動機にもなる。しかし、

手話公用語化の勧告が出た一方で、各障害種を

隔離する特別支援学校での教育ではなく、障害が

ある子どもが、非障害児と共に学べるようにする

インクルーシブ教育の推進も、CRPD委員会から

勧告された。

現在まで、補聴技術の向上を背景に、インクルー

シブ教育を受けるろう・難聴児は増え続けてい

る。これらの勧告を受け、どのように彼らの手話

の習得計画を立て、情報保障を行い、社会性の発

達を保障できるだろうか。そして、インクルーシ

ブ教育を志向する地域での就学に向けて、「聞こえ

とことば」だけでなく、小学校を通して発達して

いく社会性の基礎を、幼児期に築くためにはどの

ようにしたらよいだろうか。

6．解決すべき問題

6.1　環境を調整する：合理的配慮
（1）領域 人間関係の視点から

人との関わりに関する領域である保育内容

「人間関係」は、「他の人々と親しみ、支え合って

生活するために、自立心を育て、人と関わる力を

養う」領域である（厚生労働省，2017，2018）幼児
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期の終わりまでに育ってほしい姿として領域人間

関係を中心に育まれる「自立心」「協同性」「道徳性・

規範意識の芽生え」でも、保育者との信頼関係を

基盤にして友達同士で関わりを深めていくこと

が示されている。他者に親しみ、支え合う姿は、

幼児期に突然現れる姿ではなく、乳児期からの身

近な大人や他の子どもとの日々の関わりの積み

重ねの中で育まれていくものである。領域人間関

係では、その発達過程について「子ども同士の

自己主張のぶつかり合いによる葛藤などを通して

互いに理解し合う体験や、考えを出し合ってより

よいものになるよう工夫したり、一緒に活動した

りする楽しさを味わう体験を重ねながら関わりを

深め、共感や思いやりなどをもつようになる。」

（厚生労働省，2018，p.211）としている。

子ども同士の自己主張がぶつかり合ういざこざ

等の葛藤経験を通して、互いの思いを伝え合い、

折り合いをつけることは、自分と他者との思いの

違いに気付く経験でもある。1歳以上3歳未満児

の保育内容人間関係④で「保育士等の仲立ちによ

り、他の子どもとの関わり方を少しずつ身につけ

る。」とあるように、保育者には、子ども一人一人

が自己を発揮し、日々の生活における様々な場面

で他の子どもと多様な関わりがもてるようにする

配慮が求められている。

繰り返しになるが、ろう・難聴児にとっては、こ

のような日々の積み重ねを「ことば」を通して経

験することが圧倒的に少ない。大原ら（2011）は

聴覚障害児と聴児の社会的遊び場面を分析し、

子ども同士でのコミュニケーションは聴力レベ

ルや言語能力の要因と相関傾向がみられるのに

対し、保育士とのコミュニケーションではこれら

の要因との関連性は低いことを示した。このこ

とからろう・難聴児と聴児が社会的関係をもちな

がら遊ぶための介入支援の重要性が示唆された。

就学準備としても、集団生活の中で、ろう・難聴

児が遊びを中心とした人との関わりを通して、

社会性を育む環境を考えていく必要がある。

（2）音の環境

ろう・難聴児は、音を契機とした共同注意から

の偶発的学習の機会に乏しい。このために、静か

な環境で、マンツーマンで概念を学んでいく必要

がある。インクルーシブ保育においてこれを実現

するのはかなり難しい。

幼児教育は環境を通した教育であり、子ども集

団の中で遊びながら、さまざまな経験を積むため、

子ども同士のやりとりに参加することは重要であ

る。しかし、保育所・幼稚園の音環境は、雑音が多

く、音量レベルも大きいために、難聴児にとって

言語音を聞き取ることは困難である。嶋田（2019）

によると、保育所は60-85 dBの騒音レベルにあ

り、現在まで雑音レベルのコントロールの指針が

ない（嶋田，2019）。音はターゲットの音と環境雑

音の比が大きくなれば聞き取れる可能性が上がる

が、ベースラインの雑音が大きいと、比較的軽い

難聴でも、言語音を聞き取れない可能性が高い。

こうした状況で、ろう・難聴児は「引っ込み思

案」な子として、保育者と子どもたちとの関わり

合いの輪の外に追いやられがちである。杉田

（2015）は、ある難聴児について、保育者は他害が

なく、集団行動は周りのまねをしてついて行けて

いる様子から問題視していなかったが、難聴児の

言語発達の専門性をもつ言語聴覚士が参与観察

すると問題が見いだされたと報告している。この

難聴児は、ほとんど音声でやりとりされているこ

とを理解しておらず、それに保育者は気づいてい

なかったという。

この対策として、音環境を調整するということ

が考えられる。例えば、音が響かない屋外での

活動を増やすとか、保育者にデジタルワイヤレス

補聴援助システム（ロジャー）などのマイクをつ

けて、周りの子どもの発言までリスピークして、

雑音の少ない音声を入力するなどである。ただ、

子ども同士のやりとりをリスピークするのは、

結局子どもの生の発言を大人のフィルターを通

すことになり、リアルタイムでの関わりあいにも
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ならず、子ども同士の人間関係構築、多人数会話

への参加という面では、あくまで代替手段にすぎ

ない。

6.2　体制を整えるために
特別支援学校の乳幼児相談では、養育者の相談

をうけることを主務としており、ろう・難聴児に

直接指導する目的で運営されていない。また、

都道府県の教育委員会の采配によって、予算や人

員が決まる不安定な立場である。基本方針では、

特別支援学校の「センター的機能を活用する」と

あり、特別支援学校に聴覚活用の指導体制を強化

するために、言語聴覚士を配置していく方針があ

る。一方で地域でのインクルーシブ保育のことに

ついては、ほとんど考慮されてきていない。

ろう・難聴児が発達障害より発生率が低く散在

していること、コミュニケーション手段を同じく

する集団で育つことが理想であることから、ろう・

難聴児は従来、聴覚特別支援学校に集めることが

良いと考えられる。家庭で主に母親がつきっきり

で音声言語を教える聴覚言語訓練は、送迎だけ

でなく、親も授業に参加してきた（金山，2002）。

こうした歴史と、生徒が広域に散らばっている理

由からか、聴覚特別支援学校には、旧養護学校で

ある特別支援学校のように送迎サービスがない。

放課後デイサービスが送迎サービスを行っている

ところもあるが、学校主体の公的な送迎について

は現在まで見直されていない。距離や仕事によっ

て送迎が容易でないために、聴覚特別支援学校に

通うのを諦める養育者もいる。

聴覚活用を選択する理由のひとつに、遠方の

特別支援学校に毎日送迎することは負担が大きす

ぎるので、地域の普通校に通えることを目指すと

いうものがある。共働き世代になって、地域の

保育所や幼稚園にろう・難聴児を預けざるをえな

い養育者の割合は増えていることが伺える。全国

難聴児を持つ親の会（2021）は小学校入学まで療

育に携わるための休業制度や時間的・経済的な支

援の要求を出している。共稼ぎを維持し、かつ難

聴児の言語発達を保障しようとすると出てきて

しかるべき要求であることは理解できるだろう。

聴覚特別支援学校の在籍児童・生徒数は単調減

少を続けているが、これは地域でのインクルーシ

ブ教育を目指すという文部科学省の方針、補聴器・

人工内耳の技術の進展と、インクルーシブ教育へ

の指向性によるだけでなく、送迎の負担によって

聴覚特別支援学校へ通うことができないために、

地域で育てる選択をしている養育者は少なくない

と考えられる。

育休の延長で対応できないと、地域の保育所や

幼稚園にろう・難聴児が通うことになる。聴覚特

別支援学校や難聴児向け児童発達支援センター

等での療育を最低限受け、残りの日は保育所等に

通うろう・難聴児もいるだろう。杉田（2015）が

報告したように、その子の知能が高ければ、周り

の様子をうかがいながら、なんとなく活動に参加

しているように見せることは可能であるが、実は

音声言語での指示ややりとりはほとんど聞こえ

ておらず、集団生活の時間、ずっと言語が無い状

態でやり過ごしている可能性は否定できない。

子ども同士の関わり合いから偶発的に何か学ぶ

ということがあっても、それはことばを介さない

行動主義的で表層的なものとなる。

6.3　手話のできる保育士
地域でろう・難聴児を養育するには、現在まで、

聴覚活用を行い、音声で話せるような療育を選択

する必要がある。前節で述べたように、軽度難聴

でも、幼児集団の雑音下では、環境から学ぶこと

が難しい。

保育所・幼稚園の60-85 dBという雑音環境下

で、ろう・難聴児が保育者や他の子どもたちと

コミュニケーションするためには視覚的な補助

が有効である。手話ができる保育者がいれば、

ろう・難聴児だけでなく、周囲の子どもも手話を

覚えることができるだろう。
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村落手話（shared sign language）は通常の0.1～

0.2%より高い割合でろう・難聴者が発生するとこ

ろに発生する手話言語である。Nyst （2012）は、

これまで報告されている事例から、0.5～4%聴覚

障害のある人がいる集団で村落手話が発生してい

ると報告している。30人に1人なら3%であり、

手話のできる保育者と、ろう・難聴児がいれば、

周囲の子どもを巻き込んで、手話でのコミュニ

ケーションが発生し、周囲の子どもを巻き込める

可能性は十分にある。

外国人集住地域で、日本語とポルトガル語を話

すブラジル国籍を持つバイリンガルの保育者が、

ポルトガル語を話す養育者のもとで育った子とそ

の養育者に対応する、多文化共生保育の実践報告

はある（佐々木，2020）。しかし手話保育士の報告

はまだ見当たらない。第一著者は個人的に何人か

保育士資格を持つろう者を知っている。また、

手話での保育を行っている保育園や、手話のでき

る保育士に育ててもらったというろう者に会った

こともある。それらがどのような効果をもたらし

ているか、調査研究を行うべきであろう。

7．おわりに

他の障害のある児童がインクルーシブな環境で

の保育・教育を求めるのと同様に、ろう・難聴児も

地域で保育を受ける必然性が増している。元来、

養育者は療育の専門性を持ち合わせていない。ろ

う・難聴児の支援は、FCEI（5.1節）で標準化され

ている家庭を中心とした支援だけでなく、子が長

い時間を過ごす保育所等での支援もこれからの課

題である。とくに保育所等では、インクルーシブ

保育の考え方から、幼児集団の中で保育者との関

わり、子ども同士の関わりを成立させる丁寧な介

入を行うため、“特別支援保育”の検討を始めるべ

きだろう。ろう・難聴児の、社会性の発達を最大

にするための言語・コミュニケーション手段は、

個々のケースによって異なるが、視覚的な関わり

方の技術をもった保育者の養成が必要だと我々は

考えている。就学準備として、聞こえ・ことば・

文字を身につけるために、音声を聞いて音韻意識

を確立することだけに集中せず、社会性の発達の

重要性に照らし、保育者や仲間とコミュニケー

ションが円滑に進む方法を選べる環境構成が、必

要である。これを“特別支援保育”として展開し

たい。

音声言語の習得について、従来、言語聴覚士や

聴覚特別支援学校の教諭が親子を指導してきた

が、ベースラインとして、家庭で養育者が中心と

なって子どもにインプットするという大きな負

担がある。片親が家庭で療育を一手に担うこと

を条件に早期介入の方向性を決めると、その親の

技量が大きく影響する。それが子どもにとって

「最も適当な言語及びコミュニケーション手段」

を取ることにつながっているか、検証する必要が

あるだろう。まず、ろう・難聴児にとって音声言

語の習得は、偶発的学習でなく、意図的学習にな

るため、ある程度分析的に日本語を積み上げてい

く必要がある。よって、親がその分析的な見方に

沿って言語の教育を提供できるか否かによって、

子の音声言語習得のアウトカムは異なると予想

できる。一方、手話言語がその子に合っていると

しても、親が手話を第二言語として習得するのに

は時間がかかる。その上、手話で子どもに関われ

るようになるためには、通常の手話学習の課程と

は異なるカリキュラムが必要だが、現在まで明示

的なカリキュラムは存在していない。よって、

手話を知らなかった親が手に負えるものではな

く、幼児の発達の知識を備え、子どもと手話での

コミュニケーションができる人材が介入するこ

とが望ましい。

現在の経済的状況を背景に、片親の専従をやめ、

ろう・難聴児を子ども集団に参加させることを

考え、遊びを通した偶発的学習を期待するので

あれば、保育所の雑音を減らして音声を聞き取る

ことができるように調整するのは難しいだろう。
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現在の聴覚特別支援学校では、手話付きあるいは

その他の視覚的キューを伴う音声での会話が、

スタンダードになっており、1人1人の子にあっ

た介入を行うトータルコミュニケーション（TC）

が主流である。しかし、介入が大きいことで、

子どもたちは仲間との横のつながりを形成しづ

らく、仲間とコミュニケーションするにも大人を

仲介することになる。

聞こえない子どもは集めておくと手話言語を

作ることがわかっており、社会性の発達を最大に

するためには自然に発生した手話言語が重要だ

という主張がある。このため、ろう・難聴児が参

加する子ども集団では、手話を使うことが望まし

い。しかし聴覚障害の発生率から考えて、集団を

作ろうとすると、保護者の送迎の負担が大きくな

り、実現のハードルが高い。これらの問題を見据

えて保育の場でどのようにろう・難聴児を受け入

れるか、鳥越（2016）が紹介するco-enrollmentな

どの国際的な先行事例をまとめ、新たな“特別支

援保育”の行える体制を整える必要がある。幼児

期には就学に向けて、「聞こえとことば」だけでな

く、社会性の発達を促し、インクルーシブ教育に

対応できるレジリエンスの確立が目指されるべ

きであろう。

また、ろう・難聴児は、その発生頻度から散在

していることが多く、乳幼児期からの家庭に向け

てはオンラインでの相談支援、手話動画配信な

ど、ICT活用が有効だと考えられる。また、テレ

ビ番組に字幕がつく割合も増え、音声認識技術の

向上に伴って、スマートフォン等での音声文字変

換ツールの使用のハードルも下がっている。こ

のため、養育者や本人の ICTスキルによって、得

られる支援や情報に差が出ることも予想される。

ICTの活用とその限界を把握し、対面での支援の

強化を同時並行的に進めることが、今後求められ

るようになるだろう。
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園庭評価指標を用いた園内研修
̶語りから導き出せる園庭の価値の再評価̶

On-the-Job Training Using Playground Evaluation Indicators
– Reassessment of the value of one's playground derived from narratives –

中田範子 香曽我部琢 石倉卓子 竹田好美
（東京家政学院大学） （宮城教育大学） （富山国際大学） （富山国際大学）

作成した「園庭評価指標2.0」を用いた園内研修での保育者の語りを質的に分析し、保育者の自園の園

庭の価値への再評価について考察することを目的とする。都内保育園の保育者6名を対象に園内研修を

実施して得られた言語データを「園庭での子どもの遊びや援助をどのように語り、語りの過程でどのよ

うなことを自覚化し新たな気づきが得られたのか」に着目して、SCATの手法で分析した。

その結果、保育者は子どもの姿や援助の方法を具体的に語りながら、把握した点や援助方法の決定理

由等援助の意図や方向性を解釈し、園庭での子どもの遊びに意義を発見し、今ある園庭に対する多面的

な物理的特性に新たに気づいていった。指標をもとに語ることで、子どもの園庭での遊びや自分の援助

に意義や意味を見出し、自覚化することが、園庭の面積等の物理的な豊かさの度合いでは評価しきれな

い、園庭の機能を見出し、自園の園庭への新たな価値づけや再評価に繋がると考察する。

キーワード：  園庭、園内研修、園庭評価指標、SCAT、保育者の語り

問題・目的

近年、「幼児教育の実践の質向上に関する検討

会」（文部科学省）、「保育所における保育の質確保・

向上に関する検討会」（厚生労働省）が実施され、

乳幼児期の教育・保育の質の向上について議論さ

れ、それぞれ2020（令和2）年に報告を行っている。

厚生労働省における検討会の「議論のとりまとめ」

では、我が国の文化的・社会的背景を踏まえた

「保育の質の基本的な考え方」が示され、「保育の

質は、子どもが得られる経験の豊かさと、それを

支える保育の実践や人的・物的な環境など、多層

的で多彩な要素により成り立つ」と述べている。

そして、「子どもにとってどうか」という視点が、

保育の質を考える上での基盤となり、「遊びの重視」

「一人一人に応じた関わりや配慮」「子ども相互の

育ち合い」等を重視している。また、文部科学省

及び厚生労働省の検討会の報告では、保育の質向

上のための具体的な方策や取組を示し、それらの

方策や取組は、「関係者が共通理解を持って、主体

的・組織的・協同的に行われるものである」とし、

保育現場においては、要領・指針が基盤となり、

「評価・研修等の様々な方策や取組」を「園内で

理解を共有し、一貫性を持って実施する」ことが

重要となってくる。ここで言う「評価・研修」とは、

保育者による日々の実践の「振り返り」が基盤

となって、子どもの姿を記録し、対話し、保育の計

画に繋がるというサイクルを意味している。保育

者がそのサイクルを主体的・継続的に行い、語り

合う同僚性を育む職場風土の形成とリーダー層の

マネジメントが質の向上の鍵となるだろう。

また、子どもが豊かな経験を得るには、多様な環

境が必要であり、園庭環境の在り方も重要である。

発達保育実践政策学センターの調査報告（2018）で

は、園庭の物理的環境が多様であれば子どもの

経験も多様になる、砂場が特に多様な経験ができ

pp.25-34

原著論文
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ると推察し、茶谷（2017）は、自然保育ポータル

サイトでの保育者の記述を通して、不思議さや

怖さなどの複雑な経験も幼児の豊かな心情を涵

養するという可能性について述べている。また、

竹田ら（2020）は、「園庭での子どもはどのような

豊かな経験をしているのか」という視点から、

石倉ら（2020）は、「園庭での子どもの思いを捉え

て保育者はどのような援助をしているのか」とい

う視点から、それぞれ構成要素を導き出している。

筆者らは、子どもが豊かな経験を得られる園庭環

境の在り方と、その環境を有効活用する保育者の

直接的な援助を一体的に捉え、よりよい教育・

保育を展開するための保育者の資質向上プログ

ラムの開発を目指している。その過程では、園庭

を評価する指標を作成し、その指標を援用した

カリキュラム・マネジメント（園内研修）を実施

し、園内研修の様子を踏まえて園庭評価指標の

改良を繰り返している。最終的に、より質の高い

保育を実現できる園庭を保育者自身が日々環境

構成し、保育を積み重ねることで、さらに指標を

ブラッシュアップしていくことを目指す。さら

に具体的に述べれば、第一に、自分たちの園庭の

価値を再評価するツールとして、園内研修におい

て園庭評価指標を活用すること、そして、第二に、

園庭評価指標を活用した園内研修を実施する

プロセスの中で、保育者の園庭での子どもの遊び

の援助や環境構成についての暗黙知を可視化し、

保育者同士が連携しながら、「共通理解を持って、

主体的・組織的・協同的に行われる」ツールとな

ることを目指している。

ここで、筆者らの現在までの園庭評価指標の作

成と研究協力園における園内研修の実施につい

て紹介する。

1.　園庭評価指標1.0  の作成に至るまで
竹田ら（2020）、石倉ら（2020）の知見をもとに、

ジョイントディスプレイを作成して混合研究法で

得られた87項目の指標に、中田ら（2021）で得ら

れた結果を加え、「園庭環境を評価する基本100項

目の指標」を作成した。この指標を、A県B保育

園及びC県D保育園の熟達保育者と若手保育者計

4組が分類し、それぞれにラベル付けを行った結

果、B保育園、D保育園ともに、11のグループに分

類された。2組の熟達した保育者は、A県B保育

園（3名）、C県D保育園（2名）の二つの保育園に

所属する保育者で、いずれも経験年数20年以上で

ある。また、若手保育者はそれぞれB保育園3名、

D保育園2名であり、経験年数は5年未満である。

その後、「専門家の集団の合意に基づき、 尺度特

性の用語と定義、および標準的な基準を 設定す

るために作成された、健康関連尺度の選択に関す

る合意に基づく指針（土屋，2015）」として示され

たCOSMIN（Consensus-based Standards for the 

selection of health Measurement Instruments）の

チェックリストに基づいた評価指標を作成した。

具体的な手順を次に説明する。

3名の園庭研究者（本論文の著者）は、各項目の

B保育園、D保育園の2園の熟達保育者による分

類に着目して照らし合わせ、共に同じ分類と判断

した項目が複数ある場合は、その中から妥当だと

思われる項目を1つ抽出した。一方、熟達保育者

が行った分類に、同じ組み合わせがない項目につ

いては、2園の若手保育者の分類に着目して改め

て検討し、精査と抽出を繰り返した。なお、項目

を抽出する際には、保育者が理解しやすいこと、

汎用性の高いこと、子どもの主体性が大切にされ

ていることを基本とした。その結果、指標は41

項目に集約された。これを 園庭評価指標1.0  と

した注1）。

2.　 園庭評価指標1.0  の園内研修での活用と 

園庭評価指標2.0  の作成
A県B市のC保育園で、4名の保育士による

園庭評価指標1.0を用いたカンファレンスを実施

した。カンファレンスでは、44項目すべての項目

について検討をおこなった。カンファレンスは、
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1時間11分7秒行われた。参加した保育者は、

20年以上の保育士経験年数のある熟達者が3名、

経験年数3年目の保育者が1名であった。

その結果、41項目では、日常的なカンファレンス

をするには多すぎることと、評価項目がいくつか

同じような内容で、結果的に同じような話し合いが

行われた項目があったため、項目数をさらに精査す

ることとした。精査の結果、表1のような意見が保

育者から出た。そこで、園庭評価指標の項目数を

28項目にし、『園庭評価指標2.0』に改訂を行った。

表1に示す保育者からの意見や修正点を踏ま

え、より取り掛かりやすい研修にするために、1時

間程度で実施できる項目数となるよう、再度各項

目の内容を精査した。本研究では、園庭評価指標

を用いた園内研修の実施し、保育者が語る自園の

園庭での子どもの姿と保育者の援助を質的に分析

することを通して、自園の園庭の価値の再評価に

向けた方策について考察することを目的とする。

方法

園庭評価指標2.0を活用しながら園内研修を実

施し、保育者から得られた言語データをSCAT分

析した結果から、園庭における子どもの遊びへの

保育者の援助の関連要素を見出す。

1.　園内研修の実施方法
表2に示す園庭評価指標2.0の28項目のうち、

調査者が5項目（No.1, 2, 3, 4, 5）と参加者が語り

たい項目を数項目選択し、参加した保育者が項目

ごとに該当する子どもの姿や保育者の援助などを

語る形で園内研修を進めていった。その際には、

園内研修に参加した保育者と調査者がオンライン

（Zoom）でつながりながら行った。なお、途中、

保護者対応のために退席した保育者がいたため、

各参加保育者の回答項目数にはばらつきがあった

ことを付記する。

表1　保育者から出た意見・修正点と園庭評価指標2.0の作成にあたっての修正方法

保育者から出た意見・修正点 修正方法

各項目の想定する年齢が不明確 各項目の内容を精査し、3歳未満児用の項目か3歳以上
児用の項目かを明確にする。しかし、両方一緒に記載した
ほうが、先を見通しながら、援助する視点が見いだせるた
め、併記する形にする。
想定する年齢にあった表記に修正する。例えば、「法則
性に気づく」「方法」「問題解決」はどちらかというと以上児
に見られる姿で、「特性に興味を持つ」「特性を楽しむ」はよ
り未満児に見られる姿である。「自由に～する」という表現
は未満児、以上児のどちらにも当てはまるのではないか。

文字だけで短時間で状況をイメージするのは難しい。 各項目を遊びの種類、素材別に分類して、イメージしや
すくする。

この園内研修を通して、保育者は何を目指すのかを設
定するとよいと思うが、今回は、以下のような点が見いだ
された。
①  子どもたちの姿を振り返りながら言語化すること。
②  普段関わっている何気ない子どもの遊びにも価値づ
けができ、またその価値を確認・共有できた。

③  ファシリテーターがいなくてもできる研修の在り方を
今後も開発していきたい。

園内研修の冒頭で、何を目指すのかを確認し合う時間を
とる。
研修の時間は1時間を限度とし、勤務時間中に気軽な
気持ちで参加できるようにする。
今後も、より実効性のある指標を作成し、短時間で、
保育者だけで、往還性のある・連続性のある研修の在り方
を探る。
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表2　園庭評価指標2.0　（未満児：3歳未満児、以上児：3歳以上児を意味する）
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（1）調査協力園の概要

東京都E区にあるF保育園である。0歳～5歳

まで定員約100名の規模を有し、研究代表者が日

頃から園内研修で関わっている園でもある。

（2）調査日時等の詳細

園内研修は、2022年6月7日（火）午後の2時間

程度2回に分けて実施した。所要時間と参加保育

者、園庭評価指標2.0の使用項目を表3に示す。

（3）事前説明

園庭に対する問いかけに関して事例を思い出し

て語ってもらい、園庭のよさを発見するための研

修であること、リラックスして話して欲しいこと、

将来的には、外部講師を必要とせず、自園におい

て短時間で活用できるような研修に役立てられる

よう、指標を精査して提案することを説明し、

参加者の同意を得た上で調査を実施した。

2.　分析方法
本研究では、園庭評価指標を用いてF保育園の

保育者を対象にした園内研修を実施し、どのよう

なことが語られていたのかを導き出すために、

質的データ分析のための手法SCATを用いた。

なお、園内研修参加保育者が該当する事例を語る

際には、現在の担当クラスの子どもについて語る

ことを条件とすることはしなかった。そのため、

3歳未満児クラスの担当保育者は、昨年度担当し

たクラスの様子を踏まえて現在の子どもの姿を

語る場面が見られたため、分析の際には、年齢ご

との分析は避け、3歳児未満児クラスと3歳以上

児クラスに大別した形で分析した。

（1） 質的データ分析のための手法「SCAT」につ

いて

SCAT （Steps for Coding and Theorization）とは、

観察記録や面接記録などの言語データをセグメ

ント化し、そのそれぞれに、〈1〉データの中の着目

すべき語句、〈2〉それを言いえるためのデータ外

の語句、〈3〉それを説明するための語句、〈4〉そこ

から浮き上がるテーマ・構成概念の順にコードを

考案して付していく4ステップのコーディング

と、そのテーマや構成概念を紡いでストーリーラ

インと理論を記述する手続きとからなる分析手法

である。この手法の意義は、分析手続きの明示化、

分析の初段階への円滑な誘導、分析過程の省察可

能性と反証可能性の増大、理論的コーディングと

質的データ分析の統合である （図1参照）。

また、SCAT による分析の特徴として、単一事

例データなどの比較的小規模な質的データ分析

にも有効である点、分析の過程が四つのステップ

で明示的に残る点、分析の過程で意味の繋がりを

持ったストーリーラインが記述される点の三つ

が挙げられる．分析過程が明示化されることで、

分析者自身が分析の妥当性（FLICK, 2006）を確

認する機会となる（省察可能性を高める）だけで

なく、分析者以外（読者も含む）が分析の妥当性を

確認する（反証可能性を高める）ことにも役立つ

（大谷，2011）。

表3　所要時間及び参加保育者、使用項目

所要時間※ 参加保育者
園庭評価指標2.0の 

使用項目

1回目 50分10秒
3歳未満児 
担当保育者

3名

0歳児担当保育者1名
1,2,3,4,5,6,
13,23,25

1歳児担当保育者1名

2歳児担当保育者1名

2回目 51分30秒
3歳以上児 
担当保育者

3名

3歳児担当保育者1名 1,2,3,4,5,8,18,26

4歳児担当保育者1名 1,2,3,4,5,10,26

5歳児担当保育者1名 1,2,3,4,5,8,18,26

※事前説明の時間は含まず
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（2）言語データの分析

Zoomでの音声データを言語データに変換し、

2022年7月16日（土）にオンライン会議（Zoom）

にて、論文著者全員がSCAT分析の手法について

共有し、分析を行った。

分析者がデータ中の注目すべき点として語句

を抜き出し記述する「〈1〉データ中の着目すべき

語句」、 着目した個別的な事象を一般的な概念で

記述する「〈2〉それを言い換えるためのデータ外

の語句」、分析対象データの文脈で〈2〉の説明を記

述する「〈3〉それを説明するための語句」、〈1〉から

〈3〉までに基づいてそれらを表すようなテーマを

捉えて概念化して記述する「〈4〉そこから浮き上

がるテーマ・構成概念」、の順にコードを考えて

付していった（コーディング）。さらに、〈1〉から

〈4〉のコーディングを行いながら、同じ分析対象

データの他の部分などと比較・検討し、フォロー

アップインタビューが必要だと考える点などを

「〈5〉 疑問・課題」として書き出した。

次に、ストーリーラインの記述を行った。

SCAT を用いた分析におけるストーリーライン

は、「データに記述されている出来事に潜在する

意味や意義を主に〈4〉に記述したテーマを紡ぎ合

わせて書き表したもの」（大谷，2008）と定義され

ている。分析者は、表層の文脈であるデータを、

〈1〉から〈4〉までのコーディングによってデータ

の深層に迫りながら脱文脈化し、テー マ・構成概

念を紡ぐことによって再文脈化し、深層の文脈と

してストーリーラインとして記述した。最後に、

再文脈化され複合的・構造的な記述となった

発話者 テクスト
＜1＞テクスト
の中の注目す
べき語句

＜2＞テクスト
中の語句の言

いかえ

＜3＞左を説明
するようなテ
クスト外の概

念

＜4＞テーマ：
構成概念(前後
や全体の文脈
を考慮して)

＜5＞疑問・課
題

M先生

【園庭評価項目1】園庭で子どもが空を見上げたり思いきり走ったり
するなど開放感を感じられていますか。
空を見上げたり、っていうワードが結構子どもたちに当てはまって
て、園庭とか出ると周りの音にすごい興味を持っていて、ヘリコプ
ターや飛行機の音がよく聞こえてくるんですね。なので、それで空を
見上げたり、そこがきっかけで、高い木とかツリーハウスとかもある
んですけど、いろんなところに上を見上げて興味を広げてる姿が見ら
れて、開放感を感じられてるかわからないんですけど、すごい表情も
気持ち良さそうなので、そこも開放感に繋がっているじゃないかなと
思います。
《調査者》空を見上げるきっかけってやっぱり音？飛行機とか音なん
でしょうかね。
音が一番多い気がします。
《調査者》ちょうど飛行機が通るような場所なんですか？
よく通ってますね。

周りの音にす
ごい興味
空を見上げた
り
上を見上げて
興味を広げて
る姿
すごい表情も
気持ち良さそ
う
解放感

視覚以外の感

音を出して飛
んでいるもの
に視線を向け
る
高所の空間
視線を上に向
けて関心の対
象を増加させ
る
自分の世界の
広がり
新たに世界を
見つけた緊張
の緩和

五感
注意
大きな音を立
てながら移動
するもの
視野の広がり
生活世界の広
がり
飛行物体

聴覚による新
たな世界の気
づき
新たな世界と
緊張の緩和

緊張の緩和の
みでは
なく、ワクワ
ク感もあるか
も。
映画「マト
リックス」

K先生

F保育園、園庭が屋上にもあるんですけど、その屋上の遊具側が、植
物が遊具を挟んでトラックみたいなコーナーがあるんですけど、そこ
を何周も何周も思いっきり走る姿がよく見られます。
《調査者》あそこですよね。エレベーター上って、上がって降りたと
ころの裏っ側みたいなところですか？遊具があんまりない…。
はい、あ、遊具がある方です。
《調査者》ある方ですか。そこをぐるぐる回るような。
はい、コーナーがあって、走るコーナーがある、そこを何周も何周も
友達と走ってます。
《調査者》それは何歳児、2歳児の子どもたち？
でも結構1歳児からみんな走ってますよ。

トラックみた
いなコーナー
何周も思いっ
きり走る姿
何周も何周も
友達と走って
ます。

走り回れる場
所
何度も精一杯
走る
友達と一緒

走り回れる物
理的特性の環
境
複数回
精一杯
周回する
走る
友達と一緒

体全体を使っ
て感じ取る開
放感
友達と一緒に
繰り返し感じ
る

空間の物理的
特性は
関連性あり

視覚以外の
感覚を使って
周囲の響きに
関心

図1.　SCAT分析表（一部抜粋）
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ストーリーラインを断片化することによって理論

記述を行う。小規模データから一般化可能な理論

を得ることはほぼ不可能であり（大谷 , 2008）、

ここでいう理論とは、一般的・普遍的原理ではな

く、このデータ分析から言えることである。

3.　倫理的配慮
取得されたデータは、その用途は研究だけに限

定されること、データを論文や著作などに掲載す

る際には、事前にその情報を伝え、承諾を得て、

個人名などの個人情報を消すなどの処理をした上

で利用することを説明し、同意を得た上で研究を

実施した。また、本研究の調査に参加する保育者

については、園長との相談の上で決定した。なお、

本研究は、令和3年10月、東京家政学院大学倫理

委員会の研究倫理審査（第30号）、また、令和4年

3月、富山国際大学倫理委員会で承認されている。

結果・考察

1.　ストーリーライン
得られた言語データをSCATの手法で3歳未満

児、3歳以上児別に分析をした。「園内研修では、

園庭での子どもの遊びや保育者の援助を保育者は

どのように語り、語りのプロセスでどのようなことを

自覚化し新たな気づきが得られたのか」に着目し

て、 a.該当する場面の子どもの姿に関する語り 、 

b.保育者の援助に関する語り、c.あらためて自覚

し見出せたことの 3つのカテゴリーに分類し、

カテゴリーごとに前項2.に示す「〈4〉そこから浮

き上がるテーマ・構成概念」で導き出せた各概念

からストーリーラインを作成した。

下記に作成したストーリーラインを示すが、文

中の下線部分が、「〈4〉そこから浮き上がるテーマ・

構成概念」で導き出せたテーマ・構成概念である。

（1）3歳未満児担当保育者の語り

a.該当する場面の子どもの姿に関する語り

子どもたちは、虫との出会いからやがて生態に

気づくと共感的な関わりが見られ、偶然出会った

生き物と繰り返し関わるうちに探究への意欲が芽

生えたこと、継続した遊び、手指を通した触覚に

よる物の性質の発見、メタファーを通して、思考

力や知識の獲得に繋がると考えられることが語ら

れていた。また、身近な大人に感動を伝えたり、

発見を共有したり、友達と一緒に繰り返し感じる

姿が語られていた。

このように、具体的な子どもの姿を語りながら

も、保育者たちは、子どもが何を楽しみ、何を感じ

ていたのかについて着目し、場の物理的特性に応

じた体の動かし方、保育者の遊びの模倣、作成し

た物を介したやりとりを楽しむ姿、子どもが聴覚

で感じ取ったことをきっかけに新たな世界に気づ

き、場との関わりで得られた開放感や生き物に直

接触れることを通して親近感を感じる姿を語って

いた。

b.保育者の援助に関する語り

参加した保育者は、子どものケガを未然に防ぐ

ため、子どもが地面の凹凸に気づくように言葉を

かけたり、安全な他の遊びに気持ちが向けられる

ように提案したりする、といった援助の意図や方

向性が語られた。また、危険のない遊び場の整備、

ケガをしにくい遊具の素材の選定が語られてい

た。また、子どもが達成感を感じることを繰り返

してやがて自力でできるようになったこと、感触

を楽しむ姿から道具を介した操作を楽しむ姿へと

変化したことや、体験の積み重ねや繰り返しの中

から子どもの姿の変化や成長プロセスを見出し、

把握している。一方で、子どもの気持ちの尊重と

安全確保との間で気持ちが揺れながら援助してい

ることも語られていた。

c.あらためて自覚し見出せたこと

参加した保育者は、子どもが園庭で多様な遊び

を通して豊かな経験ができていることに気づいた

ことから、日常の別の遊びが水遊びとして成り

立っていることの発見を見出していたり、子ども

の遊びは人や場から受ける安心感から生まれてい
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ることに気づいたり、また、発達段階による子ども

の探究の仕方の違いや子どもの探究するプロセス

を言語化することにより、自身の保育者としての

援助の方法と子どもの姿を関連させながら解釈し

ていた。

（2）3歳以上児担当保育者の語り

a.該当する場面の子どもの姿に関する語り

　イメージをもった斜面を走る遊び、山を登る

レスキュー隊になりきる姿、鬼ごっこをする様子

等を具体的に語りながら、現在子どもが認識して

いること（園庭で自然物がたくさんある場所や

特徴、ルールを守ることの大切さ）や、子どもの

能力（素材の特性に対する適応力、イメージの

共有力、発想力）を語り、それらの能力が芽生えて

いく背景や理由などを見出し、因果関係を踏まえ

ながら解釈していた。さらに、園庭の物理的特性

に応じた子どもの体の動きや物事の認識の仕方

を語る一方で不足している経験についても語っ

ていた。

b.保育者の援助に関する語り

保育者は、子どもの遊ぶ場の特性とその場にい

る子どもの人数を把握しながら子どもの行動を予

測し、援助の方法を考えていること、また、子ども

同士の関係性を把握してそれに応じて援助の方

法を決定していることが語られていた。そして、

子どもの興味の育ちに応じた自然物との出会い

を援助する、想像しながら楽しめる工夫をする、

トンネル作りが実現できるような援助をする、と

いった援助の具体的な方法とともに援助の意図

や方向性、そして、援助の意図や方向性に応じた

場や時間の設定や確保をしていることも語って

いた。

c.あらためて自覚し見出せたこと

保育者同士の連携を通して他者の意見を参照

し、子どもを多面的に理解し、それが伝播される

ことの重要性や保育者の嗜好性や専門性の違い

による遊びの広がりについて語っていた。また、

安心・安全でやりたい遊びが長時間継続できる

園庭の利点や特性、そこで遊ぶ子どもの豊かな経

験内容に気づき、狭小園庭を捉える視座の再発見

がなされたことが語られていた。

2.　理論記述
園内研修に参加した3歳未満児を担当する保育

者は、子どもの姿を想起しながら、子どもが園庭

で遊ぶ姿のうち「探究する姿」や「周囲の人との関

わり」について語っていた。具体的な姿を語りな

がら「子どもは何を楽しんでいるのか」「子どもは

何を感じているのか」に着目しながら子どもの姿

を捉えている。また、保育者の援助の方法と援助

の方法に関連する要素が語られていた。援助の方

法としては「子どもへの関わり方」と「場の設定」

であり、これらの援助の方法に関連する構成要素

は、「子どもの成長プロセスの把握」「子どもの姿

の背景や原因になる事柄の把握」「子どもの意思

の尊重に対する保育者としての気持ちの揺れ」で

ある。また、参加した保育者たちは、語りながら

あらためて振り返ったり、他の保育者の語りを聞

いたりしながら、自覚したことや見出せたことに

ついても語っていた。「子どもの遊びの意義」や、

解釈できた「援助の方法に関連した子どもの姿」、

「狭小園庭の利点への気づき」である。

3歳以上児クラスを担当する保育者は、子ども

の「具体的な遊びの姿」を語りながら、自身が把握

している「子どもの特性」や「遊びを通した子ども

の経験内容」「人との関わり」について因果関係を

捉えながら、解釈して語っていた。また、子ども

の「行動特性の把握」をして、自身の「援助の意図

や方向性」、「環境の意図的な設定や確保」につい

ても解釈しながら語っていた。さらに、園庭評価

指標に基づいて該当する事例を語りあうことを通

して、「保育者同士の連携による展開の可能性」や

自園の「園庭にある物理的特性への新たな気づき」

とともに、「多様な子どもの姿に対する援助の困難

さ」を語っていた。
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総合考察

本研究では、園庭評価指標2.0を用いて保育者

を対象にした園内研修を実施し、保育者が語る自

園の園庭での子どもの姿と保育者の援助をSCAT

の手法で質的に分析を試みた。その中で、保育者

は、子どもの遊んでいる具体的な姿や環境に関わ

り探究する姿、周囲の人と関わる姿を語りながら、

どのような援助をしたのか、どのようなことに注

目したのかを語っていた。そして、何を把握して、

なぜそのような援助をしたのか、といった援助の

意図や方向性を言語化し、解釈しながら語ること

により、園庭での子どもの遊びに意義を発見し、

今ある園庭の物理的特性に新たに気づいていっ

た。保育者が指標をもとに語ることで、子どもが

園庭で遊ぶ姿や自分の援助のあり方に意義や意味

を見出し、自覚化することが、園庭の面積の大小

といった物理的な豊かさの度合いでは評価しきれ

ない、園庭のもつ場の機能を見出すことに繋がり、

自園の園庭への新たな価値づけがなされ、再評価

されると考察する。

今後の課題

今後の課題として、以下の二点を挙げる。第一

に、本研究では、未満児・以上児といった大別し

た括りでの保育者の語りの中で、昨年度担当した

クラスの様子と比較しながら語る場面があったた

め、各年齢の子どもの姿や保育者の援助の特徴を

導き出す方向性での分析は行わなかった。保育

者の自然な語りには、他の年齢の子どもの姿や、

他の年齢を担当した時の自身の援助を想起する

ことはよくあることではないかと考える。この

ようなことを踏まえ、園庭評価指標2.0を立脚点

とし、地域性等も考慮して、他に数園のご協力を

いただきながら園内研修を試みたいと考える。

そのうえで、子どもの年齢別に細分化した形で分

析し、年齢別に指標を作成するのか否かについ

て、検討していくことを今後の課題としたい。

第二に、本研究では、「園庭評価指標1.0」を作成

するにあたり、システマティックレビューを実施

している（中田・香曽我部・石倉・竹田，2021； 

中田，2022）。その結果、保育環境評価スケール

（Harms, T., Cryer, D. & Cliford, R.M., 2004）が

様々な国で活用されていることが明らかになっ

た。また、保育環境スケール（ECERS）で、自国の

保育環境を評価する妥当性を検証する論文も抽出

され、すでに国際的にも広く活用されている既存

の評価スケールの適用性や妥当性を検証し、より

汎用性のある評価指標、そして、国際的な視野で

比較・検討できる指標の作成が求められると考え

られ、この点は今後の課題としたいと考える。

付記
本研究は、JSPS科研費 JP20K02636（課題名

「保育施設の狭小な園庭を活用する保育者の資質

向上プログラムの開発」）の助成を受けたもので

ある。

注
注1） 園庭評価指標1.0の作成については、中田・

石倉・香曽我部・竹田「園庭評価指標を活用

した園内研修の試み」として、第75回日本

保育学会において発表済みである。
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保育者・小学校教師の幼保小連携・接続に関する認識
̶接続期キーワードの既知と「言葉による伝え合い」の姿の理解に関する分析̶

Preschool and Elementary Teachers' Perceptions of the Collaboration and Transition 
between ECEC and Elementary Education

– Analysis of the Keywords Known about the Transition Period from Preschool to  
Elementary School and the Understanding of "Communication through Language" –

野口隆子 松嵜洋子 佐久間路子 掘越紀香
（東京家政大学） （明治学院大学） （白梅学園大学） （国立教育政策研究所幼児教育研究センター）

本研究は、接続期に関する研修参加者を対象とした質問紙調査から、保育者・教師の幼保小連携・接続

と子どもの姿に関する意識を明らかにすることを目的とする。調査は2018年3月から12月に関西及び

関東5カ所で実施、研修参加者の合計は643名。接続期（5歳児・小学1年生）の担当経験がなく研修にも

初めて参加する人が多い一方、担当経験があり研修にも複数回参加している人もいて、研修効果の違い

が見られた。接続期に関連したキーワードの既知の程度は、接続期経験、研修参加共に、回数の多い方が

評定値が高くなることが明らかとなった。「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」から「言葉による

伝え合い」で思い浮かぶ子どもの姿についての保育者・小学校教師の自由記述回答を分析した結果、

「できない姿・個人差」、「トラブル・喧嘩・葛藤」、「伝達・要求・主張」、「伝える・聞く」、「受け止め合い・協同」

といったカテゴリーが抽出された。様々な姿が想定されていること、言語化の困難さ、比較や到達・個人

差を捉える傾向が示唆され、研修参加や接続期経験を重ねることで変容がみられた。

キーワード：  幼保小連携・接続、接続期の経験、研修、言葉による伝え合い、保育者・小学校教師比較

問題・目的

本研究の目的は、幼児教育から小学校教育への

接続が注目され研修が多く行われている現状にお

いて、保育者・小学校教師がどのように幼保小連

携・接続を理解し意識するのか、接続期の子ども

の姿をどのように捉えているのかを明らかにする

ことである。

幼児教育と小学校教育の接続・移行（transition）

は国際的に重視されている課題である。子どもに

とって、接続・移行期は挑戦とストレスの時期で

あり（Yeboah，2002；Margetts，1997）、新たな場

所で新たな道具等、新しいルーティンに出会い、

新しい関係性の中で方略やスキルを獲得する

（Bingham & Whitebread, 2018）。学校の開始は

子どもだけでなく、親や保育者・小学校教師にとっ

ても準備の時期であるという（O'Grady, Joyce &  

Engelbrecht, 2019；Dockett & Perry, 2002）。また

学校開始時期だけでなく、その後の子どもの学校

適応に影響を及ぼす可能性がある（Bingham & 

Whitebread, 2018）。子どもを中心として考えた

際，子どものニーズに応じて幼児期の教育・学校

教育の両方の文化を取り入れ，ダイナミックな変

化のプロセスに応じた継続的・協働的な連携が必

要であるとされる（OECD, 2017）。OECDによる

『Starting Strong Ⅴ』によると、円滑な接続・移行

の必要性はより強く主張されているものの、その

アプローチは地域間で一貫していないこと、全て

の当事者を巻き込むのが困難であること、関係者

間の協働が十分ではないこと、接続・移行期の公

pp.35-45

原著論文
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平性が保障されていないことなど、解決すべき課

題がある。国際的動向の中で、日本は政府・自治

体において円滑な連携・接続に向けた取組や継続

的なモニタリングを実施している国の例として紹

介されている。

我が国の施策的な取組についてさかのぼると、

無藤（2013）はカリキュラムに踏み込んだものと

して国立教育政策研究所教育課程研究センター

（2005）『幼児期から児童期への教育』が最初の明

確な提言であると指摘している。文部科学省

（2010）による報告書『幼児期の教育と小学校教育

の円滑な接続の在り方について』では、幼児期の

教育と児童期の教育が円滑に接続し体系的な教育

が組織的におこなわれることの重要性を示した。

平成21年度から実施された幼稚園教育要領や保

育所保育指針、平成23年度実施の小学校学習指導

要領において、接続に関して相互に留意する旨が

規定され、平成21年には文部科学省と厚生労働省

共同作成による『保育所や幼稚園等と小学校にお

ける連携事例集』（文部科学省・厚生労働省，2009）

が都道府県、市町村の関係部局等に周知された。

子どもの発達や学びの連続性を踏まえた幼児期

から児童期にかけての教育の違いと連続性・一貫

性の調和を図ること、さらに学びの芽生えの時期

から自覚的な学びの時期への円滑な移行を図る

ための教育活動へのつながりを理解し、教育の目

的・目標→教育課程→教育活動の3段構造で捉え

ることが必要であるとしている。しかし、その取

組は十分ではなく、幼児期の教育を担当する保育

者と児童期の教育を担当する小学校教師の理解

も十分ではないと述べている。文部科学省・国立

教育政策研究所教育課程研究センター（2015）は

「スタートカリキュラム　スタートブック：学び

の芽生えから自覚的な学びへ」の中で、 小学校へ

入学した子どもは“ゼロからのスタート”ではな

いこと、発達の連続性を踏まえて幼児期の学びと

育ちをつなぐスタートカリキュラムの必要性に

ついてまとめている。

2018（平成30）年施行の幼稚園教育要領、保育

所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育

要領、そして2020（令和2）年施行の小学校学習指

導要領において幼児教育と小学校教育の連携・接

続（以下、幼保小連携・接続）があらためて明示さ

れるようになったが、依然として各自治体・園や

学校によって連携・接続に対する意識の違いが

あるようだ。文部科学省は継続的に『幼児教育実

態調査』を実施し、連携から接続へと向かう過程

として4つのステップをあげ、市町村における

幼保小連携・接続の状況を調査しているが、平成

24年度ステップ0（連携の予定・計画がまだ無い）

やステップ1（連携・接続に着手したいが、まだ検

討中である）が19.4%であったが、令和3年度調査

では21.7%であった。また、ステップ2（年数回の

授業、行事、研究会などの交流があるが、接続を見

通した教育課程の編成・実施は行われていない）

が中心となっていることも示されていた。このよ

うに、授業、行事、研究会などの交流はおこなわれ

ているが、交流を経て互いの教育目標、専門性の

違いを理解しながら子どもを中心とした接続に向

けて教育課程を編成実施し、さらにより良いもの

となるよう検討する状況は一部の自治体に留まっ

ていると推測される。

そこで、令和3年7月、中央教育審議会初等中等

教育分科会のもと「幼児教育と小学校教育の架け

橋特別委員会」が設置された。質の高い学びに

向けた取組を推進する中、幼稚園・保育所・認定

こども園といった施設類型を問わず、「『幼児期の

終わりまでに育ってほしい姿』と各園・学校や

地域の創意工夫を生かした幼保小の架け橋プログ

ラムの推進」を図るものである。令和4年3月に

「審議経過報告」が取りまとめられ、「幼保小の架

け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）」

及び「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けて

の手引きの参考資料（初版）」が提示された。従来

の取組からは、幼稚園・保育所・認定こども園、

小学校の連携・接続の必要性に対する意識の差が
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あること、また「『幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿』が到達目標と誤解され、連携の手掛かり

として十分機能していない」こと、スタートカリ

キュラムとアプローチカリキュラムがバラバラに

策定されていること、「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい姿」を実践にどう生かすのかなどカリ

キュラムの参考になる資料が少ないことなどの課

題が指摘されている。「0～18歳まで見通した学

びの連続性に配慮」しつつ、5歳児と小学校1年生

の2年間をいわゆる「架け橋期」として生涯にわた

る学びや生活の基盤をつくる重要な時期として位

置づけた。そのため、「子供に関わる大人が立場の

違いを超えて自分事として連携・協働し、この時

期にふさわしい主体的・対話的で深い学びの実現

をはかり、一人一人の多様性に配慮した上で全て

の子供に学びや生活の基盤を育めるようにするこ

とを目指すものである」とし、「特に『幼児期の終

わりまでに育ってほしい姿』の正しい理解を促し、

教育方法の改善に生かしていくことができる手立

て」を普及させること、各地域や施設の創意工夫

を生かした取組が広がり、深まっていくことが今

後期待されている。

では、各地域の保育者・小学校教師は共にどの

ように幼保小連携・接続を課題として、意識して

いくのだろうか。門田・諫山・中ノ子（2019）は

要録の活用と意義について検討した。幼稚園・

保育所・認定こども園における統一の要録形式を

実施した特定の自治体の就学前施設・小学校に

質問紙調査を行い、活用に関する保育者・教師の

意識を検討した結果、保育者・小学校教師で活用

の認識に齟齬があること、長期的な児童の成長理

解に活用できる記録としての意味を見出してい

るものの小学校での活用実態が就学前施設には

伝わりにくいことなどを示した。松嵜（2019）は、

交流活動やカリキュラム編成に関わったり、自治

体等の研修に参加したりする機会が接続・連携の

重要性の認識につながっていくと指摘している。

一前・秋田・天野（2021）は連携・接続の効果とし

て、「自己研鑽」と「連携の方針の共有」について

保育者は小学校教師よりも高く効果を認識するな

ど、保育者と小学校教師との間で具体的効果の

捉えに違いがあること、幼児期と児童期の両方の

免許資格を持つ保育者・小学校教師は、特別支援

教育に関する効果をより高く認識するなど免許

資格による違いがみられることを明らかにした。

また、連携・接続の取組年数が長い自治体では、

子どもが小学校体験をすることによる交流はより

高い効果があると認識するなど、自治体による継

続的な取組の必要性が示唆されている。こうした

研究結果が示すように、自治体の支援のもと、

園・学校での実践が積み重ねられ、さらに研修を

通して接続期の重要性や幼児教育・小学校教育

各々の専門性の特徴、子どもの発達などについて、

保育者と小学校教師双方の理解を進めていくこと

が求められている。

また、幼保小の連携・接続に関する実践と研究に

も広がりが見られている。岩立（2012）は、2000年

代から幼保小接続・連携に関連する研究論文が増

えてきていることを示した。研究の多くは、実践

的な事例の分析や実践から問題を立ち上げ実践の

在り方について論じた問題を扱っているものの、

幼小の連携に比べ幼保の連携が少ないこと、制度

や組織の種類で区別することなく等しく質の高い

移行支援のための実証的研究が必要であると指摘

している。

本研究では、連携・接続に関する研修に参加し

た保育者・小学校教師を対象とし、幼保小連携・

接続と子どもの姿に関する意識が研修への参加や

接続期の経験によって変容するのかを検討する。

その際、第1に接続期に関連した概念、知識をキー

ワードとして取り上げ、研修参加者の認知の程度

について量的分析をおこない検討をする（分析

1-1，1-2）。研修参加者の中には、初めて参加する

者もいれば何度も接続期の子どもの担任等を経験

して自覚的に接続期を考えている者もいることが

予想される。接続期の幼児・児童を担当した者、
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さらに幼保小連携・接続に関連する研修に参加す

る機会があった者のほうが、接続期についてより

認識を深め臨んでいることが予想される。第2に、

保育者・小学校教師が接続期の子どもをどのよう

な姿としてイメージしているのか、比較すること

で、相違を明らかにする（分析2-1，2-2）。本研究

では、保育者・小学校教師双方にイメージがしや

すく比較が容易だと考えられる、幼児期の終わり

までに育ってほしい姿の「言葉による伝え合い」

がどのように認識されているのか、その相違に着

目する。接続期の経験や研修参加により、保育者・

小学校教師双方のイメージは変容すると予想さ

れる。

方法

1． 調査時期及び研修参加者：2018年3月から12月、

関西及び関東5カ所でおこなわれた幼保小

連携・接続に関する研修への参加者を対象に、

研修前にアンケートを実施した。研修参加者

は合計643名。

2． アンケート：①フェイスシートとして、回答者

自身の属性（所属する学校種 /国公私立の別 /担

当学年・年齢 /教職・保育経験年数）について、

そして接続期を意識するような機会があった

かを検討するため、接続期（5歳児・小学1年生）

の幼児・児童の担当をしたことがあるかどう

か、この1年間で幼保小接続に関連する研修に

何回参加したか、を問う項目を設けた。②幼保

小接続の際に必ず目にするキーワードを用い、

それに対する保育者・小学校教師の認識を問う

アンケート項目を作成した。掘越・白川・原・

松嵜・塩野谷・吉永・福田・今井・鈴木・横山（2015）

を参考に、幼保小接続に関連する用語として15

のキーワード（以下「接続用語」）、幼児期の終わ

りまでに育ってほしい姿（10の姿）に関する用

語として10のキーワード（以下「10の姿」）から

成る合計25のキーワードを設定した（表1参照）。

そしてそれらのキーワードの既知を尋ね、

「知らない／聞いたことがない」から「よく知っ

ている」で評定するよう求めた（4段階評定）。

③キーワードの内容をさらに具体的に尋ねる

ため、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の

中から「言葉による伝え合い」を取り上げ、

幼保小接続期ではどのような子供の姿が思い

浮かぶかについて、自由記述欄を設け、回答を

求めた。

3． 倫理的配慮：本調査は無記名式である。調査

を実施するにあたり、事前に研修への参加者に

研究目的や個人情報保護への配慮、任意である

ことを説明した。また、質問紙の冒頭に協力の

承諾の有無について書く記入欄と提出によっ

て承諾を得ている。

表1.　幼保小接続に関連するキーワード一覧

接続用語 １） スタートカリキュラム
２） アプローチカリキュラム
３） 学びの芽生え、自覚的な学び
４） 学びに向かう力
５） 気づきの質
６） 育ち (発達 )と学びの連続性
７） 方向目標
８） 到達目標
９） 教育課程

10） 全体的な計画

11） 合科的・関連的な指導

12） カリキュラム・マネジメント

13） 主体的・対話的で深い学び

14） 育成を目指す資質・能力の三つの柱

15） 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

10の姿 16） 健康な心と体

17） 自立心

18） 協同性

19） 道徳性・規範意識の芽生え

20） 社会生活との関わり

21） 思考力の芽生え

22） 自然との関わり・生命尊重

23） 数量や図形、標識や文字などへの関心･感覚

24） 言葉による伝え合い

25） 豊かな感性と表現
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結果と考察

研修参加者の特徴
本研究の対象となった幼保小接続連携・接続

に関する研修参加がどのような施設種に勤務し、

専門領域や担当クラスの子どもの年齢などから構

成されているのか、研修参加者の特徴について述

べる。研究参加者の人数は、保育所214名、幼稚園

183名、認定こども園124名、小学校117名、その

他5名で、就学前施設に所属している保育者が多

かった。公立・私立について見てみると、公立小

学校所属は99.1%（116名）、公立保育所が76.6%

（164名）で多かったのに対して、認定こども園は

94.4%（117名）、幼稚園が66.7%（122名）と公立よ

りも私立・民間の方が多かった。研修参加者の担

当している年齢・学年は、3歳未満児が9.6%（62名）、

3歳児が12.0%（77名）、4歳児が11.2%（72名）、

5歳児が15.7%（101名）となっている。小学校では、

1年担当が4.0%（26名）、2年担当が2.5%（16名）、

それ以上の小学校中学年（3年・4年）担当が4.4%

（22名）、小学校高学年（5年・6年）担当が3.9%

（25名）、その他（フリー、主任、園長、校長、指導主

事当）が36.6%（236名）だった。中学校の担当者

の参加はなかった。このように、保育者・小学校

教師双方の幅広い年齢・学年の担当者が幼保小接

続に関連した研修に参加していた。教職・保育経

験年数は、初任は7.6%（49名）と少なく、2～4年が

20.5%（132名）、5～9年が22.5%（145名）、最も多

い人数は10年以上の経験者で48.3%（311名）であ

り、無回答は5名（0.8%）だった。接続期（5歳児・

小学1年生）の幼児・児童担当の有無を聞いたとこ

ろ、経験があるものが6割（382名）を占めており、

1回目は19.6%（119名）、2～4回は29.5%（179名）、

5回以上は13.9%（84名）であった。接続期担当経

験がないものは37%（224名）であった。この1年

間で幼保小接続に関連する研修に参加した回数

は、1回22.5%（130人）、2回以上が23.4%（135名）、

参加していない者は54.1%（312名）であった。

これらのことから、研修参加者は就学前施設に

所属している保育者が多く、担当する年齢・学年

の幅が広く、接続期の5歳児・小学1年生担当の

保育者・教師が中心というわけではないという特

徴が見出された。

分析1-1． キーワードに関する既知の程度と
研修参加回数・接続期経験回数

「接続用語」「10の姿」から成る25のキーワード

（表1）について、既知の程度を4段階で評定する

よう求めた結果を研修参加回数により3群（研修

0回／研修1回／研修2回以上）に分けて検討した。

全キーワードを合計した平均を算出し、一元配置

分散分析を用いて研修参加回数の3群で比較した

ところ、Welchの修正分散分析より、5%水準で有

意差が見られた（F（2, 252.95）＝35.81, p < .001）。

この結果を踏まえてGames-Howell法により

多重比較をおこなったところ、3群間で有意差が

みられ、「0回」より「1回」、「1回」より「2回以上」、

「0回」より「2回以上」で、合計平均が有意に高く

なった（図1）。さらに、「接続用語」、「10の姿」

それぞれ同様の分析をおこなって 3群の合計

平均を比較したところ、有意差が見られた

（「接続用語」：F（2, 242.88）＝46.17, p < ．001、

「10の姿」：F（2, 295.44）＝15.98, p < .001（図 2、

図3）。続いて多重比較をおこなったところ、3群

間で有意差がみられ、「接続用語」「10の姿」の両

方で、研修参加回数が多いほどキーワードの既知

図1.　研修参加回数別の「接続用語」「10の姿」
キーワードの評定平均
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の程度が高かった。

1年間で接続期に関する研修の参加回数が多い

保育者・教師のほうが、既知の程度が高いことが

わかった。研修を受けることによって接続期に

関連した重要な考え方の触れる機会が多くなり、

必然的に重要なキーワードとして認識していくと

言えよう。

分析1-2． キーワードに関する既知の程度と 

施設種別毎の接続期経験回数
次に、接続期の幼児・児童（5歳児・小学1年生）

の担当経験回数によって既知の程度は異なるのか

どうかを検証した。接続期経験回数を4群（経験

なし/1回/2回/3回以上）に分け、施設種別（保育所・

幼稚園・認定こども園・小学校）にキーワードの

合計平均を比較するため一元配置分散分析をお

こなった。その結果、幼稚園においてのみ有意差

がみられた（F（3, 66.70）＝10.60, p < .001）（図4）。

幼稚園は保育所・認定こども園・小学校といった

施設種別に比べ、修業年限が短い。そのため、

より接続期の経験がより意識化されやすい可能性

が示唆された。

分析2-1． 「言葉による伝え合い」カテゴリーの
分析

「言葉による伝え合い」に関する自由記述欄を設

け、接続期ではどのような子どもの姿が思い浮か

ぶのか、イメージを書いてもらった。有効回答数

637名を分析の対象とし、自由記述の内容をカテ

ゴリーに分類したところ、「言葉による伝え合い」

に関する接続期の子どもの姿として、「A．できな

い姿・個人差への言及」、「B．トラブル・喧嘩・

葛藤」、「C．伝達・要求・主張」、「D．伝える・聞く」、

「E．受け止め合い・協同」、「F．その他（カテゴリー

に当てはまらないもの /活動名・活動形態、の記述

がみられたもの）」の6つが抽出された（表2）。

第1筆者と第2筆者が評定をおこない、一致率を

算出したところ、α係数は .86であった。

図2.　研修参加回数別の「接続用語」キーワード
の評定平均

図3.　研修参加回数別の「10の姿」キーワードの
評定平均

図4.　研修参加回数別の「接続用語」「10の姿」キーワードの評定平均（幼稚園）
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分析対象回答の内、無回答が297名（46.6%）見

られた。本調査で協力者となった保育者・小学校

教師は、接続期を経験しておらず研修にも初参加

の者が少なからずいるため、具体的イメージを

もって捉えることや言語化・意識化することが難

しいことを示唆していると考えられる。

「A．できない姿、個人差」は子どもによっては

できる子とできない子どもがいるなどの個人差や

到達の課題が特に述べられていた。「B．トラブル・

喧嘩・葛藤」はトラブル・葛藤などスムーズにい

かない側面に特に言及された内容が見られた。

「C．伝達・要求・主張」は子どもが相手に伝える側

面のみに言及され、双方向ではなく一方向的な

やりとりのみが書かれていた。次の「D．伝える・

聞く」は「C．伝達・要求・主張」と比べて聞くある

いは聞こうとするような意欲・態度にも言及され

ていた。「E．受け止め合い・協同」は子ども同士の

話し合い、さらに互いに受け止める姿、共に解決し

活動に参加するといった協同にまで言及が及んで

いるものであった。その他、これらにあてはまら

ない記述内容を「F．その他」とした。その中には、

活動名のみ（例えば“グループ活動（アクティブラー

ニング）”、“振り返り”、“挨拶”、“質問”、“発表”、

“伝言ゲーム”、“当番活動”、“遊び”、“ごっこ遊び”等）

の記述が見られているが、こういった活動を『通し

て』、どのような子どもの姿を捉えているのかが記

述された場合に、より詳細な分析が可能となるだ

ろう。知識として「言葉による伝え合い」とは何か

を理解し、さらに具体的な子どもの姿からの捉え

を意識化・言語化し、共有することが必要である。

表2.　「言葉による伝え合い」カテゴリー及び出現回数

カテゴリー 定義（例）
出現回数
（％）

A．できない姿・個人差 できない姿（できる姿との対比）、個人差に言及したもの（例．「上手く伝えられ
る子と伝えられない子がいる」「思ったことが言葉にできる子とできない子での
差がある」、等）

 75（11.8）

B．トラブル・喧嘩・葛藤 トラブル・喧嘩、すれ違い、葛藤、折り合いに言及したもの（例．「困ったこと、
トラブルがあった時に話しあったり、解決しようとする姿」、「遊ぶときお友達に
自分の思いがうまく伝わらずけんかが多い」、等）

 41（6.4）

C．伝達・要求・主張 自分の思いやイメージ、要求・主張等を相手に伝える姿など、一方向的なやりと
りに言及（例．「自分の思いを言葉にし、相手に伝えること」、「遊びの中で自己
主張している姿」、等）

 60（9.4）

D．伝える・聞く 思いや意見を相手に伝えたり、聞いたりする（伝えようとする・聞こうとする・気
付く・考えようとする）姿など、双方向的なやりとりに言及（例．「自分の思いが
言える（相手に伝えられる）、相手の話を聞こうとする」、「相手の言葉から、思い
を読みとったり、感じ、それに対して自分の考えや思いを言葉で伝えようとする
姿」、等）

 77（12.1）

E．受け止め合い・協同 話し合いの中で相互に受け止め合い、協同する姿に言及したもの（例．「遊びや
行事で協同性を持ち、計画や取り組みを話し合いながら決めたり準備したり、
練習する」、「子ども達同士で自分たちの思いや考えを伝え合い、問題が出てき
ても力を合わせて話し合い解決していこうとする姿」、等）

 53（8.3）

F．その他 カテゴリーにあてはまらないもの /活動名・活動形態、の記述がみられたもの 
（例．「グループ活動（アクティブラーニング）、「振り返り」、「挨拶」「質問」、
「発表」、「伝言ゲーム」、「当番活動」、「遊び」、「ごっこ遊び」、等）

 34（5.3）

G．無回答 記述がなかったもの 297（46.6）

合計 637（100）
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表3に5歳児担当保育者と小学校教師の「言葉に

よる伝え合い」各カテゴリー数（割合：%）を示す。

尚、保育者に比べ小学校教師の研修参加者及び記

入が少ないため、小1～6年生の各カテゴリー数は

まとめて示した。保育者・小学校教師は接続期の

子どもの「言葉による伝え合い」について、様々な

姿を想定していることがわかった。各カテゴリー

数の割合を小学校教師と5歳児担当保育者で比較

してみると、5歳児担当保育者は「A．できない姿・

個人差」について気にかけており（20名，30.3%）、

次いで「E．受け止め合い・協同」があがっていた

（15名，22.7%）。一方で、5歳児担当保育者に比べ

小1～小6年生担当教師は「伝達・要求・主張」（13名、

32.5%）が多く、「E．受け止め合い・協同」の記述が

なかった。小学校教師にとって小学校の子どもの

姿と比較した際、双方向のやりとりや協同までに

至らず、自分なりに伝える姿として認識されてい

る可能性がある。今回の調査では、小学校1年生

担当者及び小学校教師は全体の回答者自体が保育

者に比べて少ないため、さらにデータを収集して

検討することが今後必要である。

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（10の姿）

は、幼保小連携・接続の際、共通理解を図るための

観点として有用だとされつつ、「育ってほしい」と表

現されているように、「できている、できていない」

の到達目標ではなくあくまでも育ちの方向性を示

したものである（松嵜，2019）。接続期において、

子どもがそうあってほしいと保育者・小学校教師

が求める姿に到達していないと見えたり、比較に

より個人差を感じやすくなって支援が必要だと捉

えたりするなど、個々の子どもの特徴を顕著に見

える側面から捉える傾向があるのかもしれない。

分析2-2． 「言葉による伝え合い」カテゴリーと
接続期研修参加回数、接続期経験回数

分析対象回答を接続期研修参加回数3群（0回／

1回／2回以上）に分け、「言葉による伝え合い」

各カテゴリー数を検討したところ、カテゴリー出

現数の偏りは有意であったため（χ2（12）＝28.47, 

p < .01）、続いて残差分析をおこなった（表4）。

「G．無回答」は研修参加回数が多くなるにつれ

少ないことから、研修参加とともに具体的な子ど

もの姿として言語化・意識化されるようになって

いくと解釈できる。「A．できない姿・個人差」に

ついて、「0回」よりも「2回以上」のほうが多かっ

た。また、「E．受け止め合い・協同」について、

「0回」よりも「2回以上」の方が多い傾向があった。

表3.　5歳児担当保育者と小学校教師（小１～小6年生）教師の「言葉による伝え合い」の各カテゴリー数
（割合：％）

A．できない姿・ 
個人差

B．トラブル・ 
喧嘩・葛藤

C．伝達・要求・ 
主張

D．伝える・ 
聞く

E．受け止め合い・
協同

F．その他

5歳児 20（30.3） 10（15.2） 11（16.7） 9（13.6） 15（22.7） 1（1.5）

小１～小6年生 7（17.5） 2（5.0） 13（32.5） 7（17.5） 0（0） 11（27.5）

表4.　接続期研修参加回数別の「言葉による伝え
合い」の各カテゴリー数

接続期研修参加回数

0回 1回 2回以上

A．できない姿・個人差 30 17 23

-2.0* 0.4 2.0*
B．トラブル・喧嘩・葛藤 20 11 8

-0.4 0.9 -0.4

C．伝達・要求・主張 26 11 16

-0.8 -0.3 1.2

D．伝える・聞く 35 17 18

-0.7 0.4 0.5

E．受け止め合い・協同 18 16 17

-2.8** 1.6 1.8†
F．その他 13 10 8

-1.4 1.3 0.3

G．無回答 170 48 45

4.7** -2.3* -3.3**

注1．上段 人数、下段 調整済み残差
注2．† p < .10, * p < .05, ** p < .01
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研修回数が多くなると、方向性として育ってほし

い姿を見出していくことが予想され、話し合いや

協同する姿にも目を向けるようになると考えら

れる。しかし、「A．できない姿・個人差」のように、

研修回数を重ねると共にできる・できないの到達

や個人差に関連した記述が多くなっていくため、

接続期を意識した際に到達の視点がより顕著に

なる可能性がここでも示唆された。

次に実際に接続期の幼児・児童を担当した

経験回数 4群（0回 /1回 /2回 /3回以上）につい

ても同様に検討した（χ2（18）＝40.33, p < .01）。

その結果、「A．できない姿・個人差」と「C．伝える・

聞く」は「0回」よりも「3回以上」群の方が多い

傾向がみられた（表 5）。また、「G．無回答」は

「0回」がより多く、「2回」「3回以上」の方が少な

くなることが明らかとなった。実際に接続期の

幼児・児童と接することで、具体的な姿が捉えら

れ、それらを言語化することが容易になると示唆

された。

総合考察

本研究の結果、5歳児担当や小学校1年生担当

だけでなく、様々な年齢・学年を担当する保育者・

小学校教師が研修に参加していることが明らかに

なった。研修では、施設種別を問わず、乳幼児期・

児童期に渡って接続期の交流・連携を意識化し、

検討していくことができる一方で、幅広い対象者

を想定した研修内容が必要であること、研修後に

校内・園内で伝達がおこなわれ、丁寧な共通理解

をはかることが重要だと示唆される。

接続期に関する研修や連携・協働の機会を経

て、保育者・小学校教師が接続期の考え方を学ん

でいくこと、特に実際に接続期の幼児・児童と

関わる経験を通して学んだ知識が自らの捉えを

意識化・言語化する点での変容が見出された。

接続期に関連したキーワードの既知の程度につ

いて、接続期担当経験及び研修回数による比較を

おこなったところ、回数を重ねることで評定値が

高くなることが明らかとなった。特に、他の施設

種別に比べて、研修参加回数が多い幼稚園の保育

者で顕著に意識が高いことが明らかとなった。

幼稚園は修業年限が短いため、接続期の経験がよ

り意識化されやすい可能性が示唆される。より

多様な年齢・学年を対象とする認定こども園、

保育所、小学校において、接続期、さらには架け

橋期を意識し方向性を共有するためにはどのよ

うな工夫があるのか、さらに調査研究をおこなっ

ていくことが必要である。

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」から

「言葉による伝え合い」に着目し、思い浮かぶ子ど

もの姿についての保育者・小学校教師の自由記述

回答を分析した結果、「言葉による伝え合い」の姿

だけに着目しても、多様な観点を持っていること

がわかった。また、5歳児担任保育者において

個人差やできない姿が多く上がる傾向があり、

小学校教師は伝達や要求、主張が最も多く、捉え

方の違いがあることが示唆された。渡邉（2022）

表5.　接続期経験回数別の「言葉による伝え合い」
の各カテゴリー数

接続期経験回数

0回 1回 2回 3回以上

A．できない姿・個人差 18 13 27 15

-2.3* -0.4 1.5 1.7†
B．トラブル・喧嘩・葛藤 8 11 16 3

-2.1* 1.5 1.7† -1.1

C．伝達・要求・主張 15 10 20 13

-1.8† -0.4 0.9 1.9†
D．伝える・聞く 21 14 24 12

-1.4 0.1 0.8 0.7

E．受け止め合い・協同 14 12 15 11

-1.6 0.7 -0.1 1.5

F．その他 15 5 8 4

1.2 -0.6 -0.6 -0.3

G．無回答 135 54 71 28

4.8** -0.4 -2.5* -2.9**

注1．上段 人数、下段 調整済み残差
注2．† p < .10, * p < .05, ** p < .01
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は幼保小の架け橋プログラムを引用し、今後小学

校以上の教育において幼児教育から学ぼうとす

る動きが活発となり、また幼児教育側も小学校に

何をどのように伝えていくのかが重要となると

述べている。幼児教育・保育と小学校教育が互い

の専門性を尊重しながら立場を超えて視点を

共有するために、幅広い参加者を想定した企画や

研修デザインが求められるだろう。さらに、知識

として「言葉による伝え合い」とは何かを理解し

つつ、具体的な子どもの姿からの捉えを意識化・

言語化し、共有することが必要である。インタ

ビューで具体的に聞き取るなど、今後の方法上の

課題としたい。

今後の課題として、本研究の研修参加者の大半

は保育者であったことから、小学校教師を対象と

したデータを収集し、更なる検討をおこなう必要

がある。さらに、接続期よりも長期の架け橋期の

カリキュラムの連続性において、保育者・小学校

教師間でどのような連携・協働が実現可能となる

のかも検討すべき課題である。そして、自治体等

の研修で得た知識や内容を元に、どのように園内・

校内で幼保小連携・接続について伝達し周囲に広

げているのか、今後の交流・連携・接続に向けて、

校園や自治体等で検討会をどのように持っている

のか等、研修を受講した後の実践化についても検

討することが求められるだろう。
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食育実践力評価ツールの開発
̶保育者による自己評価の試行̶

Development of an Evaluation Tool for Childcare Workers’ Qualifications of  
Food and Nutrition Education

– A Trial of Self- Assessment by Childcare Workers Using the Evaluation Tool –

進藤容子 中井清津子 横島三和子
（相愛大学） （びわこ学院大学・相愛大学客員） （大阪人間科学大学）

保育者には食育の実践力が求められる一方、現在の保育者養成課程では食育実践力の育成は難しい。

また筆者らは、保育現場においても、日々の保育経験だけでは食育実践力の向上が難しいことを見出し

ている。そこで、本研究では、保育現場での研修等に活かせる食育実践力評価ツールの開発を試みた。

特に自己研鑽行動に結びつくような意識の変容を促すものを目指した。先行研究の分析から、食育実践

力の視点を「季節と生活への興味や関心」、「保育者自身の食に関する興味や関心」、「保育者自身が主体的

に食生活に関わる意識や態度」、「食に関する子どもの発達の正しい知識への関心」、「正しい情報を収集

し食育に活かす意識や態度」とし、意欲や態度の把握と、評価を通して食育に必要な事柄に気付けること

に重点を置いて、食育実践力評価ツールを設計した。試作した評価ツールを用い、保育者を対象に試行

した結果、評価対象者が評価の目的を踏まえて活用すれば、保育者自身に、課題や改善に向けた気付きを

促すことが示された。

キーワード：  食育実践力、保育者、自己評価、研修、意識変容

1．はじめに

日本の食事情の問題を背景に、「食育基本法」が

2005年、成立・施行された。「食育基本法」の前文

に、「子どもたちに対する食育は、心身の成長及び

人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたっ

て健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくん

でいく基礎となるもの」とある通り、乳幼児期の

食育は特に重要である。「幼稚園教育要領」（文部

科学省 , 2018施行）、「保育所保育指針」 （厚生労働

省 , 2018施行） 、「幼保連携型認定こども園教育・

保育要領」 （内閣府・文部科学省・厚生労働省 , 

2018施行）において、保育内容の領域「健康」に食

育についての言及があるほか、「保育所保育指針」

や「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」では、

「健康及び安全」の中に「食育の推進」が設けられ

ている。このように、保育において食育は、教育的

内容と養護的内容の双方で重視されている。また、

食育は、食に関する保育のすべてに関わり、豊かな

人間性を育むものでもある。したがって食育は、

その内容も視点も広範、多様である。

ところで、辻村・久保（2015）の報告でも見られ

るように、保育現場での食育実践はどのような手

法で食育活動をしているのかといった実施内容や

方法で記述されることが多い。食育活動の内容・

方法については、国や自治体等から好事例も含め

様々に紹介されており、Webから教材を取得する

こともできる（「食育実践ガイドブック（農林水産

省，2016）」「実践食育ナビ（農林水産省）」など）。

一方、多々納・山田（2012）は、幼稚園を対象とし

た調査から、「食育の全体計画や年間計画の策定

や食育の目標の設定など根幹の部分が未整備で

pp.47-60
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あるなど、食育が実践先行型で進められていた」

ことを報告している。そこで、子どもに直接関わ

る保育者（幼稚園教諭、保育士、保育教諭）には、

種々の体験活動や絵本などの教材の中から子ども

の実態に適した内容を選び、保育のねらいに沿っ

て計画の中に反映できる力が必要と考え、本研究

では「食育実践力」を、単に食育活動を円滑に実施

できるだけでなく、子ども理解に基づき適切に

食育の目標・ねらいを設定したうえで、子どもに

豊かな体験を重ねられる食育を計画、実践できる

力とする。

「食育実践力」の育成の現状を見ると、現在の保

育者養成課程では、食に関わる専門科目は保育士

必修科目の「子どもの食と栄養」（演習2単位）のみ

であり、十分な学習内容、時間を確保しにくい。

また保育現場では、研修回数はどちらかというと

減少傾向にあり、時間も十分に確保できていない

（ベネッセ教育総合研究所，2012，2019）。このよう

な養成課程、保育現場の状況から、時間的な制約

がある中でも「食育実践力」の向上が図れるプロ

グラムの検討が必要と考えるが、それには評価の

仕組みが不可欠である。

保育所については、食育の評価の手段として、

「保育所における食事の提供ガイドライン」に、

「保育所での食事提供の状況を評価するチェック

リスト」が示されている（厚生労働省，2012）。この

チェックリストは、「保育所の食事の提供や保育

所における食育について振り返り、より豊かな

「食」の質の充実を目指すことを目的」としており、

リストにある各取り組みについて「できている」

かどうかで評価する。本チェックリストは、幅広

い食育をある程度評価することが可能であるが、

評価を行う際に、「評価のポイントの内容について

は、本ガイドラインの趣旨を踏まえて評価を行う」

との留意点が示されており、各取り組みの意義や

意味を踏まえて評価することを前提としているこ

とが わかる。「何ができたか」だけでなく、こういっ

た関連のガイドラインから情報を収集し、食育実

践の本質を理解し、保育者自身の保育（食育）に反

映できる力も「食育実践力」として大切だろう。

以上の背景から、筆者らは、保育における「食育

実践力」を評価する指標の構築を目指し、検討を

進めている。これまで、評価の視点を得るため

「調査A：保育者を対象とした食育実践及び食生

活、食知識に関する実態調査」、「調査B：幼児食育

研究者を対象としたインタビュー調査」を実施し

た。調査Aの結果から、食育実践の内容、保育者

自身がもつ食に関する知識や意識などについて

の実態を、因子分析等により把握し、各因子間

の関連を考察した（進藤・中井，2020a，2020b）。

さらに属性に分けた分析により、「食育実践力」

の形成プロセスを考察した（進藤・中井，2021）。

調査Bの結果からは、専門家の立場から見た食育

実践につながる保育者の資質を考察した（進藤・

中井，2019）。

本研究では、一連の調査結果及び分析から「食育

実践力」評価の視点を整理し、保育現場での研修

等に活かせる「食育実践力」評価ツールの開発を

試みる。

2．本研究の目的

本研究の目的は、これまでの調査結果及び分析

から「食育実践力」評価の視点を検討し、保育現場

での研修等に活用できるような「食育実践力」評

価ツールを設計、構築することである。養成課程

や保育現場の現状を踏まえ、時間的な制約がある

中でも「食育実践力」の向上を目指せる研修等は、

自己研鑽につながるようなプログラムであると仮

定した。そこで、ここで想定している評価ツール

は、食育実践の良否を評価するのではなく、食育に

関連する保育者の資質面から評価し、評価を通し

て保育者自身の気付きを促し、意識の変容を目指

すものである。また、評価ツールの実効性を確認

するため、保育者を対象に、試作評価ツールを用い

た自己評価を実施する。
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3．これまでの調査結果及び分析の概要

3-1  保育者を対象とした実態調査  

（進藤・中井， 2020a，2020b，2021） 
保育者を対象とした実態調査の概要を図1に示

す。調査は質問紙によるもので、配布質問紙は

1000部、回収件数は770件であった。回答のうち、

10%以上のデータ欠損があるもの（7件）について

は分析から省き、763件を対象として分析を行っ

た。調査時期は、2017年11月～2018年1月である。

質問項目は、「食育の内容・方法の重視度」（31問）、

「食育のねらいの重視度」（29問）、「食生活に関す

る意識や行動」（27問）、「食に関する知識や技術」

（33問）とした。本調査の結果から見られた傾向、

分析からの考察を表1にまとめて示す。

図1.　保育者を対象とした実態調査概要

表1.　保育者を対象とした実態調査結果及び考察の概要
【全体の傾向から】
食育の内容や方法の重視度
全般に食事場面の重視度は高かった。一方、生産、加工、購入、廃棄や再利用といった、「食べる」以外の食に関するプロセスを体験する

ような内容や方法の重視度はあまり高くなかった。「保育所保育指針」（厚生労働省 , 2018施行）で、「食育の推進」に「食材や食の循環・
環境への意識」が育つよう配慮することが明記されたことから、食育を食事場面だけでなく食に関わるプロセス全体で捉える視点が重要と
判断し、注目することにした。
食育のねらいの重視度
「食べ物に興味をもつ」や「共食を楽しむ」の重視度が高く保育者に共通した視点として定着していると思われた。一方、「食べ物ができ
るまでを知る」は低めであった。
食生活に関する意識や行動
食品表示を確認したり、数値を活用したりするなど、正確な情報を収集し、活用するといった行動や意識は低いことが示された。

食に関する知識や技術
「食事バランスガイド」、「日本人の食事摂取基準」、「4つの食品群（4群点数法）」、「日本型食生活」といった、高等学校や保育士養成課程
で学習するような「やや専門的」で日常生活での活用場面が少ないものは、知識が定着しにくいことが示唆された。

【因子の関連から】
「食育の内容・方法の重視度」は、保育者が考える「食育のねらいの重視度」と関連が深かった。保育者自身の「食意識・食行動」と食に
関する「知識」は相互に影響しあい、各々食育の「ねらい」に影響を与えた。特に「やや専門的」な知識は、「食に関わるプロセス全体の体験」
重視との関連があった。
「食育のねらいの重視度」では、「食事規律習得」「食に関わる身体発達や健康的食事行動」「命のつながりや感謝の気もち」「料理・調理
への関心」の4因子を見出した。「食事規律習得」因子には、「好き嫌いなく食べる」や「残さず食べる」が含まれていたが、「好きな食べ物が
増える」は、「食に関わる身体発達や健康的食事行動」因子に含まれ、視点が異なることが示唆された。「保育所における食育に関する指針」
（厚生労働省，2004）に保育所の食育でめざす子ども像の一つとして「食べたいもの、好きなものが増える子ども」があるが、「好き嫌いなく」、
「残さず」食べるねらいが、この子ども像とは異なるとすれば、食育の理解から設定したねらいではなく、習慣的な保育になっている可能性
が考えられた。また、「食事規律習得」因子は、保育者個人の「食意識・食行動」や「知識・技術」との相関がみられず、保育者個人の意識
や知識とはあまり関連しないと考えた。以上から、「食事規律習得」因子には、あたりまえの保育となっていて、食育の視点からみて不適切
なねらいも含まれる可能性が示唆された。
「食に関する知識や技術」は、「食事援助」などの日常の保育から習得できるものもあるが、「やや専門的」で日常生活での活用場面が少な
いものは、保育者自身の「興味、関心、必要感」が習得を促しているようであった。「興味、関心、必要感」は、「季節への感性」とも関連があり、
資質として通じるものと考えられた。

【形成プロセスから】
日々の保育に不可欠な事項については保育・教育の経験年数の影響がみられたが、その他にはあまり影響が見られなかった。「食育の
内容・方法・ねらい」の重視度については、経験というよりも保育所等か幼稚園等かを選択する就職前からの志向が影響しているようであっ
た。保育所の保育者には食に関する知識と食育実践とに関連が見られたが、幼稚園の保育者ではその関連があまり見られなかった。また、
食事場面の指導は若い保育者ほど重視度が高い傾向にあり、11年以上の経験者になると、目の前の問題だけにとらわれない広い視野をも
つことが考えられた。食に関する知識について、「やや専門的」なものは、日々の生活や保育・教育の経験だけでは身に付きにくいことが示
された。全般的に、食に関する知識や関心、主体的な食への関りは年代とともに高くなり、特に、40歳代以上で高い傾向にあった。
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保育現場では、食に関するやや専門的な知識は、

日々の生活や保育・教育の経験だけでは身に付き

にくいこと（進藤・中井，2021）、またそのような

知識が適切な食育のねらいと関連があったこと

（進藤・中井，2020b）から、保育経験だけでは

「食育実践力」の向上が難しいことが示唆され、

積極的な研修の必要性が確認できた。

3-2  幼児食育研究者を対象とした調査から
（進藤・中井，2019）
幼児食育研究者4人を対象にインタビュー調査

を実施した。調査時期は、2018年3月～5月である。

研究者は、「保育所における食育に関する指針」（厚

生労働省，2004）を踏まえ、具体的な体験の積み重

ね、食に関するプロセスの体験や子どもの発達の

特性に沿った内容・方法を重要視していた。食育を

構想し実践するには、保育者自身が食を大切に思い

興味をもつこと、知識の習得が必要であることを指

摘し、必要な知識として、食事内容の理解（栄養・食

品の基礎）、子どもの発達に関する知識、ガイドライ

ン等の資料を参照できる知識などが挙げられた。

4．「食育実践力」評価ツールの設計

4-1　評価の視点
「食育実践力」評価の視点の整理にむけ、上述し

た筆者らの先行研究の考察から、保育者の資質に

関連する次の3点に注目した。①日々の保育に不可

欠な事項については関心が高いが、食育に必要で

はあるが日々の保育では得にくい知識を積極的に

修得し、食育実践に活かすという面については不十

分であることが示唆されたこと。②自身の食生活

に関心をもって主体的に関わる保育者ほど、食育

実践が豊かになる傾向があったこと。③自然への

関心、季節と生活との関連への興味といった「季節

への感性」は、食への興味、関心、必要感との関連

があるとともに、指針等においても食の循環、環境

への意識が重視されるようになっていること。

また、「保育所における自己評価ガイドライン

（2020年改訂版）」（厚生労働省，2020a）で記されて

いる通り、評価は子ども理解を踏まえることが前

提であることから、食事援助において子どもに

とって最も良いことを判断するためには、子ども

の食に関する心身の発達理解の重要性を意識する

ことが必要と考えた。

これらの考察から、食育実践力の評価の視点を

以下に示す5つとした。

	季節と生活への興味や関心

	保育者自身の食に関する興味や関心

	保育者自身が主体的に食生活に関わる意識

や態度

	食に関する子どもの発達の正しい知識への関心

	正しい情報を収集し食育に活かす意識や態度

このほか、修得している知識や技術と食育実践と

の関連も示唆されたが、所属施設別に分析したとこ

ろその傾向が異なっていたことから、「食育実践力」

は知識そのものよりも、そのような知識に興味をも

ち、知りたいという思いや態度が重要だと考えた。

そこで、意欲や態度の把握と、評価対象者が評価

を通して食育に必要な事柄に気付けることに重点

を置いて、「食育実践力」評価ツールを設計した。

4-2　「食育実践力」評価ツールの構成
設計した「食育実践力」評価ツールの構成を図2

に示す。評価ツールは、「1．知識・興味編」、「2．意識・

態度編」、「3．自己評価記入欄」からなる。

図2.　食育実践力評価ツールの構成
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「1」、「2」については4段階評価とした。「1」は、

意欲や態度を評価したいため、理解度の評価とは

せず、“4. よく知っている、3. 知りたいと思い知ろう

としている、2. 知りたいと思うがすすんで知ろうとし

ていない、1. 関心がない”からの選択とした。

「2」も意欲を重視し、“4. いつもそうである、3. した

いと思いしようとしている、2. したいと思うがすす

んでしようとしない、1. したいと思わない”とした。

「1．知識・興味編」について、各自がイメージす

る知識内容には差があるため、「知識の解説資料」

を添付した。これによって、評価の正確さを図る

とともに、評価ツールに回答することを通し、食育

に必要な知識に気付けることも意図した。また、

「1」、「2」での評価を通して気付きを促すことが主

眼であるため、「3．自己評価記入欄（自由記述）」の

記入にあたっては、「1」、「2」の項目の意味と評価の

視点がわかるよう「評価結果の見方」を添付した。

4-3　「食育実践力」評価ツールの試作
「1．知識・興味編」、「2．意識・態度編」について、

表2に評価項目を示す。「3．自己評価記入欄」に添

付した「評価結果の見方」には、評価項目設定の背

景を説明し（表3）、カテゴリーごとの解説を示し

た（表4）。「評価の見方」には、“各カテゴリーで

知識・興味編
カテゴリーA（項目1～4）
1.食べ物の旬
2.暦（＊１を参照してください）
3.行事食
4.地域で採れる農産物
カテゴリーB（項目5～8）
5.  基礎的な食品の栄養的な特徴 
（＊２を参照してください）

6.  基礎的な栄養素の働き 
（＊３を参照してください）

7. バランスの良い食事 
（＊４を参照してください）

8.  食の循環 
（生産 -流通 -消費 -廃棄・再利用）
カテゴリーC（項目9～12）
9.   子どもの食に関する種々のガイドラインを知っている 
（＊５を参照してください。内容まで熟知していなくても
かまいません。）

10.   おいしいもの食べたいものが増える発達上の仕組み 
（＊６を参照してください）

11.   おなかのすくリズムの仕組み 
（＊７を参照してください）

12.  咀嚼の大切さ 
（＊８を参照してください）

選択肢
【知識・興味編】
4. よく知っている　3. 知りたいと思い知ろうとしている
2. 知りたいと思うがすすんで知ろうとしていない
1. 関心がない
【意識・態度編】
4. いつもそうである　3. したいと思いしようとしている　
2. したいと思うがすすんでしようとしない　
1. したいと思わない

意識・態度編
カテゴリーD（項目13～17）
13. バランスの良い食事をとる
14.  牛乳・乳製品、果物をとる
15.  三食を毎日だいたい同じ時刻にとる
16.  間食をだらだらとしない
17.  欠食をしない
カテゴリーE（項目18～20）
18. できるだけ共食をする（感染防止対策上可能な範囲で）
19.  食事の間は食事に集中し食事を楽しむ
20. よく噛んで食べる
カテゴリーF（項目21～25）
21.  季節の変化に気付く
22.  季節の行事食を楽しむ
23.  食品ロスが出ないようにしている
24.  栽培のために堆肥を作る
25.  調理をする
カテゴリーG（項目26～28）
26.  保育をするときにガイドライン等の記述を意識している
27. 分からない時、迷ったときに、ガイドライン等を参照する
28.  分からない時、迷ったときに、専門書や専門雑誌等で
調べる

カテゴリーH（項目29～30）
29.  分からない時、迷ったときに、先輩保育者等に尋ねる
30.  分からない時、迷ったときに、ネットで調べる
カテゴリーI（項目31～32）
31.  情報の信頼性を気にする
32.  信頼できる情報かどうか出典などで確かめる

表2　食育実践力評価ツールの項目

＊1～8は評価ツールに添付した解説資料番号
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の回答状況（カテゴリー毎に、平均がどの程度

だったか）を踏まえ、解説ページの「評価結果の見

方」を参考にして、自己評価をご記入ください。”

との説明文を添えた。

「食育実践力」評価ツールに添付した「解説資料」

は8種類である（表5、図3）。「解説資料」は、「保育

所における食育に関する指針」（厚生労働省，

2004）に示された、「楽しく食べる子どもに成長し

ていくことを期待しつつ」実現を目指す5つの

「子ども像」を理解するうえで根拠となる発達や

体の仕組みに関する情報を中心に、文献、書籍、

公的資料により筆者らが独自に作成した。

表3.　「評価結果の見方」；評価項目設定の背景

これまでの検討及び研究成果から次のようなことが
示唆されました。
①  食育を食事場面だけでなく食に関わるプロセス全体
で捉える視点が重要になってきている

②  子どもの食に関わる際、根拠に基づく判断が重要で
ある

③  日常の保育経験だけでは身につきにくい「やや専門
的」な知識は、①②の視点を含め幅広い食育実践と
の関わりがある

④  ③のような知識は、周囲に関心をもって関わり、自然
や暮らしから季節の変化を感じられる感性と通じる
資質である

表5.　添付「解説資料」一覧

（＊1）暦（二十四節気・節句）
（＊2）食品の栄養的な特徴
（＊3）栄養素の主な働き
（＊4）バランスの良い食事
（＊5）子どもの食に関するガイドライン
（＊6）食べたいもの、好きなものが増える発達上の仕組み
（＊7）おなかのすくリズムの仕組み
（＊8）咀嚼の大切さ

表4.　評価結果の見方」；カテゴリーごとの解説

カテゴリー カテゴリーの解説

知
識
・
興
味
編

A
自然の変化と食の
関連

このカテゴリーにある事項に興味・関心が高くなることで、他の資質も高くなると考え
られます。園や地域の行事を「伝えたい自然や文化」の視点をもって保育者も楽し
んでください。

B
食と栄養のやや専
門的な内容

このカテゴリーの項目を食育に必要な基礎知識として意識することで、食への関心に
つながります。

C
子どもの食の支援
に必要な根拠

このカテゴリーについては、いわゆる「子どもの食の問題」へのアプローチに必要な
知識ですので、日常の保育の場面に照らし合わせるなどして、意識してください。

意
識
・
態
度
編

D
望ましい食事のと
り方

望ましい食事のとり方を実践している保育者は、食への関心も高く、日常的な子ども
への働きかけにおいても食育の視点が有効に生かされています。まずは、自分自身
の食事に関心をもってみてください。

E 望ましい食べ方
食べ方の大切さをよく理解して自分自身が工夫できていると、子どもの状況を、原因
から見る視点がもてるようになり、子どもに伝わる働きかけにつながります。

F
主体的な食と環境
への関わり

このカテゴリーでは、主体的に食に関わっているかどうかを判断しています。主体的
な関わりは、望ましい食行動に影響が高いことが示唆されています。楽しみをもって
食の過程全体に関わってみてください。

G
根拠に基づく保育
の姿勢

子どもの食について、日常の「あたりまえ」のこととして、その意味を深く考えずに対
応していると、時に不適切な場合があります。また、情報は日々更新されているため、
「根拠にあたる」ことを意識してください。

H 情報収集の姿勢 わからないことをそのままにせず、情報にあたることは大切です。ただし、カテゴリー
Hは高いがカテゴリー Iが低い場合は、自分自身で根拠をもって判断できているかど
うかを確認してください。I 情報に関する感度
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5．「食育実践力」評価ツールの試行

5-1　手続き
試作した評価ツールの実効性を確認するため

に、保育者を対象に自己評価を実施した。評価対

象者は、兵庫県、滋賀県にある幼稚園3園、保育所

3園、認定こども園6園、小規模保育園1園の保育

者で、実施時期は2022年2月～3月である。

対象者には、説明用「食育実践力評価ツール（試

作）」用紙を配布した。配布した評価ツール表紙

に、データは個人を特定できないよう記号化して

取り扱うこと、回答は任意であること、回答を

もって本調査への同意を得たものとすることを

明記した。回答方法は、Google Formsを用い、

Webから回答できるようにし、①リンクから誰で

も回答可能、②回答の結果は回答者に返さない、

③回答者のメールアドレスの収集は行わない、と

設定した。2園については、園の要望により回答

用紙での提出となった。調査にあたっては、電話

等で依頼した後、評価ツールを送付した。配布数

は200部、回答数は53件であった。

なお、本試行は、相愛大学「人を対象とする研究」

に関する倫理審査委員会の承認（相愛大倫2021第

03号）を得て実施した。

（＊1） 暦 

日本の暦で行事と関連の深いものには、「二十四節気」と「節句」があります。 

 ◎ 二十四節気《太陽の動きから作られた暦なので、季節の変化と連動しています》 

  立春   雨水   啓蟄   春分   清明   穀雨 

立夏   小満   芒種   夏至   小暑   大暑 

立秋   処暑   白露   秋分   寒露   霜降 

立冬   小雪   大雪   冬至   小寒   大寒 

 ◎ 節句  年中行事として大切な日とされています。旧暦での日なので、行事の季節と現在のカレンダー上の季節とではズレがあります。 

人日(ジンジツ)（一月七日）  上巳(ジヨウシ)（三月三日）  端午(タンゴ)（五月五日）  七夕（七月七日）  重陽（九月九日）など。 

（＊2） 食品の栄養的な特徴（多く含む栄養素）

糖質（炭水化物）が多い食品 穀類（米や小麦）、イモ類、砂糖類 

脂質が多い食品 油、マヨネーズやドレッシング、肉や魚（脂身の多いもの）種実類 

たんぱく質が多い食品 肉、魚、卵、大豆・大豆製品 

ビタミンが多い食品 野菜、果物 （豚肉や豆類にも比較的多く含まれている） 

ミネラルが多い食品 牛乳・乳製品、食塩、野菜、果物、海藻 

（＊6）食べたいもの，好きなものが増える発達上の仕組み 

⚫ 「おいしい」と感じる仕組みは、安全で体に良いものを選んで食べるために大切な仕組みです。 

⚫ 空腹だと、おいしさに敏感になり、苦手なものでもおいしいと感じられることがあります。また、くつろいだ雰囲気で、仲間がおいしそうに食べるこ

とで、安全と判断し、食べることができるようになります。 

⚫ 反対に、一人だけで食べたり、食事開始後 30分以上たっていて空腹感がない状態（＊7参照）で食べたりするのでは、苦手な食べ物を好き

になることはできません。 

（＊3） 栄養素の主な働き

 栄養素は、消化・吸収されたのち、体内で代謝されてはじめて、体にとって不可

欠な様々な働きをします。各栄養素は、右図の太い線で示すような働きがありま

す。主な働きではありませんが、点線で示すような働きもあり、これらも重要です。 

（＊4）バランスの良い食事 

出典：農林水産省HPより 

「食事バランスガイド」について

https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/

（2020年9月６日にアクセス） 

１日の食事のバランスを考えるときには 
「食事バランスガイド」が参考になります。 

バランスよく食事をするポイントは 
⚫ 朝食・昼食・夕食の 3食ともバランスよく食事をする 
⚫ 1食には、「主食：主菜：副菜」を「３：１：２」程度の割合になるようにそろえる 
⚫ 牛乳・乳製品、果物を取り入れる 

（＊7）おなかのすくリズムの仕組み 

⚫ 空腹と満腹は、脳の摂食中枢および満腹中枢の働きによります。 

⚫ これらの中枢を即時的にもっとも刺激するのは血糖値です。 

⚫ 低い血糖値を感知して空腹を感じ、食事後上昇した血糖値を感知して満腹を感じます。 

⚫ 血糖値は食事開始から 30分間程度で満腹が感じられる程度に高くなります（食べた量にはあまり影響されません）。 

⚫ 同じ時刻に食事をしていると、血糖値の変化が安定し、同じ時刻にお腹がすくようになります。食事時間が不規則になると、血糖値の変化が急

激になったり、血糖値を下げるホルモン（インスリン）の分泌が過剰になったりするため、将来、糖尿病を発症するリスクが高くなります。 

（＊5）子どもの食に関するガイドライン 

３法令の中に、食育の推進に関する記述があります。領域「健康」にも関連事項が記載されています。 

⚫ 「幼稚園教育要領」（文部科学省）  

⚫ 「保育所保育指針」（厚生労働省）  

⚫ 「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」（内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

保育所における食育に関する指針ですが、幼児期の食育として幼・保に共通する方向性を示しています。 

⚫ 「楽しく食べる子どもに～保育所における食育に関する指針～」厚生労働省，2004 

保育所に関する食に関するガイドラインですが、乳児期から幼児期、その後へと続く食の発達過程を理解するうえで重要なガイドラインです。 

⚫ 「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（改訂版）」厚生労働省，2019 

⚫ 「保育所における食事の提供ガイドライン」厚生労働省，2012  

⚫ 「授乳・離乳の支援ガイド」厚生労働省，2019  

学校における食育に関する目標や方法が記載されており、幼児教育現場及び幼小接続の視点からも重要なガイドラインです。 

⚫ 「食に関する指導の手引き―第２次改訂版」文部科学省，2019 

（＊8）咀嚼の大切さ 

咀嚼の効用には、  に示したようなものがあります。咀嚼がそれらの効用を生じさせる仕組みを図に示しました。 

図3.　添付「解説資料」イメージ
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5-2　結果と考察
（1）回答者の属性

回答者の現所属施設は、幼稚園が25人、保育所

が8人、幼保連携型認定こども園（1号・2号認定

のみ対象）が7人、幼保連携型認定こども園（1号・

2号・3号認定対象）が3人、幼稚園型認定こども

園が10人で、保育対象児の年齢で分け、3歳児以

上を対象とする施設を幼稚園等、3歳未満児を含

む施設を保育所等とすると、前者が40人（75%）、

後者が13人（25%）であった。性別は、女性51人

（56%）、男性2人（4%）、経験年数は初心者（1-4年）

が9人（17%）、中堅者（5-10年）が14人（26%）、

経験者（11年以上）が30人（57%）であった。経験

年数区分は先行研究（進藤・中井，2021）によった。

（2）評価項目回答

表6に、評価項目別の平均値を示す。やや専門

的な知識や、食と環境のつながりに関する事項、

適切な根拠資料の活用については数値が低めと

なっており、これまでの調査結果と同様の傾向で

あった。本評価ツールでは活用のしやすさを考

慮してできるだけ項目を少なくしたが、「4-1 評

価の視点」にあげた資質についてある程度把握で

きた。

図4に、各カテゴリーでの平均値の分布を示す。

ほとんどのカテゴリーにおいて、「3. 知りたい（し

たい）と思い知ろう（しよう）としている」の回答

が多く、今回の対象者は全体に、意識や意欲が高

いことが示唆された。このような図を作成する

表6.　評価試行結果；評価項目別平均値

カテゴリー 項目 Av. カテゴリー 項目 Av.

知
識
・
興
味
編

A

1．食べ物の旬 3.1 

意
識
・
態
度
編

D 17．欠食をしない 3.2 

2．暦 2.7 

E

18．できるだけ共食をする 3.2 

3．行事食 3.2 19．食事の間は食事に集中し食事を楽しむ 3.1 

4．地域で採れる農産物 2.7 20．よく噛んで食べる 3.1 

B

5．基礎的な食品の栄養的な特徴 3.0 

F

21．季節の変化に気付く 3.5 

6．基礎的な栄養素の働き 2.9 22．季節の行事食を楽しむ 3.4 

7．バランスの良い食事 3.1 23．食品ロスが出ないようにしている 3.2 

8．食の循環 2.5 24．栽培のために堆肥を作る 1.9 

C

9．子どもの食に関する種々のガイドライン 2.8 25．調理をする 3.1 

10． おいしいもの食べたいものが増える
発達上の仕組み 2.7 

G

26． 保育をするときにガイドライン等の記
述を意識している 2.9 

11．おなかのすくリズムの仕組み 2.8 
27． 分からない時、迷ったときに、ガイドラ
イン等を参照する 2.8 

12．咀嚼の大切さ 3.3 
28． 分からない時、迷ったときに、専門書
や専門雑誌で調べる 3.0 

意
識
・
態
度
編

D

13．バランスの良い食事をとる 3.0 
H

29． 分からない時、迷ったときに、先輩保
育者等に尋ねる 3.4 

14．牛乳・乳製品、果物をとる 3.1 
30． 分からない時、迷ったときに、ネットで
調べる 3.5 

15．三食を毎日だいたい同じ時刻にとる 3.0 
I

31．情報の信頼性を気にする 3.2 

16．間食をだらだらとしない 2.7 
32． 信頼できる情報かどうか出典などで確
かめる 2.8 
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ことにより、評価対象者グループ全体の特徴を捉

える可能性が示された。

また、評価を分析することで、評価対象者グ

ループの課題を見出し、全体で取り組むべき方向

性を考えることもできるだろう。例えば、「H 情

報収集の姿勢」では「4. いつもしている」の回答

が多いが、「G 根拠に基づく保育の姿勢」では「4.」

が少なかった。自由記述欄に、「インターネット

を使用し範囲を特定して調べるのでガイドライ

ンや専門書はあまり見ない」との記述が見られ、

ピンポイントで調べたいことを調べる行動が多

くなっていると考えられた。Web検索を正しく

有効に行うには、背景となる知識や考え方が必要

である。今回の結果だと、「G」と「H」の比較から

食育について適切な考え方に基づき情報を検索

できているかといった課題を設定することも可

能である。

（3）自由記述回答

自由記述を内容別に分け、それぞれについての

記載例（抜粋）を表7に示す。「現状分析し課題に

気付く」ものが15件、「今後の課題のみ」が3件、

「現状把握のみ」が6件あった。これらの記述を見

ると、「1．知識・興味編」、「2．意識・態度編」での評

価結果や「評価の見方」を参考にして、自分自身の

知識や意識、興味、態度を確認できていたり、課題

を考えられていたりする様子がうかがわれた。

一方、平均値を記載したもの（14件）、「高い、低い、

標準」だけを記載したもの（3件）があった。本評

価ツールは、全体の平均で評価するようには設計

しておらず、これらの回答は評価ツールが意図す

るものではない。カテゴリーごとに平均点を自

動で計算し、その数値を参考にしながら自己評価

するといったシステム上の工夫が必要だろう。

また、無記入9件（「特になし」1件を含む）や、

評価として不適切な記述が3件あった。今回の

試行は、調査への協力という形で実施したため、

保育者に「食育実践力」向上を目指す取り組みと

は捉えられていなかったことが原因と考えた。

自然の変化と食の関連

食と栄養のやや専門的な内容

子どもの食の支援に必要な根拠

望ましい食事のとり方

望ましい食べ方

主体的な食と環境への関わり

根拠に基づく保育の姿勢

情報収集の姿勢

情報に関する感度

回答者別に各カテゴリーの平均値を算出し、分布を示した。
グラフ内の数値は人数。

図4.　評価試行結果；各カテゴリーでの平均値の分布
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以上の自由記述の内容から、保育者が本評価

ツールの目的を踏まえて活用した場合には、評価

を通して保育者自身が自覚的に具体的な課題に

気付けると判断した。したがって、本評価ツール

の活用に当たっては、適切な場面を設定し、評価

の目的を明確に示し、課題意識を共有して実施す

るなどの配慮や工夫が必要となるだろう。

6．まとめと今後の課題

本研究では、筆者らのこれまでの研究成果を

踏まえ、「食育実践力」評価ツールを試作、試行し、

その実効性について考察した。本評価ツールは、

食育に関連する資質面からの評価を試みており、

評価を通して保育者自身の気付きの促し、意識の

変容を目標としている。保育者を対象とした自己

評価の試行の結果、保育者が本評価ツールの目的

を踏まえて活用すれば目標を達成できることが示

された。したがって、本評価ツールを活用する際

は、適切な場面を設定し、評価ツールの意図を理

解したファシリテーターが介入したり、食育につ

いての課題意識をもって園全体やグループ単位で

活用したりすることによって、より効果的に自己

評価することが可能となり、さらに、その内容に

ついてグループで対話することで食育実践に関す

る意識や課題の共有も図れると考える。

筆者らの先行研究（進藤・中井，2021）で、保育

所等の保育者には食に関する知識と食育実践との

関連が見られたが、幼稚園等の保育者ではあまり

見られなかったなど、保育者の「食育実践力」の形

成プロセスに差があることが示唆された。この

ことから、園によっては、知識伝達型の研修では

表7.　評価試行結果；自己評価自由記述記載例（抜粋）

記述内容 件数 記載例（抜粋）

現状分析し
課題に気付く

15件 •  食育の大切さを感じ、食生活の中で自分自身が、もっと食の知識を深めなければいけないと思
いました。

•  どのカテゴリーも基準の3は超えているのかなと思います。情報収集については、正しい情報
なのかをしっかりと確かめることの大切さを改めて感じました。

•  カテゴリーD,E,Fについてしないといけないという意識はあるが、実際に行動に移せていないこ
とが多かった。子どもたちに伝える立場の保育者として日頃から自分自身の食について意識す
ることが、子どもたちに伝わる働きかけにつながるとのことなので、まず、自分自身が意識を持っ
て取り組むことが必要であると感じた。

•  食育に関して、興味や関心を持っているので、もっと日々の生活の中で積極的に取り入れる事が
大切だと思った。

•  実践したい気持ちはあるができていないのが現状。もう少し知識や興味関心を持つべきだと感
じた。

•  食育に関しては、専門的な知識を必要とし、学ぶ必要があると感じているが、日々の保育に精一
杯で、なかなか自己研鑽することができていない。特に、根拠に基づく保育の姿勢として、自分
の「あたりまえ」で対応せず、日々更新される情報を基に、意味を深く考えて子ども達に伝える
ことが求められると感じた。園では、毎日給食があるため、意識して今後取り組んでいきたい。

今後の課題のみ  3件 •  望ましい食事の取り方を意識する必要がある
現状把握のみ  6件 •  食育に関する意識はあるが、自身の食事に対する意識は偏りがある。

•  知識・興味編を踏まえて、基準値程度には食や栄養に関する基本的な知識や関心を持とうと意
識することができていると感じた。意識・態度編でもどのカテゴリーもほぼ基準値くらいで意識
や関心を持つことができていたと思う。

高い、低い、標準
のみ

 3件 •  食に対する関心はある程度高いことが伺える。
•  標準かなと思います。

平均点のみ 14件 •    3です
記入無し  9件（「特になし」1件含む）
評価として不適
切な記述

 3件 •  今年度もまん防が解除された折に市の事業とからめてカレークッキングをする等できる方法を
見つけて食育体験をしました。
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食育実践への効果は限定的で、演習・実習を含め

た活動も必要になると思われる。しかし実際に

は、このような研修を実施する時間を取りにくい

のが現状だろう。多様な食育内容に対応できる

ようになるには、保育経験が「食育実践力」向上

に反映する仕組みが必要であり、そのためには園

全体で研修に取り組み、職場での学び合いや職務

を通した経験知が育つ環境、自己研鑽行動の強化

が図れる環境を作ることが重要と考える。今回

試作した「食育実践力」評価ツールは、保育者自

身に食育実践の必要性の気付きや、必要となる知

識の気付きを促す効果が見られたため、学びの基

盤を作り、食育実践に必要な学びの内容・方法に

気付くツールとして活用できる。個人だけでな

く、保育者集団に活用することにより、食育実践

の必要性や方法を共有でき、同僚性を高め、日々

の保育から得る経験知の質を向上させ、それが

自己研鑽できる環境につながるのではないだろ

うか。本評価ツールを活用し、保育現場における

効率的な研修として、自己研鑽行動を強化できる

ような環境作りを目指した研修プログラムが構

築できると考えている。

食育実践を評価できる既存の自己評価ツール

としては、前出の「保育所における食事の提供

ガイドライン」に示されたチェックリスト（厚生

労働省，2012）や「食育・食事の提供等に関する

チェックリスト 100」（保育総合研究会（監），

2018a，2018b） がある。後者は、食育で意識し、

取り組むべき内容をほぼ網羅しており、実践でき

ていなかったり、不安があったりする内容につい

ては、関連する法律や指針・ガイドラインを紹介

し参照を促している。また、酒井ら（2018）は、

「子どもが豊かな食の体験を重ねられる保育者の

専門性の概念の尺度化を行うことを目的」とし

て、食育に関わる各職種について専門性の傾向、

成長過程を考察し、セルフチェック票を提案して

いる。これら既存の自己評価ツールは、食育実践

状況を把握するには効果的である。本研究で作

成した「食育実践力」評価ツールを活用した研修

の事前や事後にこれら既存の評価ツールを用い

ることで、効果的な研修プログラムを構築できる

と考えている。例えば、研修前に既存の評価ツー

ルで評価することにより課題意識を共有できた

り、研修後に研修成果の検証に用いたりするなど

である。

本評価ツールは、これまでの検討から評価の視

点を設定した結果、保育者自身や子ども理解に関

する内容が中心となり、職員間や家庭、地域との

連携についての直接的な記述はない。辻村・久保

（2017）は、栄養士が配置されていた場合は〈調理

体験（クッキング）〉など“体験型”の食育活動が

多くなることを、また、會退ら（2017）は、栄養士、

保育士がお互いの専門性を保育で展開し連携して

いる姿も見られたが、連携の課題も見られたこと

を報告している。伊藤（2017，2021）は、「食事の

連絡帳」を通し、家庭での子どもの食事の改善だ

けでなく、保護者が保育士とのつながりを実感で

きるなど食を通じた子育て支援の可能性を報告

している。このように食育では、職員間の連携や

子育ての支援の視点も重要である。今後の課題

は、連携や支援の視点も含めた保育者の専門性の

向上も視野に入れ、既存の自己評価ツールでの評

価も合わせて活用し、試作した評価ツールの点検、

改善を図ることである。

本研究の限界として、試作した評価ツールの評

価の視点や構成の根拠が、主として筆者らの先行

研究によっていること、また、試行対象とした保

育者が少数であり、施設種、性別、経験年数に偏

りがあることである。本評価ツールで取り上げ

た項目や評価結果が食育実践の質の高さと十分

に関連するか検証を続け、より妥当なツールに改

善していく必要がある。研修プログラム検討の

過程で、同時に検証を行いたい。

注
本研究は、日本保育学会第74回大会における発

表（進藤ほか，2021）及び日本保育学会第75回大
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会における発表（進藤ほか , 2022）を元に、分析、

考察を深めたものである。
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幼稚園における特別支援教育体制の受容と管理職による調整
̶公立幼稚園への実地調査記録の分析から̶

Acceptance of the Special Needs Education System in Early Childhood Education 
Settings and School Principal’s Adaptation

– Based on a Nationwide Survey to Public Kindergartens –

真鍋　健 広瀬由紀 守　巧
千葉大学教育学部 共立女子大学家政学部 こども教育宝仙大学こども教育学部

2007年に特別支援教育が始まり、幼児教育の場では「特別支援教育体制整備」が求められてきたが、

その評価は十分に行われていない。本研究では、組織構造論の視点を参考に、様々な立場の間に立つ管

理職が、保育の外から持ち込まれた枠組みをどのように理解し、また幼児教育の実情に応じてどのよう

な調整を行っているのかを明らかにすることを目的とした。分析は公立幼稚園への実地調査の記録か

ら、体制整備を進める上での困難や工夫に関する記述を抜出し、KJ法の手続きを通して行った。分析の

結果、大人が主導する形で教育を行うこと、つまり指導・管理的なPDCAサイクルが前提となっている

ツールや活動のいくつか（特に、園内委員会や個別の指導計画）で、幼児の興味関心に寄り添いながら子

どもを支えようとする幼児教育の前提との間で不調和が生じており、多忙な職務環境が相まって活用や

実施の意義を見出しにくいまま実践が進められていることが明らかとなった。一方で、そうした事態に

気づいている管理職によっては、「葛藤を抱えたまま」だけではなく、幼児教育の視点を強調したり、両領

域の良さを交えて実践の場を支えるなど、異なる対処方略を選択している可能性が示唆され、今後、更な

る調査が必要であることを指摘した。

キーワード：  公立幼稚園、特別支援教育体制整備、管理職による園内調整、実地調査、KJ法

Ⅰ．はじめに

障害者権利条約を批准した我が国において、多様

な子どもたちがいることを前提に、生活を共にし、

学び合いを可能にするインクルーシブな環境の構

築が問われている。現状を鑑みれば未だ挑戦的と

見なされることも多いが、乳幼児期に限れば、生

活や遊びに根差した「環境を通した保育」をカリ

キュラムの礎としながら、長年にわたり子どもた

ちを包み込んできた経験を持つ点で専門領域外か

らの期待も大きい。ただし、子どもたちが物理的

にその場にいるだけではインクルーシブな環境の

実現にはつながらない（浜谷，2005）。だからこそ

「大人がいかに子どもと関わるか」ということは

もちろんのこと、広範な事柄、つまり「他児との関

係性」「保護者の参与」「園の組織的な取り組み」

や「地域社会との関係」などを含めて、必要なこと

を明らかにし、全体としての取り組みを進める必

要がある（園山，1994）。

この指摘は、乳幼児期インクルージョンの理論

と方法論に関する国際的な動向からも妥当で

あろう。例えば米国では、1990年代以前より既

に他専門領域から、数多くのアイデアが保育の場

へ提案されていたが、それらは障害幼児の指導方

法に関するものがほとんどであった（詳しくは

水内・七木田，2003）。一つの象徴的な出来事と

して、1993年、米国特殊教育協会CECの幼児期

専門部会DEC（Division of Early Childhood）は

pp.61-75

原著論文
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実践ガイドラインとしての「推奨する実践（RP: 

Recommended Practice）」を刊行する（DEC Task 

Force on Recommended Practices, 1993）。しかし、

十分なコストをかけられず、現場への適合性より

も個々の指導方法の優位性、つまり「どの指導法

が最も効果があるのか」に偏った内容となってし

まった（McLean, 2015）。ゆえに実践者のユーザ

ビリティーへの配慮も少なく、初期のガイドライ

ンは現場に根づかなかった。この事態を鑑み、

その後のRPの改定作業では、現場に根ざした

インクルージョン実現に向けた要因と具体的な方

法を探るべく、全米各地の保育実践者や管理職、

家族らへの大規模な調査を軸とした直接的な対話

が行われる。そして、その結果より2000年版なら

びに現行の2014年版RPでは、インクルージョン

実現に向けた重要な要因を、「アセスメント」

「環境」「家族」「指導方略」「相互作用」「チーム

作りと協力関係」「移行」、そして管理職による

「リーダーシップ」などとし、全体としての取り組

みを、戦略をもって推奨するに至っている。

翻って我が国の状況を見た場合、障害のある

子どももいる保育を支える枠組みは、実践者に

明示され、それは現場に根づいているだろうか。

歴史的には1974年厚生省通達「障害児保育事業

実施要綱」以降、指導方法から体制整備に関わる

事項についても、現場の実践者が様々な情報を得

やすい環境になってきている。しかし、児童発達

支援、小学校や特別支援学校の教育、医療など、

他の専門領域からの要請に応えようとするベク

トルは多く見えるが、保育・幼児教育に根ざした

支援を他領域に発信する機会や、相互に価値観や

方法論を交わし合う機会を得ることは少ない。

この状況の最たるものが、2007年の特別支援教

育の始まりに伴う「特別支援教育体制整備注1）」の

受容に見て取れないだろうか。ここでは一人一人

の教育的ニーズに根差した教育の実現に向けて、

生活モデルのもと、教師や園、地域との間で、対等

な立場で問題解決を目指していく方向性が示され

た。そしてその実現のために個別の指導計画や校

内支援体制などからなる総合的な特別支援教育体

制整備が、幼稚園を含めた各学校に推奨されるこ

とになった。しかし、あまりに性急すぎる要請に

より、学童期以降の思想・価値観が反映された形

での整備が「国–自治体の教育委員会–園の管理職」

のルートで降りるに至り、生活や遊びによるカリ

キュラムの独自性を考慮に入れないまま体制整備

が始まってしまった注2）。

特別支援教育への転換より、既に15年近くが経

過している。近年になってようやく、保育実践の

場にふさわしい個別の指導計画の展開なども議論

されるようになってきたが（齊藤・吉川・小林，

2021）、そもそも保育現場は特別支援教育体制

をどのように受容しているのだろうか。2007年

以降、文部科学省は毎年の調査を行っていたが、

それは量的な拡充状況を確認するに留まり、質的

な評価は行われてこなかった。

そこで本研究では、全国複数の公立幼稚園への

実地調査時に行われた管理職へのインタビューの

内容より、「特別支援教育体制整備が保育の文脈に

どのように適合しているのか」、これを明らかに

することを目的とする。この大きな目的に向かう

べく、「特別支援教育体制の保育現場での受容」と

いう現象をとらえるための枠組みと、細かな目的

について、以下に述べる。

Ⅱ．本調査研究にあたっての枠組み

本研究で、保育の文脈に「特別支援教育体制整

備」が導入されたことの影響やその適合状況に接

近するにあたり、「組織構造論（古川，1990）」の観

点を用いる。古川は、一定の集団からなる「組織」

が物理的に存在するその状態や成り立ちを評価す

る際、複数の種類の構造やその関係性を捉える

視点を支持している。つまり、組織構造論では、

①明らかに目に見えて明文化することができる

「ハード構造（人数やメンバー、視覚化・文章化・
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制度化されたルールなど）」と、②組織内の暗黙の

了解・ルールや人間関係などの「ソフト構造」、

そして③組織の解体などをきっかけに、時に目に

見える状況になる「セミハード構造」の3つを前提

としている。また、組織は常に一定の状況を保っ

ているわけではなく、集団成員の価値観を反映し

ながら制度が作られていく時期、双方が合致し規

範が制度化する安定期、時代の流れとともに既存

の制度が成員の価値観とずれていき組織としての

まとまりが薄れていく老年期など、ソフト構造と

ハード構造（またセミハード構造）が相互に関連

しながら、時間の経過をもって可変的であること

と指摘している。

こうした説明において、「特別支援教育体制整

備」が保育の文脈に導入されたことは、外的な要

因によって、もともと安定的に存在していたかも

しれない組織が、他動的に変革を求められた状態

である可能性を示唆する。特別支援教育体制整備

の枠組みは、元々の保育の価値観（ソフト構造）と

は異なる可能性があり、導入されたハード面の変

革に対して、元来持っていた価値観との違いに悩

み、「拒否」を含めた心理的な抵抗を表す可能性も

ある。文部科学省‐自治体教育委員会と、トップ

ダウンで着々と進められた状況で、それを受容す

る方向性以外に選択肢がない場合には、保育の価

値観（ソフト構造）を優先させるために、ハード面

の調整が加えることもあり得る。逆に、新たな体

制整備に秘められた価値観に親和性を感じる場合

には、既存の保育の価値観との融合を図りながら、

提案される具体的な整備事項を発展させようとす

る方向性も可能である。

いずれにしても、保育現場で「特別支援教育体

制整備」がいかに進められてきたのかを評価する

にあたり、単純に各体制整備（個別の指導計画な

ど）を「するか /しないか」という側面だけで行う

のは不十分であり、「ソフト構造へ注目すること」、

「ソフト構造との関係の中でどのようなハード構

造の調整が行われているか」、「ハード構造間の関

係性やハード構造以外の要因の影響」の3つを総

合的にとらえることが適切であろう。

こうした理由から、本研究の理論的枠組みとし

て「組織構造論」を採用することとした。改めて、

本研究で明らかにしたいことは、上記に対応した

以下の3つの問いである。なお、後述するように

実地調査の記録データを用いる点で明らかにでき

る範囲には制約があり、特に重点を置いているの

は以下に示すAとBである。幼児教育の場で特別

支援教育体制がいかに受容されているのかについ

て、文部科学省による量的調査では明らかになっ

ていない部分に光を当て、今後の課題について議

論を行いたい。

A： 保育実践に根差した価値観と特別支援教育体

制整備に由来する価値観の適合状況について、

自治体以上からの要請と日々の保育実践を

担う担任らとの狭間に置かれる管理職（主に

園長）はどのように現状を認識しているのか。

B： 特別支援教育体制整備を進めるにあたり、全体

をマネジメントする立場である管理職は上記

Aの実態を踏まえ、どのように園内外での調

整を講じているのか。

C： 特別支援教育体制整備を構成する個々のツー

ルや取り組み、あるいはそれ以外の関係する

ツールや取り組み（例えば支援員配置や保護

者支援など）について、受容し、構造化してい

く過程で、管理職は相互にどのように関係づ

けようとしているのか。

Ⅲ．方法

本研究で用いたデータの収集方法や分析のプロ

セスについて、図1にその概要を示した。以下、

データ収集の方法と分析方法について説明する。

1.　データ収集方法
本研究で扱う調査データは、令和元年度文部科

学省「幼児教育の課題に対応した指導方法等充実
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調査研究」の委託費による委託業務として実施し

た「特別な配慮を必要とする幼児を含む教育・

保育の実践課題に関する実態調査」より得られた

ものである。この調査は「全国1200の公立幼稚

園や私立幼稚園に対するアンケート調査」と

「全国約 60の公立および私立幼稚園への実地

調査」からなるが、本研究では、このうち後者の

実地調査に関わるデータを用いた。具体的には

公立幼稚園31園への実地調査時の報告書のデー

タである。データの使用にあたっては、委託元の

文部科学省および委託先の研究大学機関に許可

を得た。

実地調査では、管理職（園長）を対象とした聞き

取りを行った。図1内の「調査報告書」の内容と同

じく、特別支援教育体制整備に関わる7つの質問

（「8．調査した上での総合的な所感」を除く）につ

いて、約1時間で聞き取っている。聞き取りの前

後で園の査察も行い、保育環境や実際の保育の様

子も確認した。調査者は、障害児保育を研究テー

マとしている研究者（調査実行委員と研究協力者）

21名であり、おおよそ2・3名1組で行った。各訪

問者は聞き取り後、速やかに所定の記録用紙（A4

用紙にて2－3枚）に、実地調査での聞き取りや観

察の内容を記入し、後日、観察者間で記録内容の

確認も行った。

2.　分析方法
8つの質問への回答が記載された調査報告書か

ら、筆者ら3名が独立して「特別支援教育体制整備

を進めるにあたり、園が抱える課題や工夫として

特徴的である」と評価した部分に下線を引き、

その箇所が2名以上で重複した部分（原則として

一文）を分析対象とした。

31園の報告書から、取り上げられた課題や工夫

について、このうち3名とも一致したものは77か

所、2名一致が140か所であった（3名全体で217

か所）。取り上げられたものについて、まず第1

筆者と第2筆者とで、KJ法（川喜田，1967）、中で

もKJ法A型図解法の手続きに沿って、①1行見

出しの設定、②近似する内容―相反する内容、

相互の関連性などより、各片の距離を少しずつ

狭めたり、まとめたりしながら、中カテゴリーや

大カテゴリーを設定し、整理・図示化を行った。

その際、データ一片の説明が短く、内容が不確か

なものについては、第3筆者を交えた3者にて元々

の報告書記録の文脈に戻り、カテゴリーの設定な

らびに整理・図示化の細かな調整・修正を行った。

その後、図示化された内容（後述の図2）を3名

にて協議し、6つの細かなテーマを設定した。

組織構造論から導き出された「1.現状に対する管

理職の認識（ソフト構造の内容に対応）」、「2.園内

園への 
実地調査 

 
 
 
 

 園全体の 
査察 

園長への 
インタビュー 

聞き取り内容は 
右1-７と同様 

調査報告書の作成 

 
 
 

 
 
 

１．障害のある幼児・特別な配慮を要する幼児 
２．上記幼児への教職員配置 
３．園内の支援体制の特徴 
４．地域の関係機関、専門家とのつながり 
５．地域の行政からの支援はどうか 
  要望（ニーズ）はどうか 
６．保護者との連携・協力での苦労、努力、工夫 
７．園長として上記の幼児を含む保育をどう 
  感じるか。今後の希望、展望、ニーズ。 

８．調査した上での総合的な所感 

調査報告書  
からの抽出 

 

 
 

報告書（公立園分）から 

１．園の課題・工夫を抽出 
２．抽出個所の確認 

一致した217か所 
・3名一致：  77か所 
・2名一致：140か所 

障害児保育を研究テーマとする研究者21名（筆者ら3名含む） 筆者ら3名 

分析 

テーマごとに以下を確認 

 A：現状に対する管理職の認識 

 B：園内外での管理職の調整 

図上で以下を確認 

 C：体制整備を成すツール等の関係 

KJ法により整理・図示化 

本研究 文部科学省委託調査 

図1.　本研究のデータ収集や分析に関するフロー図
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外での管理職の調整（ハード構造の調整内容に

対応）」の問については、テーマの内容を文章化す

るプロセスで、また「3.体制整備を構成するツー

ルや取り組み間の関係性（ハード構造間の関係性

に対応）」の問については、整理・図示化された

図2の上でツール間の関係性を矢印として直接

書き込んでいくプロセスで、3者で協議を行い、

考察した。

Ⅳ．結果と考察

表1にまとめられたカテゴリーの内容を示し

た。特定の島（グループ）に入りきらない一片は、

そのまま中カテゴリーと同等のものとして扱い、

無理やり組み込むことはしなかったが、紙面の都

合上、表1では省略した。図2に図示化した内容

を示した。以下、6つのテーマごとに説明を行う。

表1　KJ法によりまとめられたカテゴリーの内容

カテゴリー名
一片の

数
指摘
園数

園内
委員会

Co
指導計

画
教育支
援計画

巡回
相談

研修
担任の
実践

保護者
対応

支援員 自治体

       既存の保育が成り立たなくなることへの懸念  2 2

ニーズ児の増加と懸念 2 2

少予算 2 2

人手の足りなさと要望 5 4

セーフティーネットとしての公立園 2 2

小規模園としての全体の見やすさ・動きやすさ 2 2

園全体としての「子どもを見る」 2 2

 支援員採用手続きの現状と課題 3 3

免許を要しない支援員 2 2

支援員との連携の取りにくさ 3 3

支援員の動き方の調整 3 3

始業時打ち合わせでの職員の動きの調整 2 2

支援員と担任の連携方法・工夫 4 4

支援員の存在による恩恵 2 2

支援員の存在による弊害 2 2

個別対応と集団対応のバランス取りの難しさ 2 2

教頭職兼務による多忙さ 2 2

Co指名の理由・背景 2 2

Coによる園内の情報掌握・共有 1 1

日常的な話し合いの重視 4 3

日常的な情報交換 5 5

週単位での情報交換 3 3

学期単位での情報交換 1 1

制約がある環境で会議を
開催するための調整・工夫

多人数が参加できる会議に向けた調整・工夫 2 2

園内の事前調整 2 2

多人数が巡回で参加できるための調整・工夫 2 2

園のニーズに合わない巡回相談の実情 4 4

行政への安心・信頼 3 3

教諭以外が保護者相談ができる公的な仕組み 3 2

園内で多職種へ相談できる仕組み 3 3

難しい保護者との連携で失敗を避ける方策 2 2

園としての対応・バックアップ 管理職が関係を作ること 2 2

保育者—保護者間での見立ての違い 2 2

様々な間隔での担任と保護者のやりとり 2 2

保護者の同意の有無 3 3

他用務との兼ね合い 2 2

時間がかかる指導計画の作成 2 2

担任の指導計画作成の園フォロー 3 3

作成の工夫 3 3

ふりかえりによる気づき・捉えなおし 4 4

保護者の理解・承諾獲得の困難 2 2

他用務との兼ね合い 2 2

時間がかかる支援計画の作成 1 1

研修機会の多さ 4 3

園ニーズに合う内容への要望/園内研修希望 2 2

時間の取れなさ 1 1

他業務との兼ね合い 2 2

研修意識への理解 2 2

その他の事項との関連

幼稚園の置かれている現状（困
難）

伝統を持つ自由遊びベースの
公立幼稚園とその使命

職員の動きの調整

大カテゴリー
特別支援教育体制整備との関連

保護者と担任との関係

作成の手間を理由として
渋られる個別の指導計画

イニシアティブのなさや作成の
手間を理由として渋られる

個別の教育支援計画

中カテゴリー

定期的な情報交換
（園内委員会含む）

支援員の条件

（表中の黒色網掛けは各カテゴリーと直接関係するもの、灰色網掛けは直接的ではないもの関連性が高いものとして示した。
なお、中カテゴリーを形成しない一片は除いている）
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図2.　特別支援教育体制整備を進める上での課題と管理職らによる園内での調整（左部）

4 （Co）現場は忙しすぎるので、専任Coの配置希望 

巡回相談の間隔・機会数 

保護者と担任との関係 

作成の手間を理由として 
渋られる個別の指導計画の作成 

幼稚園の置かれている現状（困難） 

216 担任一人でカバーしきれない現状 
 と支援員予算要望 

職員の動きの調整 

支援員の採用手続きの現状と課題 

支援員の条件 

伝統をもつ自由遊びベースの公立幼稚園とその使命 

制約がある環境で会議を開催するための調整・工夫 
多人数が参加できる会議に向けた調整・工夫 

6 若い教諭の育成 

101 担任による週日案の園長・主任チェックとその後の全員共有

15 時間と環境により 
 子どもの「やりたい」を 
 実現・保障しやすい公立園 

2 学年で話し合ってから、全体の委員会開催 

80 ただ話すだけより深まるケース会議での検討 

85 教育、保育、療育は違うものだと感じる 

1 62 短時間教師を考慮に入れた短時間での園内委員会 

117 保育後の話し合いの延長で済ませている現状 

127 話す内容の事前調整（一人10分） 
  とその後の自由なやりとり 

日常的な話し合いの重視 
102 園長として「雑談」を大切に 

149 若手の悩みがやりとりできる場への意識 

159 職員室での日常的な会話保障への心配り 

147 重要な話せる雰囲気作り 

184 学級集約等の工夫による週案会議での多人数出席 

193 園内支援委員会を中心に全てを伝達することの難しさ 

日常的な情報交換 

71 正職員が3名。常時保育後に情報交換を行っている 

79 日常的な情報交換 

109 ニーズ児についての職員室での日常的な話題交換 

定期的な情報交換（園内委員会含む） 

週単位での情報交換 
45 【園内委員会】金/毎週に全体会. 

次週に向けて各学級担任が報告 

90 2週間に1度程度の割合で、担任3人で情報・意見交換 

3 月２回の全教職員での保育打合せ 
学期単位での情報交換 

99 学期の始まりと終わりに 
 園内就学支援委員会を実施（情報を交換） 

既存の保育（良さを含む）が
成り立たたなくなることへの懸念 
169 ニーズ児の増加に伴う保育の成り立たなさ 
 （とその環境での支援児の伸びへの疑念） 

105 今までのような保育は難しい。 
 保育内容そのものを見直す発想の必要性 

ニーズ児の増加と懸念 
77 公立幼稚園での要配慮児の受け入れの増加懸念 

176 対象の増加に伴い、支援の重点の置き場所 
が分からなくなってきている現状 

小規模園としての全体の見やすさ・動きやすさ 
172 小組織であるが故の 
  全員で見る体制 

24 小規模園で自由遊びなので
担任2人は4，5歳児両方の子ど
もをいつも適宜援助 

園全体として子どもを見ること 
23 園全体での 

 対応の心がけ 
70 教員みんなでこども 

 全員を見る体制と土壌 

セーフティーネット
としての公立園 

124 セーフティーネット 
 としての公立園 

168 より強くなったセイフ
ティーネットとしての公立園 

148 集団に入ることを目的とする 
 保育内容の検討（委員会） 

25 園の教職員全員で開催。共通認識が取れる… 

153 診断の有無を問わず 
 支援を行うというスタンス 

167 園内業務を増やす取り組みへの嫌悪 

21 開きにくいが保育後の話し合いを密にした情報共有 

8 主任・園長による 
 「少しの支援で済む子」への対応 

97 担任補助は免許を持ち 
 正規職員と同じ時間働く 

87 園の判断で資料を作成・申請 

107 該当児・クラスの多さによる 
支援員のやりくりの困難 

201 園ごとの採用の要望 
132  補助金決定時期と 
   加配配置のタイムラグ 

支援員の存在による恩恵 
65 連携取れていれば 

 担任は助かる 

174 安全のために 
 支援員を配置 

214 フリー保育者 
 が教頭のみ 

支援員の存在による弊害 
56 大人が多すぎると 

 子どもの依存心を高める 
86 支援員により薄まる 

 担任と子どもの関わり 

免許を要しない支援員 
182 資格は不問のヘルパー 

205 支援員の免許なし問題 

1  職員の配置 に苦労 

29 教員の人数の配置を手厚くして 

30 人の配置、特に養護教諭 

人手の足りなさと要望 
53 人手が足りない 

137 助かるマンパワーの多さ 

151 人募集（質がよければなお） 

小予算 
132 小予算によりかなわない人的支援 

123 とにかく予算、人  

5 加配を充実させたい 

106 時間（年間）と対象 
 が定められた支援員 

36 手をかけすぎてしまう支援員 

35 認定こども園化による 
 心強い看護師の配置 

200 専門性のある教員育成の必要性 

始業時打合せでの職員の動きの調整 
9 毎朝朝会を実施。子の動きや職員配置の検討 

支援員の動き方の調整 
126 前日反省、当日活動を含めて、 
  一日の要応援時間帯等の決定・調整 

44 始業時打ち合わせでの流れの確認を元に補助員は状況に応じて動く 

64 流動的な支援員の動き 

支援員との連携の取りにくさ 
55 降園後に 

 とれない 
 打合せ時間 

183 こども園化による 

 「担任ー支援員」 
 の連絡・相談時間確保困難  

207 午前と午後の保育の引継ぎの難しさ 

166 「人数がいればいい」 
 というわけではない 

78 子どもとの相性に配慮した支援員配置 

支援員と担任の連携方法・工夫 
17 時間制限ある 
  介助員と担任を 
  園長が仲介 

89 インフォーマルな手段 
 や日案の利用を通した 
 支援員と担任の日常の連携 

206 勤務時間を重ねることでの 
情報交換機会の設定 

66 手を出す/つなぐところを理解してもらい参加 

37 子どもに支援員がつくかどうかは学級担任が決める 

113 その子についてくれる教職員の待望 

50 幼児教育としてできる対応と 
  「それでいいのか」という不安 

62 全体から抜けがちで見えにくい要支援児 

個別対応と集団対応のバランス取りの難しさ 
54 個への関わりと集団への関わりとのバランスの難しさ 

48 活動全体と個別的・取り出し対応の両方を行うことの負担感 

イニシアティブのなさや作成の手間を理由として 
渋られる個別の教育支援計画の作成 

72 週日案による代替活用 

73 負担増の懸念に
よる指導計画未作成 

83 「わからない」個別の教育支援計画 

保護者の理解・承諾獲得の困難 
18 保護者の理解・承諾が難しい支援計画 

39 保護者の理解獲得困難 

68 文字制限による表現の難しさ 

他用務との兼ね合い 
58 計画作成と日常業務との兼ね合い 

112  作成による他用務負担 

担任の指導計画作成の園フォロー 
51 Coによるチェック 

95 書き方をマスターした職員（Co等）による調整 

118  計画作成時の管理職等の相談体制づくり 

28 作成に要する時間 

時間がかかる指導計画の作成 
135 時間がかかる指導計画 

31 午睡時や  超勤等を用いた作成時間の捻出 

作成の工夫 
163  色分けによる計画の機能化 

178   目標の管理（絞ったり、テーマで色分け） 

211  定期的な指導計画事例検討会の要望 

199 保護者理解があれば診断なしでも作成 

110  作ることによる他園務へのしわ寄せ 

他用務との兼ね合い 
165 作成・見直し余裕のなさ、 

他園務との重複を理由とした作成困難 

ふりかえりによる 
気づき・捉えなおし 

82 書くことによる整理・気づき 152 課題明確化とすっきり感 
160 評価を通した気づきの重要性 

194 捉えなおしのきっかけとなる指導計画 

177 未来に向けて育てる幼児教育のビジョン 
 と教育支援計画との沿わなさ 

81 作成を終える満足感と活用への疑問 

119 保護者の同意なし
で作っている現状 

171 保護者同意の 
 得られにくさ 

保護者の同意の有無 
10 申し出がなければ 

 作れないルール 

時間がかかる支援計画の作成 
47 計画作成には時間がかかるが 
（が個々の対応は必須） 

19 指導計画があるため不必要な支援計画 

保護者対応について 
園としての対応・バックアップ 

33 保護者支援を行う担任への 
  園としてのバックアップ 

34 未就園児のときから保護者と立ち話を通した関係構築 

59 行事での教員配置の配慮/親の心が折れないように 

96 ギャップがある場合のやり取りの難しさ 

67 入園初期の保育での活用 
 （教育支援計画） 

63 専門機関と繋がれないケース 

100 療育記録の交換と連携（コメント返し） 

217 支援員の配置に向けた早めの関係づくり 

難しい保護者との連携で 
「失敗を避ける」方策 

76 伝わらない場合の一手段としての 
 「様子見（無理はせずに着実に）」 

145 要望の強い保護者に対する 
  「できない」ではなく「努力します」対応 

161 保護者について第3者意見のありがたさ 

146 PTAでのさりげない子供紹介 
 （他の保護者との関係づくり） 

保育者（担任）ー保護者間での

49 保護者と保育者の子ども理解の乖離 

見立ての違い 
75 保護者-教諭間での見立ての異なり 

管理職が関係を作ること 
114 管理職が保護者の話をちゃんと聞くこと 

215 登園・降園時の園長-保護者間の連携 
様々な間隔での 

担任と保護者のやりとり 
116 学期単位での保護者と話す機会設定 

138 交換ノートを通した保護者との連携 

198  若手教員が故の計画作成方法の知らなさ 

教頭職兼務による多忙さ 

190 教頭職兼務ならびそれによる多忙さ 

195 教頭職兼務によるCoと多忙さ 

Coによる園内の 
情報掌握・共有 

42 なるべく保育に 
入るようにしているが 
時間の確保が課題 

139 Coと支援ルーム担任含めた全職員の密な情報共有 

209 経験年数が長い教員へのCo依頼 

指名の理由・背景 

22 Co担当者が以前「言葉の教室」に勤務 

26 研修受講ゆえに指名 

園のニーズに合う内容への要望
／園内研修への希望 

111 園内可能研修の要望 
  （多くはない専門研修機会） 

122 十分量の既研修と在園児の実際
につながる内容の要望 

57 自治体予算で年に一度は自由に講師招聘 

158 両立できない「研修受講」と「子ども関
わり」（支援員でその問題が顕著？） 

他業務との兼ね合い 

167 園内業務を増やす取り組みへの嫌悪 時間の取れなささ 

14 研修時間の確保が難しい 

202 資源がないが故の戦略としての人材育成 

研修意義への理解 

93 園長向けに毎年1回就学支援にかかる研修受講が義務 

130  確保されている幅広い勉強の機会 

13 支援員養成の研修が随時実施 

103 発達支援室の設置園同士の研究会の開催（年6回） 
 と支援センターのスタッフの在籍 

研修機会の多さ 

104 市の研修は多いほう 

園内で多職種へ相談できる仕組み 

128 不在なことも多いが専門的相談を日ごろからしてもらえる心強い通級担当 

98 発達支援の部屋が設定されており、その教室の先生も当然かかわる。 

7 幼稚園の中に幼児教育センターが配置 

134  支援ルームでの状況に応
じた個別・小集団の取り組み 

141  「通常⇔支援クラスの交互経験での
キャリア・専門性積み上げ」という理想 

142 ボトムアップと行政トップダウン 
 による特別支援体制整備 

150 乳児期から自治体が丁寧に 
 関わってくれる安心感・信頼感 

行政への安心・信頼 

84 町からの手厚い支援 

教諭以外が保護者相談ができる公的な仕組み 

121 市教委内の専門職員による「保護者苦情調整や各種支援活動」の展開 

191 支援センターの専任心理士は 
 保育園のみ（認定こども園化した問題）  

11 コンシュルジュ事業がある。 
 核になる児童精神科があり、相談先を相談できる 

12 園内に「幼児教育支援員（発達相談を受けることができる教諭） 

131 子どもとのかかわりが薄いカウンセラー問題 
/課題を積極的に見つけられるカウンセラー要望 

園のニーズに合わない実情 

179 専門家の意見対する疑問（なにげない事例） 

180  多需要のためタイミングが悪い巡回相談 

213  SC、SWが配置環境下における実働のなさ 

108 専門家チームが来訪する前の委員会開催 

園内の事前調整 

27 巡回相談時に全体的な期案を用意・提示 

40 保護者面談もやってくれる巡回相談 

32 巡回の際、担任・担当ともにカンファに出られるよう職員配置を調整 

多人数が参加できるための調整・工夫 

69 支援員が巡回相談員との話と園内研のときは残業できるように 

88 サポーターの勤務は都合に応じて柔軟に。巡回指導が行われる日は、
勤務を調整して保育後の会議にも参加 

120 出すのがあたりまえの巡回相談 

74 巡回相談が年に2回 

46 教育委員会に幼稚園担当の指導主事がいて、定期的に訪問 

66 手を出さないと 
 「仕事していない」 
 と思いがち 

52 保護者との応答的な対応の中でどのようにつなげていくか難しい。 

136 計画作成よりも重視される逐一の話し合い・共有機会 

140 特別な場を設けなくとも迅速な情報共有が多く行われる環境 

担任の実践 

支援員 

Co 

公立幼稚園の
実態 
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図2.　特別支援教育体制整備を進める上での課題と管理職らによる園内での調整（右部）

4 （Co）現場は忙しすぎるので、専任Coの配置希望 

巡回相談の間隔・機会数 

保護者と担任との関係 

作成の手間を理由として 
渋られる個別の指導計画の作成 

幼稚園の置かれている現状（困難） 

216 担任一人でカバーしきれない現状 
 と支援員予算要望 

職員の動きの調整 

支援員の採用手続きの現状と課題 

支援員の条件 

伝統をもつ自由遊びベースの公立幼稚園とその使命 

制約がある環境で会議を開催するための調整・工夫 
多人数が参加できる会議に向けた調整・工夫 

6 若い教諭の育成 

101 担任による週日案の園長・主任チェックとその後の全員共有

15 時間と環境により 
 子どもの「やりたい」を 
 実現・保障しやすい公立園 

2 学年で話し合ってから、全体の委員会開催 

80 ただ話すだけより深まるケース会議での検討 

85 教育、保育、療育は違うものだと感じる 

1 62 短時間教師を考慮に入れた短時間での園内委員会 

117 保育後の話し合いの延長で済ませている現状 

127 話す内容の事前調整（一人10分） 
  とその後の自由なやりとり 

日常的な話し合いの重視 
102 園長として「雑談」を大切に 

149 若手の悩みがやりとりできる場への意識 

159 職員室での日常的な会話保障への心配り 

147 重要な話せる雰囲気作り 

184 学級集約等の工夫による週案会議での多人数出席 

193 園内支援委員会を中心に全てを伝達することの難しさ 

日常的な情報交換 
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既存の保育（良さを含む）が
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 （とその環境での支援児の伸びへの疑念） 
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 保育内容そのものを見直す発想の必要性 

ニーズ児の増加と懸念 
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小規模園としての全体の見やすさ・動きやすさ 
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もをいつも適宜援助 
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23 園全体での 
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セーフティーネット
としての公立園 

124 セーフティーネット 
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168 より強くなったセイフ
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153 診断の有無を問わず 
 支援を行うというスタンス 

167 園内業務を増やす取り組みへの嫌悪 
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小予算 
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123 とにかく予算、人  
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支援員と担任の連携方法・工夫 
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89 インフォーマルな手段 
 や日案の利用を通した 
 支援員と担任の日常の連携 
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112  作成による他用務負担 
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 （他の保護者との関係づくり） 

保育者（担任）ー保護者間での

49 保護者と保育者の子ども理解の乖離 

見立ての違い 
75 保護者-教諭間での見立ての異なり 

管理職が関係を作ること 
114 管理職が保護者の話をちゃんと聞くこと 

215 登園・降園時の園長-保護者間の連携 
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／園内研修への希望 
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  （多くはない専門研修機会） 
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につながる内容の要望 
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わり」（支援員でその問題が顕著？） 
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202 資源がないが故の戦略としての人材育成 

研修意義への理解 

93 園長向けに毎年1回就学支援にかかる研修受講が義務 

130  確保されている幅広い勉強の機会 

13 支援員養成の研修が随時実施 

103 発達支援室の設置園同士の研究会の開催（年6回） 
 と支援センターのスタッフの在籍 

研修機会の多さ 

104 市の研修は多いほう 

園内で多職種へ相談できる仕組み 

128 不在なことも多いが専門的相談を日ごろからしてもらえる心強い通級担当 

98 発達支援の部屋が設定されており、その教室の先生も当然かかわる。 

7 幼稚園の中に幼児教育センターが配置 

134  支援ルームでの状況に応
じた個別・小集団の取り組み 

141  「通常⇔支援クラスの交互経験での
キャリア・専門性積み上げ」という理想 

142 ボトムアップと行政トップダウン 
 による特別支援体制整備 

150 乳児期から自治体が丁寧に 
 関わってくれる安心感・信頼感 

行政への安心・信頼 

84 町からの手厚い支援 

教諭以外が保護者相談ができる公的な仕組み 

121 市教委内の専門職員による「保護者苦情調整や各種支援活動」の展開 

191 支援センターの専任心理士は 
 保育園のみ（認定こども園化した問題）  

11 コンシュルジュ事業がある。 
 核になる児童精神科があり、相談先を相談できる 

12 園内に「幼児教育支援員（発達相談を受けることができる教諭） 

131 子どもとのかかわりが薄いカウンセラー問題 
/課題を積極的に見つけられるカウンセラー要望 

園のニーズに合わない実情 

179 専門家の意見対する疑問（なにげない事例） 

180  多需要のためタイミングが悪い巡回相談 

213  SC、SWが配置環境下における実働のなさ 

108 専門家チームが来訪する前の委員会開催 

園内の事前調整 

27 巡回相談時に全体的な期案を用意・提示 

40 保護者面談もやってくれる巡回相談 

32 巡回の際、担任・担当ともにカンファに出られるよう職員配置を調整 

多人数が参加できるための調整・工夫 

69 支援員が巡回相談員との話と園内研のときは残業できるように 

88 サポーターの勤務は都合に応じて柔軟に。巡回指導が行われる日は、
勤務を調整して保育後の会議にも参加 

120 出すのがあたりまえの巡回相談 

74 巡回相談が年に2回 

46 教育委員会に幼稚園担当の指導主事がいて、定期的に訪問 

66 手を出さないと 
 「仕事していない」 
 と思いがち 

52 保護者との応答的な対応の中でどのようにつなげていくか難しい。 

136 計画作成よりも重視される逐一の話し合い・共有機会 

140 特別な場を設けなくとも迅速な情報共有が多く行われる環境 

担任の実践 

支援員 

Co 

公立幼稚園の
実態 

園内委員会 

研修 

巡回相談 

個別の 
指導計画 

個別の  
教育支援計画 

保護者対応 
/支援 

自治体の 
取り組み 
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なお、中カテゴリーに相当するものは〈　〉にて、大

カテゴリーは《　》にて、また1行見出しや実際の

報告書の記録内容の抜粋は「　」で示した。

1. 「公的な教育機関としての独自な環境とその
特徴」
図2の左上に位置する部分に、大きな括りとし

て、①〈セーフティーネットとしての公立園〉

〈小規模園としての全体の見やすさ・動きやすさ〉

〈園全体として子どもを見ること〉から構成される

《伝統を持つ自由遊びベースの公立幼稚園とその

使命》、②〈ニーズ児の増加と懸念〉〈小予算〉〈人手

の足りなさと要望〉から構成される《幼稚園の置

かれている現状（困難）》、③〈既存の保育が成り立

たなくなることへの懸念〉が位置づいている。

ここでは、特別支援教育体制整備を進める際に

前提となる、公立幼稚園の置かれた状況全般に関

してまとめられた。公立幼稚園では、子どもや教

職員の人数が少ない場合があり、例えば2年保育

で年少・年長クラス1つずつ、教職員が3～5名の

園もある。自由遊びの伝統を大切にし、園全体を

見渡しながら、一人一人の子どもの『やりたい』を

教職員全体で支えること、また地域の中で受け入

れてもらうことが難しい子どもにも応える〈セー

フティーネットとしての公立園〉としての使命感

を、教育の基礎に敷いていることが指摘された。

一方で、こうした状況を支える人的・財政的基盤

は整っているとは言い難く、〈ニーズ児の増加（と

懸念）〉や〈人手の足りなさ（と要望）〉の問題は、

相互に関連した課題として位置づいている。発達

や子育て上の困り感の少ない幼児が、クラス内で

相対的に少ないことにより、子ども集団が遊びや

生活を自ら進めていく勢いが弱くなり、〈既存の

保育が成り立たなくなることへの懸念〉を訴える

など、これまで続けてきた「保育内容そのものを見

直す発想の必要性」を求める意見も挙げられた。

望んでいる状況ではないものの、地域の重要な後

ろ盾としての機関として位置づいていることか

ら、今の状況をスタートラインとして、できること

を講じようとする姿勢が見え隠れする。

2. 「ただいればいい」わけではない支援員の存在
図2の左中央部に位置する部分である。①〈支援

員採用手続きの現状と課題〉〈免許を要しない支援

員〉などから構成される《支援員の条件》、②〈支援

員との連携の取りにくさ〉、③〈支援員の動き方の

調整〉、また④〈支援員と担任の連携方法・工夫〉、

⑤〈支援員の存在による恩恵〉、⑥〈支援員の存在に

よる弊害〉などが、近い距離に配置された。

上記1つ目のテーマで指摘した〈人手の足りな

さ〉を保証させるべく、今回の調査報告では、支援

員に対する考えや思いが、報告書内で散見された。

「安全のために支援員を配置」「連携がとれていれ

ば担任は助かる」などのように、支援員の必要性は

多くの管理職に認められている。ただし、自治体

によって採用手続きや資格・免許有無の必要性も

様々であり、また日々の保育における担任との連

携、細かな保育進行上の動き方に至るまで、広範囲

に気を配っている状況が明らかとなった。その中

で「大人が多すぎると子どもの依存心を高める」

「支援員により薄まる担任と子どもの関わり」を

はじめとして、「手をかけすぎてしまう支援員」の

問題、つまり〈支援員の存在による弊害〉を指摘す

る意見は注目に値する。なぜなら、必要性により

採用したはずの支援員が、その配置や関わり方等

によって、子どもの主体性を尊重した保育に悪影

響を及ぼす可能性を指摘しているからである。

この問題に対して、時間給などの勤務条件より

発生してしまう〈支援員との連携の取りにくさ

（連携機会・時間の制約）〉を超えて、いかに担任や

園全体と連携するかについて、例えば「時間制限

がある介助員と担任を園長が仲介」「手を出す /つ

なぐところを理解してもらい参加」「子どもに支

援員がつくかどうかは学級担任が決める」などの、

具体的な調整方法も報告された。こうした支援員

の動き方については、図2の左下下部に位置づく
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〈個別対応と集団対応のバランス取りの難しさ〉に

も発展しうる、重要な課題であると考える。

3.  作成意義を見出せる個別の指導計画と見出
せない個別の教育支援計画
図1の中央部に位置する部分である。①〈他用

務との兼ね合い〉〈時間がかかる指導計画の作成〉

〈保護者の同意の有無〉などから構成される《作成

の手間を理由として渋られる個別の指導計画の

作成》、また基本的な構図は比較的似ているが

②〈他用務との兼ね合い〉〈時間がかかる支援計画

の作成〉〈保護者の理解・承諾獲得の困難〉からな

る《イニシアティブのなさや作成の手間を理由と

して渋られる個別の教育支援計画の作成》が大き

な位置を占める。その他、③〈（個別の指導計画の）

作成の工夫〉、④〈ふりかえりによる気づき・捉え

なおし〉、⑤〈担任の指導計画作成のフォロー〉な

ども配置された。

園のカリキュラムのもと、個々の活動で幼児を

支える内容や手だてを示す「個別の指導計画」と、

保護者を含めて園外の関係者とともに目指すべき

姿や支援の方向性を揃えるための「個別の教育支

援計画」に関して、抽出された個数は多くはなかっ

たものの、各取り組みに対する管理職の意識の構

造は、似たものとなった。つまり、両ツールでは、

その作成には〈保護者の同意 /理解・承認獲得〉が

必要であることが多く、作成前からの準備や段取

りが必要であること、また、いざ作成しようとして

も〈時間がかかる指導 /支援計画の作成〉である上

に、園内の〈他用務との兼ね合い〉によってスムー

ズに展開しにくいことが指摘された。

一方で、個別の指導計画に限って言えば、その

作成により、「ふりかえりによる気づき・捉えなお

し」、「課題解決化とすっきり感」などが（担任に）

得られるなど、利点を強調する記載も得られた。

通常、個別の指導計画作成の意義としては、具体

的な行動目標や指導方法・かかわり方を決定して

実践につなげるなど、いわゆるPDCAサイクル

上の“計画の実行”部分に目が向けられがちであ

る。しかし、今回の結果では、その前段階である

“子ども理解 /アセスメント”の部分にこそ、指導

計画の意義を管理職が感じていることが示唆され

た。こうした意義を感じることは、〈担任の指導計

画作成の園フォロー〉と実際の〈作成の工夫〉とい

う、管理職によるその後の配慮・工夫を、担任らに

働きかようとする動機にもつながる。

他方、個別の教育支援計画では、専門性を異に

する他機関とのビジョンの違いを、このツールで

調整できるという実感が得られないまま、進めら

れており、上述の問題を覆すだけの利点を感じる

には至っていないようである。この点で個別の指

導計画と個別の支援計画に対する管理職の意識に

は、見過ごせない差がある。

4. 全園体制を導くための園内委員会と人員配
置に対する細やかな調整
図1の中央部に位置する部分である。①〈週単位

での情報交換〉〈学期単位での情報交換〉からなる

《定期的な情報交換（園内委員会含む）》、②〈日常

的な話し合いの重視〉〈日常的な情報交換〉〈多人数

が参加できる会議に向けた調整・工夫〉などからな

る《制約がある環境で会議を開催するための調整・

工夫》、③〈Co注3）による園内の情報掌握・共有〉、

④〈支援員の動き方の調整〉〈始業時打ち合わせ

での職員の動きの調整〉からなる《職員の動きの

調整》などが配置された。

特別支援教育開始時より、担任による実際的な

教育をバックアップする組織的な取り組みとし

て「校内（園内）委員会」の設置が進められていた。

H19年の時点で小・中学校では99%以上の設置

率であったのに対し、幼稚園では53.2%であっ

たが、その後約10年かけて95%近くまで設置率

を増やしてきた。こうした数値的な変化の背景

に、公立幼稚園ならではの背景があることが明ら

かとなった。つまり、上記1のテーマのように、

公立幼稚園の中には教職員の数が少なく、必ずし
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も定期・定式の委員会としての開催にこだわっ

ていない状況がある。いわゆる定例の職員会議

や他の園務分掌の会議時に、子どもの情報共有や

指導計画作成など特別支援に関わる時間を取る

など、流動的な取り組みが行われている可能性

がある。加えて、幼稚園教育の価値観として、

〈園全体として子どもを見ること〉が重視されて

おり、その方策として〈日常的な話し合いの重視〉

〈日常的な情報交換〉が重要視されていた。これ

らの理由により、いわゆる小学校教育で想定され

るような、曜日・時間で区切られる〈定期的な

情報交換の機会〉として開催するか、それとも他

会議と抱き合わせながら柔軟に開催するか、それ

ぞれの重要度や実務的な制約を天秤にかけなが

ら、園内委員会の取り組みが進んでいる状況が

浮かび上がった。

続けて、人員配置への意識とその調整に目を向

ける。慢性的な人手不足（《人手の足りなさと要

望》）の状況がありつつも、園全体の保育を進める

ために《職員の動きの調整》として、「毎朝朝会を

実施。子の動きや職員配置の検討」を行ったり、

また支援員について「前日反省、当日活動を含め

て、一日の要対応時間帯の決定・調整」する、とい

う細やかな指摘も挙げられた。園内の人のやりく

り、また先述の支援員がいることの弊害の問題も

含めて、「主任・園長による少しの支援で済む子の

対応」という対応を行うとの記載も挙げられた。

散歩や誕生会などクラス合同での活動も多く、

また日によって特定の幼児が児童発達支援事業を

利用することもあり、園内の全職員がその日一日、

どのように動くかは、日々管理職らによって細か

く調整が図れられている。その状況判断にも高い

専門性が問われるものと推察した。

5. 関係性を築くための直接的な関わりと「担任
フォロー」に向けた間接的な関わり
図2の右下部に位置する。①〈管理職が関係を

作ること〉などからなる《保護者対応について園

としての対応・バックアップ》、②〈保育者（担任）

－保護者間での見立ての違い〉〈様々な間隔での

担任と保護者でのやりとり〉からなる《保護者と

担任の関係》、③〈難しい保護者との連携で「失敗

を避ける」方策〉などが配置された。

整理されたことの一つは、管理職がいかに保護

者との関係を作り、配慮を行うかに関するもので、

「支援員配置にむけた早めの関係づくり」「PTAで

のさりげない子ども紹介」、また「行事での教員配

置の配慮 /親の心が折れないように」なども挙げ

られた。厳しい状況に置かれがちな保護者をフォ

ローすること、また入園前から就学移行まで年間

を通して多数の手続きが発生することを見越し

て、早期に関係構築を図る意図が見て取れる。

他方で、保護者対応に関して気を配る方向の

二つ目に、〈保護者と担任の関係〉も挙げられた。

日 〈々様々な間隔で担任と保護者のやりとり〉が発

生しており、〈保育者（担任）と保護者間での見立

ての違い〉が生じる可能性を危険視する意見も挙

げられた。なお、こうした状況は、先に述べた個

別の指導計画や個別の教育支援計画作成に関する

保護者同意につながる内容として、図2上で位置

付けた。

6.  行政に対する信頼感と質向上に向けた将来
への要望
図1の右部に散在している部分である。①＜研

修機会の多さ＞、②＜園のニーズに合う内容への

要望 /園内研修への希望＞、③＜園内で多職種に

相談できる仕組み＞、④＜園のニーズに合わない

実情（巡回相談）＞、⑤＜行政への安心・信頼＞、

⑥＜教諭以外が保護者相談できる公的な仕組み＞

などからなる。

一般的に公立幼稚園では、私立幼稚園に比べて、

研修や巡回相談など自治体のバックアップを受け

やすい。実際、研修については〈研修機会の多さ〉

が複数指摘されており、巡回相談やその他相談に

ついても自治体独自の制度を利用できることか
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ら、〈行政への安心・信頼〉を表す意見も散見され

た。ただし、量的には満足する声がある一方で、

例えば研修では〈園のニーズに合う内容への要望 /

園内研修への希望〉があげられ、巡回相談でも

「専門家の意見に対する疑問」や「子どもとのかか

わりが薄いカウンセラー問題」など、＜園のニー

ズに合わない実情と質的な拡充を望む声も見受け

られた。

Ⅴ．総合考察

本研究では、公立幼稚園管理職への聞き取り調

査の調査報告書から、「特別支援教育体制整備が

保育の文脈にどのように適合しているのか」を明

らかにすることを目的とした。以下では、組織構

造論から導かれた3点、つまりA：幼児教育現場

に根差した価値観と特別支援教育体制整備に

由来する価値観との適合状況、B：園内で特別支

援教育体制整備をするために管理職によって行

われている調整、C：特別支援教育体制整備を構

成する個々のツール・取り組みやその他事項が相

互にどのような関係にあるのかを交えて、考察を

行う。

1.  特別支援教育体制整備の現場への適合状況
と管理職による調整
ここでは説明上、上記AとBについて、双方交

えて示していく。幼児教育の場で特別支援教育体

制整備を進めるにあたり、価値観の相違が生じ、

戸惑い等の感情を経て、その解消のために何らか

の調整行動に至る可能性がある事項について、

本研究の結果からは、「園内（校内）支援体制」、

「個別の指導計画」、「個別の教育支援計画」の3つ

が挙げられた。

まず、園内委員会についてである。2000年初頭、

小学校以上の教育の場で校内委員会の設置が求

められた背景の一つに、かつて「一国一城」とも

称された学級担任間の関係の希薄さが問題視さ

れていたことは見逃せない。「通常学級には障害

児はいません。いるとすれば別のクラス・学校で

は」と言われかねない時代に、「学校内の教職員

が全員で子どもたちを支える」という価値観を、

多忙極める多くの教職員がいる場に浸透させる

ための第一段階として、公務分掌上で有形の委員

会が求められていた。他方、幼児教育においては、

元来より〈園全体として子どもを見る〉伝統と文

化が重視されており、かつ職員数がさほど多くな

いことから、特別な場（委員会）を設けなくとも、

立ち話を含めた〈日常的な情報交換〉が、保育を進

めていく上での重要なポジションとなっていた。

一部の管理職から挙げられた「特別な場を設けな

くとも」という表現はこうした背景を述べている

ものと考える。

ただし、園内委員会で扱う内容は日々の情報共

有だけとは限らない。気になる行動への対応など

難しいケース（保護者含む）に関わるための問題解

決の場として、あるいは担任が作成する個別の指

導計画を確認する場として使われることもある。

形式的に園内委員会を進めようとする管理職ら

は、インフォーマルな情報交換の場とのバランス

の中で、開催のタイミング・回数、関与する教職員

（支援員含む）の規模などを、調整していることも

明らかとなった。幼児教育独自の園内委員会の進

め方を定め、広げていくためにも、各園で異なる

設置・運営状況に関する情報を集め、園同士で状

況を確認しあえる機会（管理職研修等）の設定が

望まれるだろう。

次に個別の指導計画についてである。元来、

子どものニーズを扱うために短期目標や長期目標

の設定を含めて、PDCAサイクルが内包された

ものであり、特段小学校以上ではカリキュラムの

性質上、具体的な学習・行動目標を設定しやすい。

一方、幼児教育においては、具体的な指導目標が設

定されるよりも方向的な目標、つまり、生活や遊び

の中で子どもの「やりたい」ことを支えるために、

子どもらの声や姿を適切に拾いながら、まとまり
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のある育ちを目標として定位する。管理的な

PDCAサイクルよりも、「幼児理解」から出発して、

「保育計画」→「実践」→「省察」という保育実践の

サイクルが望ましいという指摘（中坪・香曽我部・

後藤・上田，2011）もある。先述のように本研究の

結果から、個別の指導計画の意義として「ふりか

えりによる気づき・捉えなおし」が挙げられた。

これはPDCAサイクルに依拠する個別の指導計

画における、いわゆる客観的な「アセスメント」と

しての位置づけよりも、むしろ、行動の意味や背

景が読み取りにくい幼児への誤解や思い違いなど

が、計画の作成によって見つめなおされる機会を

経て、「幼児理解」に変化がもたらされることを強

調しているものと考えられる。

今回の調査では、個別の指導計画が醸し出す

指導・管理的な枠組みへの違和感などを、直接に

訴える指摘はなかった。しかし、こうした指導観

や子ども観に関わる事項が浮かびあがったこと

は、幼稚園における個別の指導計画の適用には特

段の配慮が必要であるとする吉川（2021）の指摘

がやはり重要であることを示唆していると考え

る。障害児指導に慣れた専門家からは「目標はな

るべく客観的で評価可能な行動レベルで」と、

保育の文脈としては馴染みが薄い助言を受けるこ

とも多い。管理職が、こうした状況を俯瞰してど

のように特別支援教育―幼児教育のアイデアを

織り交ぜて注4）、担任の指導計画作成のフォロー

を行っているか、また書式そのものをどう捉えて

いるのかは、今回の検討では明らかにできていな

い部分が多く、今後の課題である。

最後に、個別の教育支援計画について述べる。

この計画では、そもそも当事者である幼児または

その保護者を中心に、他機関が情報を共有し、

支援や問題解決の方向性（ベクトル）を合わせる

ことに、大きな意義を持つ。一方で、今回の結果

からはそうした意義に対する戸惑いやギャップ

を感じるということよりも、むしろ園内の多忙な

状況をもとに、誰がこの計画を主導するのかとい

うイニシアティブのなさ、そして肝心の当事者

からの同意を得ることに一定のハードルがある

がゆえに、作成機会が少なく、この計画の意義を

“感じにくい”状況にあることが浮かび上がった。

当然、「管理職による調整をどうすべきか /どうあ

るべきか」という以前の問題であり、今後、研修

等での周知はもちろんのこと、なぜこの計画が必

要なのかということを，他職種との実際のやり取

りの中で、経験的に獲得していく方向性が必要で

はないだろうか。

2. 特別支援教育体制整備を構成するツール・
取り組み間の関係について
特別支援教育体制整備を構成するツールや取り

組みは、毎年の調査より、着実に進展している状

況が指摘されてきた。一方で、それらには共通の

目的や理念があるとすると、全く別個のものとし

て位置づいているとは想像しにくく、何かしらの

つながり・関係性を持っているのではないかと想

定した。残念ながら、本研究の検討では図1に示

したように、実地調査でのインタビュー内容から

KJ法に基づいて整理していくというデータ収集・

分析手続きの元で、ツール等間のつながりを示す

矢印ははっきりとは確認されなかった。

例えば、全体としての個別の教育支援計画と

園・学校内独自の個別の指導計画とは、相互に

関連付ける必要性が指摘されているにもかかわ

らず、今回の検討ではそうしたつながりは確認さ

れなかった。図1の中央部に位置する、特別支援

教育コーディネーターについても、園内委員会や

個別の指導計画を展開していく上で、大きな役割

を果たしていると考えられるが、これも十分には

明らかにはされていない。他方、「園内委員会」と

「巡回相談」の関係については、実施回数に制約の

ある巡回相談を効果的に受けるために、園内委員

会の周辺で情報整理を行うなどの事前調整が

行われており、既存の園内資源と外部資源との

関係を考慮に入れようとする方向性がいくらか
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確認された。今後さらに調査の内容・範囲・手法

などを再検討し、改めて検討を行う必要があると

考える。

3. 本研究の成果と今後の課題
本研究での検討の結果、特別支援教育体制整備

の量的な拡充状況の裏で、幼児教育と特別支援と

いう領域の違いに伴う価値観の相違が生じて

おり、また公立幼稚園としての独自な教育・環境

の影響も重なり合いながら、管理職らは数多くの

園内調整（マネジメント）を行っている実態が明

らかとなった。

本稿冒頭で述べた米国幼児期特殊教育領域の

ガイドラインで、管理職らによる「リーダーシップ

（Leadership）」は、その領域で重要視されている

「アセスメント」「環境」「移行」など、他の7つの

トピックの成否に大きな影響を持つものとして、

最も初めに確認される事項としてまとめられて

いる（DEC, 2014）。その中では、「保育実践者が

帰属意識を感じ、組織の使命と目標を支援したい

と思うような文化と風土を創り出すこと（項目番

号L1）注5）」をはじめとして、管理職に求められる

調整の多くは、内なる園内資源に向けられること

を指摘する一方（Hebbeler, 2015）、「サービスと支

援の調和的で包括的なシステムを構築するため

に、レベル（州から地域へ）を超えて、また他の支

援システムや機関担当者との協力関係を構築する

（項目番号L6）」など、園外資源との調整について

も明記されている。では双方の価値観、ビジョン

に違いがある場合、つなぐ立場としての管理職は

どのように行動すべきなのか。この問いに対し

て、今後も更なる注目を当てる必要があることを、

本稿で示したものと考えている。加えて、管理職

に対する具体的な指針が示されていない現状で

は、既に自助努力で多くの調整が行われているこ

とを意識し、その内容を拾いあげることが必要で

あろう。また、近い場所から園をフォローして

いる教育委員会や児童発達支援センターなどが、

生活や遊びの専門家集団としての幼児教育の立場

をいかに理解し、これらの調整に寄り添っている

のかも明らかにしなければいけないだろう。

最後に本研究の課題について述べる。本研究

を進めるにあたり、本来ならば管理職から直接得

られたインタビューデータを用いるべきであっ

た。今回、「調査委員の記録」を用いている点で、

インタビュー内容から細かなニュアンスが捨象

された状態のデータを扱っている危険性、管理職

らの生の声や幼稚園の実情を拡大視してしまっ

ている可能性もあるだろう。この危険性を最大

限考慮に入れるために、KJ法の手続きにおいて、

障害のある子どももいる保育・幼児教育の現場を

行き来してきた筆者間で、全国多様な公立幼稚園

の実態について語りながら、図2を作成した。「紙

きれのさし示す材料、その意味内容に忠実である

かぎり、そうやたらと勝手な並べ方はできない（川

喜田，1967）」という説明に基づけば、図2に示し

た状況が、今も進められている幼児教育の現状の

構造から、大いにかけ離れているとも言えないと

考えているが、やはり研究手続き上の制約は大き

い。探索的な本研究から得られた結果をもとに、

改めて各園の実情と対比させたり、より精緻な研

究デザインの下で修正を行ったりすることを含

めて、「現場との対話」を続けて行う必要があると

考える。

注
注1） 文部科学省は2007年の特別支援教育開始

より、校内委員会の設置状況、特別な支援を

必要とする幼児児童生徒の実態把握、特別

支援教育コーディネーター、個別の指導計

画の作成状況、個別の教育支援計画の作成

状況、巡回相談員の活用状況、専門家チーム

の活用状況、特別支援教育に関する教員研

修の受講状況からなる、特別支援教育体制

整備を推進してきた。また、その整備状況

について毎年の調査が行われてきた。
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注2） 小学校段階では2000年初頭より各地でモ

デル事業が始まり、特別支援教育を円滑に

スタートさせるための準備が着々と進んで

いた。校内支援委員会（小学校）の初期の適

用について、例えば下記を参照されたい。

 藤田直子（2002）配慮を要する児童を支援

するための校内（茨城県守谷町立松前台小学

校）委員会の設置について．月間生徒指導，

32（2），138-143．

注3） Coとは特別支援教育コーディネーターを

意味する。

注4） 吉川・上村・川田（2017）は幼児教育の立場

から「信頼モデル」に基づく指導計画を、

また真鍋（2013）は幼児教育と障害児教育

の枠組みを交えたハイブリッド型の指導計

画の提案を行っている。子どもたちの

「できる /できない」という部分よりも、意欲

や心情、興味・関心などを個別の指導計画

で強調・反映できる方法を議論している。

注5） 米国幼児期特殊教育領域のガイドライン「推

奨する実践（DEC Recommended Practice）」

では、AssessmentやEnvironmentなど、幼

児期のインクルージョンを進めるために

必要な領域として7項目が設定され、各々

で複数の具体的な実践が述べられている。

「項目番号L1」のLはLeadershipの頭文字

を表し、1という数字はリーダーシップの場

合は全部で14個ある実践のうちの1番目の

内容であることを意味している。

付記
本研究で扱った調査データは、令和元年度文部

科学省の「幼児教育の課題に対応した指導方法等

充実調査研究」の委託費による委託業務として実

施した下記報告より得られたものである。令和

元年度文部科学省委託「幼児教育の教育課題に対

応した指導方法等充実調査研究」．特別な配慮を

必要とする幼児を含む教育・保育の実践課題に

関する実態調査（研究委託機関：関東学院大学、

調査報告書公表日：令和2年3月）  

https://www.mext.go.jp/content/20200525-mxt_

youji-000004222_10.pdf
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特集　「保育者の資質向上」

特集テーマ設定の趣旨

幼稚園や保育所、認定こども園において、質の高い幼児教育・保育を保証していくためには、

その中核をなす保育者の資質向上は欠かせません。保育者は、日々の子どもたちとのやりとり

を通して、子どもたちの健やかな育ちや学び、ウェルビーイングに深く影響をもたらしていき

ます。本学会は、このような乳幼児教育に関わる保育者の役割の重要性を踏まえ、保育者の

養成及び研修に焦点を当て、これらに関する研究の意見交換や発表の場として設立しました。

これらのことを踏まえ、『乳幼児教育・保育者養成研究』第3号においては、特集テーマと

して「保育者の資質向上」を設定し、これに関連する論文を積極的に掲載していくこととし

ました。本テーマでは、保育者に求められる資質や研修、保育の仕事に就く準備としての養成教

育の在り方、保育者として成長していくプロセス等、保育者の資質向上に関わる内容を考えて

います。なお、特集テーマの設定は、第3号において初めての企画でしたので、今回は依頼投

稿という形をとって、掲載に至っております。

特集テーマ「保育者の資質向上」は、引き続き第4号特集テーマとしていきたいと考えてい

ます。会員の皆様が、特集テーマ「保育者の資質向上」に関心をもち、投稿されることを期待

しています。

（学会誌編集委員会）
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ミドルリーダーとされる理由
̶幼稚園等の園長を対象とした質問紙調査を基に̶

Analysis of Factors for Middle Leaders in Kindergarten
– Based on a Q uestionnaire Survey Targeting Kindergarten Principals –

山瀬範子
國學院大學

教員の力量形成を担う研修や保育実践において、ミドルリーダーの機能・役割は大きい。本稿では、

幼稚園の園長を対象とした調査データを基に、幼稚園におけるミドルリーダー像とともに、ミドルから

ミドルリーダーとなるため、どのような力を培うことが求められているのかを検討した。ミドルリー

ダーは、人との関わり、特にミドル以下の教職員との関わりから位置づけられていた。研修や保育実践

においてどのようにミドル以下の教職員と関わるのか、によってミドルリーダーであると判断されてい

た。必要とされる研修としては「自ら学ぶ姿勢とリーダーシップ」が最も多く挙げられ、この点からも、

教員組織における位置や役割からミドルリーダーとなることがわかった。また、教員組織の人数の差に

よりミドルリーダーになる教員の勤務年数に違いがみられた。組織の在り方とミドルリーダー像との

間の関連がある可能性がある。

キーワード：  ミドルリーダー、教員の資質・能力、研修、教員組織、勤務年数

Ⅰ．問題の所在

就学前の子どもの育ちは、生涯にわたる発達の

基盤をなすものであり、この時期の子どもの育ち

を保障するため、幼児教育・保育を担う教職員の

役割は大きい。

1966（昭和41）年の ILO・ユネスコの「教員の

地位に関する勧告」では、教育の質の保証におい

ては教員の能力・技術が大きな影響を持っている

ことを示し、専門職としての教員を位置づけた。

では、教員の専門性とはどのような能力・技術に

あり、それはどのように培われるのか。秋田ほか

（2016）は、保育におけるリーダーシップ研究につ

いてレビューを行い、実証的研究が極めて少ない

ことや「ミドルからのリーダーシップによる変革

ということを考えるならば、園におけるミドル

リーダーとは何をする人かが問われなければなら

ない」ことを指摘している。保育教諭養成課程研

究会では、文部科学省委託研究を通して、幼稚園教

諭等の就学前教育を担う教員等の専門性とは

何か、それがどのように形成されていくのか、どの

ような研修が必要なのか、教員養成から現職の

キャリアステージに応じて検討を続けている注1）。

教員の力量形成を担う研修において、また、就学

前教育を担う施設等の保育実践において、ミドル

リーダーの機能・役割は大きい。2015（平成27）年

の中央教育審議会答申「これからの学校教育を

担う教員の資質能力の向上について ～学び合い、

高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて

～」においては、「校内研修の充実に関する先進的

事例」として、「どの教員も主体的に参加できるよ

うに校内に複数の研修チームを設け、各チームに

経験豊富なベテランの教員やミドルリーダーとし

ての活躍が期待される教員、教職経験の浅い若手

pp.79-87

原著論文
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教員や初任者の教員、臨時的任用の教員をバラン

スよく配置して行う研修や、ベテランの教員やミ

ドルリーダークラスの教員がメンターとして若手

教員等の指導や助言を行ったり、授業研究などを

行ったりしながらチーム内で学び合う中で初任者

等の若手教員を育成するいわゆるメンター方式の

研修等を導入し、効果を上げている例」を挙げる

（中教審答申 21頁）と共に、教員の専門性を高め

るためのミドルリーダーの機能を示すとともに、

そのようなミドルリーダーの育成の必要性を述べ

ている。

では、幼稚園においては、どのような人を「ミド

ルリーダー」としているのか。その人をどのよう

に育成しようとしているのか。本稿では、幼稚園

の園長に対する質問紙調査の回答の分析を通し

て、園長がどのような視点から教員のうちのある

教員を「ミドルリーダー」とみなしているのかに注

目をして、幼稚園におけるミドルリーダー像を検

討するとともに、どのような研修を必要としてい

ると考えているのかを通して、ミドルからミドル

リーダーとなるため、どのような力を培うことが

求められているのかを検討したい。

山瀬ほか（2016）は、園組織の教職員数や年齢構

成によってミドルリーダーとされる教員の経験年

数が異なったり、期待される役割が異なる可能性

を示唆している。この点を踏まえ、特に幼稚園等

の教職員数やミドルリーダーとされる教員の勤務

年数による差異にも注目をしたい。

Ⅱ．調査の概要と使用するデータ

（1）調査の概要

調査の実施期間は、2020（令和2）年2月1日から

2月末日である。調査では、質問紙を幼稚園1121

園に配布し、245園から回答を得た。1121園の内

訳は、新潟県内の幼稚園105園、栃木県内の幼稚園

192園、神奈川県内（横浜市を除く）の幼稚園341園、

横浜市内の幼稚園255園、兵庫県内の幼稚園226

園となる。なお、私立は1111園、公立園は10園で

あった。回収率は21.9%であった。各地域の幼稚

園協会・連盟が公表している加盟園一覧から園の

所在地を確認して質問紙を郵送した。各園につい

て、園長、ミドルリーダー1名、新任教員1名から

回答を得、郵送により提出していただいた。

本調査については、國學院大學「ヒト研究等及び

ヒト由来試料研究等に関する倫理委員会」の承認

（承認番号：R1第4号）と関西学院大学「人を対象

とする行動学系研究倫理審査部」による「人を対象

とする行動学系倫理規定」に基づく審査の承認

（承認番号：2019-65）を得ている。

本調査では、ミドルリーダーを下記のように示した。

「ミドルリーダー」は、役職名ではありま

せん。いわゆる「中堅」の中でも、リーダー

的な存在の教職員を指しています。クラス

担任歴があり、若い保育者たちの指導が

できる教職員です。そのような教職員が

複数いらっしゃる場合には、その中の一人

を思い浮かべてください。

この定義を踏まえて園長が「ミドルリーダーだ

と思う人」を指定して、その先生にミドルリー

ダー票を記入していただいた。また、園長の回答

においては、その人のことを基にミドルリーダー

に関する質問に回答をいただいた。

（2）使用するデータ

本稿では、本調査のうち、園長が回答した票か

ら下記の質問項目を使用する。

幼稚園の状況に関する項目： 

　　園に勤務する教職員数（人数を数字で記入）

ミドルリーダーに関する項目：

　　 ミドルリーダーだと考える教職員の勤務年

数（年数を数字で記入）

　　 ミドルリーダーだと考える理由（自由記述

による回答）

　　 ミドルリーダーに必要な研修（自由記述に

よる回答）
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Ⅲ．分析

（1） ミドルリーダーと考える教職員の役職・勤務年数

最初に、園長がミドルリーダーと考える教職員

は、どのような教職員なのだろうか。園長がミド

ルリーダーと考える教職員の役職や勤務年数に

ついて、見ていきたい。

園長がミドルリーダーと考える教職員の役職や

経験年数についてまとめたものが表1、表2、表3

となる。それぞれの表は網掛け・太文字の部分の

割合が最も高く、太文字の部分がそれに続いて高

い割合となる。ミドルリーダーと考える教職員の

役職のうち、「その他の役職」には、副主任、副主幹

教諭、学年副主任、研究主任が含まれる。

教職員数と園長がミドルリーダーと考える教職

員の役職を見ると、全体では、「主任・教務主任」

（29.5%）、「学年主任」（26.2%）の割合が高いが、

教職員数でみると、規模の小さい幼稚園では役職

を持たない「教諭」や「主任教諭」といった保育の

中心を担う教職員がミドルリーダーとなっており、

規模の大きい幼稚園では「学年主任」「主任・教務

主任」といった役職を担う教職員がミドルリーダー

とみなされている。また、教職員数と園長がミド

ルリーダーと考える教職員の経験年数をみると、

全体では「6～10年」（32.7%）、「11～15年」（24.2%）

といった割合が高いが、教職員数でみると、規模

表1.　教職員数×園長がミドルリーダーと考える教職員の役職 （％）

教職員人数 主任・ 
教務主任 学年主任 主幹教諭 教諭 副園長・ 

教頭 リーダー 預かり 
主任

その他の 
役職 保育補助 計

5～10人（14） 28.6 0.0 28.6 35.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100
11～20人（63） 42.9 12.7 7.9 19.0 3.2 3.2 0.0 7.9 3.2 100
21～30人（64） 28.1 32.8 3.1 21.9 0.0 1.6 0.0 10.9 1.6 100
31～40人（36） 22.2 33.3 0.0 22.2 5.6 2.8 2.8 8.3 2.8 100
41～50人（15） 20.0 33.3 6.7 6.7 0.0 6.7 0.0 26.7 0.0 100
51人以上（18） 11.1 50.0 16.7 5.6 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 100

全体（210） 29.5 26.2 7.1 19.5 2.4 2.4 0.5 10.5 1.9 100

（無回答・不明は除く。カッコ内は実数。）

表2.　教職員数×園長がミドルリーダーと考える教職員の勤務年数 （％）
教職員人数 1～5年 6～10年 11～15年 16～20年 21～25年 26～30年 30年以上 計

5～10人（15） 13.3 46.7 6.7 20.0 6.7 6.7 0.0 100
11～20人（65） 10.8 30.8 23.1 15.4 9.2 9.2 1.5 100
21～30人（66） 10.6 24.2 25.8 28.8 4.5 3.0 3.0 100
31～40人（35） 8.6 45.7 17.1 17.1 5.7 2.9 2.9 100
41～50人（12） 0.0 33.3 58.3 0.0 0.0 8.3 0.0 100
51人以上（18） 5.6 33.3 27.8 16.7 5.6 11.1 0.0 100

全体（211） 9.5 32.7 24.2 19.4 6.2 6.2 1.9 100

（無回答・不明は除く。カッコ内は実数。）

表3.　園長がミドルリーダーと考える教職員の経験年数×役職 （％）

経験年数 主任・ 
教務主任 学年主任 主幹教諭 教諭 副園長・ 

教頭 リーダー 預かり 
主任

その他の
役職 保育補助 計

1～5年（21） 19.0 9.5 4.8 42.9 0.0 4.8 0.0 19.0 0.0 100
6～10年（73） 19.2 30.1 2.7 21.9 1.4 2.7 0.0 17.8 4.1 100

11～15年（59） 23.7 35.6 8.5 18.6 1.7 1.7 0.0 8.5 1.7 100
16～20年（41） 36.6 26.8 9.8 14.6 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 100
21～25年（17） 47.1 5.9 17.6 11.8 5.9 0.0 5.9 5.9 0.0 100
26～30年（15） 66.7 6.7 0.0 6.7 13.3 0.0 0.0 6.7 0.0 100
30年以上（5） 20.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 100

全体（231） 28.6 25.1 6.5 19.5 3.0 1.7 0.4 13.4 1.7 100

（無回答・不明は除く。カッコ内は実数。）
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の大きい幼稚園の方が経験年数を重ねた教職員が

ミドルリーダーとなっている様子がわかる。

また、表3では、園長がミドルリーダーと考える

教職員の経験年数と役職をみたが、経験年数が長

い教職員は「主任・教務主任」などの役職を持って

いる人が多く、経験年数の少ない教職員でミドル

リーダーの場合、役職をもたない「教諭」である

ケースが多いことがわかる。

（2）園長がミドルリーダーと考える理由

次に、園長はどのような理由からその教職員が

ミドルリーダーであると考えているのだろうか。

調査では、園長がミドルリーダーと選んだ教職

員について、ミドルリーダーであると考える理由

を自由記述で回答していただいた。この回答内容

を山瀬ほか（2015）の「幼稚園の中堅教員イメージ」

を基に分類したのが表4である。分類にあたっては、

2名注2）で行った。まず、それぞれが記述を読み、

あてはまる項目に分類を行った。（複数の項目に

分類される回答もあった。）次に分類した項目を照ら

し、不一致の記述については協議し、修正を行った。

園長がミドルリーダーと考える理由として最も

多いのは「人との関わり」に関する理由（62.0%）で、

次で、「意欲態度」（34.6%）、「保育」（28.6%）、「組織

理解」（26.1%）となる。「経験」（17.1%）や「経験年

数」（12.8%）についても理由として挙げられてい

るが、「勤務年数」（4.7%）「年齢」（3.8%）「役職」

（7.3%）はあまり挙げられていない。表1や表2で

みたように役職にある教職員や一定程度の経験年

数のある教職員がミドルリーダーと考えられてい

たが、その役職や経験年数からミドルリーダーと

考えられていたというより、その人の「人との関わ

り」や「意欲態度」「保育」「組織理解」などといった

要素から、園長はその人をミドルリーダーとして

捉えているのではないかと考えられる。

「人との関わり」に関する回答については、特に

当てはまる回答が多い（62.0%）ため、「人との関わ

り」の内容をさらに細かく分析するため、下記の

ようにさらに分類した。この分類にあたっても、

「人との関わり」に分類された回答のみについて、

2名が独立してコーディングを行い、不一致の記

述については協議して修正をした。

　教職員： 教職員全体に対する関わり方を中心

とした記述

　つなぐ： 関係を取り持つ、意見をまとめる、意

見を調整するなど、人間関係をつな

ぐ役割を中心とした記述

　リーダーシップ： リーダーシップやリーダー

役割を中心とした記述

　信頼： 信頼関係の構築を中心とした記述

　上　　： ミドルリーダーとする教職員より目

上の教職員（園長・理事長など）との

関わりを中心とした記述

　下　　： ミドルリーダーとする教職員の後輩

や部下にあたる教職員との関わりを

中心とした記述

　保護者： 保護者との関わりに関する記述

表5をみると、「人との関わり」については、「下」

（35.2%）が最も多く、次いで「教職員」（25.5%）とな
表4.　ミドルリーダーと考える理由

（複数回答　N＝234） （％）
保育 28.6 （67）
組織理解 26.1 （61）
勤務年数 4.7 （11）
年齢 3.8 （9）
経験年数 12.8 （30）
経験 17.1 （40）
役職 7.3 （17）
意欲態度 34.6 （81）
人との関わり 62.0 （145）
（無回答・不明は除く。カッコ内は実数。）

表5.　「人との関わり」の類型
（複数回答　N＝145）（％）

教職員 25.5 （37）
つなぐ 11.7 （17）
リーダーシップ 14.5 （21）
信頼 13.8 （20）
上 1.4 （2）
下 35.2 （51）
保護者 13.1 （19）
（無回答・不明は除く。カッコ内は実数。）
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り、「リーダーシップ」（14.5%）、「信頼」（13.8%）、

「保護者」（13.1%）、「つなぐ」（11.7%）が続く。教職

員の間で、特にミドル以下の教職員との関わりの

中で園長はその人をミドルリーダーとして捉えて

いることがわかる。

（3） 経験年数×園長がミドルリーダーと考える

理由

最も多いものを網掛け・太文字として、次に多

いものを太文字とした。園長が考えるミドルリー

ダーの勤務年数とミドルリーダーと考える理由

をみたが、勤務年数による大きな差は見られな

かった。（表6、表7）

（4） ミドルリーダーになるために必要だと考える

研修

ミドルリーダーを育成するために、どのような

研修が必要であると園長は考えているのだろう

か。ミドルからミドルリーダーになるために必要

な研修について自由記述で回答していただいた。

この回答を保育教諭養成課程研究会（2020）『幼稚

園教諭・保育教諭のための研修ガイドⅥ～幼稚園

教諭・保育教諭の資質向上を目指すキャリアス

テージにおける研修の在り方を求めて～』86頁

掲載の「表3-1：『研修項目』の分類」をもとに分類

したのが表8である。「その他」に含まれるのは、

「県・市の研修に参加する」などの研修機会に関す

る記述や「園長から学ぶ」「会話を通して学ぶ」

「読書を通して学ぶ」などの方法に関する記述の

ように研修内容ではない内容についての記述を

分類している。

最も多く挙げられた研修の内容は「自ら学ぶ姿

勢とリーダーシップ」に関する内容で（58.8%）、

次いで「カリキュラム・マネジメント力」に関する

内容が多い（22.3%）。ミドルからミドルリーダー

になるには、学ぶ姿勢やリーダーシップ、カリキュ

ラム・マネジメントに関わる力といった教職員そ

の人の意欲や態度、園運営への関わり方に関する

資質能力が求められていることがわかる。

表4や表5にみられたように、ミドルリーダー

と考えられる理由は「人との関わり」や「意欲態度」

「保育」「組織理解」にあり、「人との関わり」におい

ては特にミドル以下の教職員との関わりの中で

ミドルリーダーとしての立場に位置づけられてい

表6.　園長が考えるミドルリーダーの経験年数×ミドルリーダーと考える理由（複数回答） （％）
保育 組織理解 勤務年数 年齢 経験年数 経験 役職 意欲態度 人との関わり 教職員

1～5年（20） 30.0 20.0 10.0 10.0 15.0 10.0 0.0 35.0 65.0 15.0 
6～10年（72） 26.4 22.2 4.2 4.2 5.6 18.1 4.2 38.9 56.9 15.3 

11～15年（59） 27.1 27.1 6.8 1.7 16.9 16.9 6.8 33.9 62.7 15.3 
16～20年（41） 26.8 34.1 2.4 2.4 17.1 19.5 17.1 29.3 63.4 7.3 
21～25年（17） 47.1 29.4 0.0 5.9 5.9 5.9 11.8 17.6 64.7 17.6 
26～30年（14） 21.4 28.6 7.1 0.0 7.1 28.6 7.1 42.9 85.7 35.7 
30年以上 （5） 0.0 40.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 40.0 40.0 20.0 

（無回答・不明は除く。カッコ内は実数。）

表7.　園長が考えるミドルリーダーの経験年数×ミドルリーダーと考える理由（人との関わり）（複数回答）
（％）

つなぐ リーダーシップ 信頼 上 下 保護者
1～5年（20） 0.0 10.0 5.0 0.0 25.0 15.0

6～10年（72） 8.3 9.7 4.2 2.8 20.8 5.6
11～15年（59） 13.6 5.1 10.2 0.0 22.0 11.9
16～20年（41） 4.9 9.8 12.2 0.0 24.4 9.8
21～25年（17） 0.0 17.6 5.9 0.0 29.4 0.0
26～30年（14） 7.1 7.1 28.6 0.0 14.3 0.0
30年以上 （5） 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（無回答・不明は除く。カッコ内は実数。）
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出典：保育教諭養成課程研究会（2020）『幼稚園教諭・保育教諭のための研修ガイドⅥ～幼稚園教諭・保育教
諭の資質向上を目指すキャリアステージにおける研修の在り方を求めて～』86頁より

表8.　ミドルからミドルリーダーになるために必要な研修
 （複数回答　N＝211）（％）
子供理解・総合的
な指導

保育を構想する力 得意分野の育成と
教職員集団の一員
としての協働性

特別な教育的配慮
を要する子供に対
応する力

社会の変化や新
たな課題に対応す
る力

カリキュラム・ 
マネジメント力

自ら学ぶ姿勢と
リーダーシップ

16.1 10.0 2.4 5.7 5.2 22.3 58.8 
（34） （21） （5） （12） （11） （47） （124）

人権に対する理解 学校安全・学校保健
に関する理解

保護者との関係を
構築する力

小学校等との連携
を推進する力

地域社会との関係
を構築する力

その他

0.9 2.4 8.5 0.5 0.9 22.7 
（2） （5） （18） （1） （2） （48）

（無回答・不明は除く。カッコ内は実数。）
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たが、ミドルからミドルリーダーになるために

必要とされる研修からもこのような力を獲得する

ことでミドルリーダーになっていき、獲得するこ

とで園長はその人をミドルリーダーとして捉えて

いくのではないかと推測できる。

（5） 勤務年数×ミドルリーダーになるために必要

だと考える研修

表9は、園長がミドルリーダーと考える教職員

の勤務年数と園長が考えるミドルからミドルリー

ダーになるために必要な研修についてみたもので

ある。「その他」を除いて、最も多いものを網掛け・

太文字として、次に多いものを太文字とした。

勤務年数と関わらす最も多く挙げられているの

が「自ら学ぶ姿勢とリーダーシップ」に係る研修

であった。1～5年、11～15年、16～20年、26～30

年の勤務年数の教職員がミドルリーダーの場合、

2番目に多いものは「カリキュラム・マネジメント

力」であったが、6～10年、30年以上の場合は

「子供理解・総合的な指導」であり、21～25年では

「子供理解・総合的な指導」、「保育を構想する力」

「得意分野の育成と教職員集団の一員としての

協働性」であった。最も求められるのは「自ら学

ぶ姿勢とリーダーシップ」に係る研修であるが、

その他にも勤務年数に応じて必要とされる研修が

あることがわかる。

Ⅳ．まとめ

本稿では、幼稚園の園長に対する質問紙調査の

回答の分析を通して、園長がどのような視点から

教員のうちのある教員を「ミドルリーダー」とみ

なしているのかに注目をして、幼稚園における

ミドルリーダー像を検討するとともに、どのよう

な研修を必要としていると考えているのかを通し

て、ミドルからミドルリーダーとなるため、どの

ような力を培うことが求められているのかの検討

を行った。分析の結果の概要をまとめると、次の

ようになる。

 【ミドルリーダーの勤務年数】全体では「6～

10年」（32.7%）、「11～15年」（24.2%）といっ

た割合が高いが、教職員数別でみると、規模

の大きい幼稚園等の方が勤務年数を重ねた

教職員がミドルリーダーとなっていた。

 【園長がミドルリーダーと考える理由】最も

多いのは「人との関わり」に関する理由

（62.0%）で、次で、「意欲態度」（34.6%）、

「保育」（28.6%）、「組織理解」（26.1%）とな

る。「勤務年数」（4.7%）「年齢」（3.8%）「役職」

（7.3%）はあまり挙げられていない。最も多

い「人との関わり」について細かく見ると、

特にミドル以下の教職員との関わりの中で

ミドルリーダーとしての立場に位置づけら

れていた。

表9　園長がミドルリーダーと考える教職員の勤務年数×ミドルリーダーになるために必要な研修（複数回答）
（％）

子供理解・
総合的な
指導

保育を構
想する力

得意分野の
育成と教職員
集団の一員と
しての協働性

特別な教育
的配慮を要
する子供に
対応する力

社会の変化
や新たな課
題に対応す
る力

カリキュラ
ム・マネジ
メント力

自ら学ぶ
姿勢と
リーダー
シップ

人権に対
する理解

学校安全・
学校保健に
関する理解

保護者との
関係を構
築する力

小学校等と
の連携を
推進する力

地域社会と
の関係を
構築する力

その他

1～5年 （19） 21.1 10.5 10.5 10.5 15.8 21.1 63.2 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 26.3 

6～10年（62） 21.0 9.7 0.0 9.7 3.2 17.7 59.7 1.6 1.6 9.7 1.6 1.6 24.2 

11～15年（55） 10.9 9.1 0.0 7.3 5.5 30.9 54.5 1.8 1.8 14.5 0.0 0.0 21.8 

16～20年（34） 14.7 8.8 2.9 0.0 0.0 20.6 52.9 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 26.5 

21～25年（15） 13.3 13.3 13.3 0.0 0.0 20.0 66.7 0.0 6.7 0.0 0.0 6.7 6.7 

26～30年（13） 0.0 15.4 0.0 0.0 15.4 23.1 69.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 

30年以上 （4） 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

（無回答・不明は除く。カッコ内は実数。）
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 【ミドルリーダーになるために必要な研修】

最も多く挙げられた研修の内容は「自ら学ぶ

姿勢とリーダーシップ」に関する内容で

（58.8%）、次いで「カリキュラム・マネジメ

ント力」に関する内容が多い（22.3%）。

 【経験年数と必要な研修】勤務年数と関わら

ず「自ら学ぶ姿勢とリーダーシップ」に係る

研修が最も多く挙げられていた。勤務年数

別に必要な研修をみると、その他にも勤務年

数に応じて必要とされる研修があることが

わかった。

幼稚園におけるミドルリーダーは、人との関わ

り、特にミドル以下の教職員との関わりから位置

づけられていた。研修や保育実践においてどのよ

うにミドル以下の教職員と関わるのか、によって

ミドルリーダーであると判断されていた。必要と

される研修としては「自ら学ぶ姿勢とリーダー

シップ」が最も多く挙げられ、この点からも、教員

組織における位置や役割からミドルリーダーとな

ることがわかった。また、幼稚園の教職員数の

違いにより、どのような勤務年数の人がミドル

リーダーになるかは違いがみられた。組織の規模

とミドルリーダー像との間の関連がある可能性が

ある。

幼稚園から幼保連携型認定こども園等へ移行す

る園も増え、組織の規模が大きくなったり、より

多くの職種が協働するようになったりする中で、

園組織の中核を担うミドルリーダーの役割はより

大切になっていると考えられる。ミドルリーダー

の実態を把握し、その資質能力の向上に寄与でき

るよう、本調査のデータを活用して分析を継続し

ていきたい。

注
注1） 保育教諭養成課程研究会では、2014年度よ

り文部科学省委託研究を受託し、その成果物

として報告書とともに『幼稚園教諭・保育教

諭のための研修ガイド』を作成して研究会

HPにおいて公表している。

注2） 筆者と他1名で行った。この1名は、平成29

年度～令和2年度 科学研究費助成事業 基盤

研究（C）「幼稚園におけるミドルリーダー

育成のための現代的な研修システムの開発」

（研究代表者；神長美津子／課題番号；

17K04642）の共同研究者である。

附記
本稿は、平成29年度～令和2年度 科学研究費助

成事業 基盤研究（C）「幼稚園におけるミドルリー

ダー育成のための現代的な研修システムの開発」

（研究代表者；神長美津子／課題番号；17K04642）

における研究成果の一部である。日本乳幼児教

育・保育者養成学会 第2回研究大会における研究

発表を基に加筆修正を行った。
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内研修の実態調査から－．日本保育学会第

69回大会発表ポスター．

山瀬範子・廣井雄一・神長美津子・日浦直美・

柴崎正行・橋本祐子・野本茂夫・中橋美穂（2015）

幼稚園における園内研修の実態についての考

察Ⅰ．日本乳幼児教育学会第25回大会配布

資料．
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園内研修で保育者はどのような課題を見出しているか
What Kind of Difficulties and Challenges Do Preschool Teachers  

Find in On-the-job Training?

箕輪潤子 野口隆子
（武蔵野大学） （東京家政大学）

本研究の目的は、保育者が1回の園内研修から見出した課題にどのように取り組んでいこうとしてい

るのか、園内研修の課題をどのように認識しているのかを明らかにすることである。対話を伴う園内研

修に参加した保育所・幼稚園・認定こども園計16園の保育者325名に、園内研修後に質問紙に園内研修

で学んだことや課題について記入してもらった回答を分析した。保育者が園内研修を通して見出した

課題については、保育内容に関することと同僚性や研修に関することがみられた。園内研修で改善した

い点・課題については、時間や保育者の参加、学びの継続や学びを実践に活かすことなどが挙げられてい

た。そして、園内研修で改善したいこと・今後してみたいことについては、実施した研修のよさや反省を

次の園内研修につなげていこうとする記述がみられた。これらの結果から、園内研修を1回単位だけで

考えるのではなく、次の園内研修までの保育実践や学びとのつながりや、園内研修の課題を次の園内研修

にどのようにないでいくのかを考えることの重要性が示唆された。

キーワード：  園内研修、現職研修、保育者の学び、省察と課題、保育の質の向上

問題と目的

本研究の目的は、保育者が1回の園内研修にお

いて認識した課題と、その課題にどのように取り

組んでいこうとしているのかの意識を明らかにす

ることである。また、園内研修を実施していくに

あたっての課題についても検討する。

現在、乳幼児期の保育・教育の重要性が示される

中、保育の質の向上が目指されている。質の高い

保育を目指し、保育者の資質・専門性を向上させる

上で現職研修は重要であり、その充実が不可欠

であると言われている（秋田，2009；北野，2015）。

また、現職研修は、子どもと保育者のかかわりの

質を予測することや、子どもの発達や学びの質を

向上させる因子となることが指摘されている

（OECD, 2015）。

保育の質向上においては、園の保育者集団の総

体として保育力を向上させることが大切であると

言われている（岸井，2016）。また、チームとして

保育をしていくために、協同で保育にあたるため

の知識の形成・共有が必要であると指摘されてい

る（秋田，2016）。保育所保育指針解説（厚労省，

2018）においても「職員が日々の保育実践を通じ

て、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上を

図るとともに、保育の課題等への共通理解や協働

性を高め、保育所全体としての保育の質の向上を

図っていくためには、日常的に職員同士が主体的

に学び合う姿勢と環境が重要であり、職場内での

研修の充実が図られなければならない。」と記載

され、保育所内で職員同士が学び合うことの必要

性が示されている。

園において保育者が共に学び合う機会である園

内研修には、保育者自身が保育における見方・認識

を再構築すること（若林・杉村，2005；田中・仲野，

2007；木全，2008 など）と、園全体でコミュニケー

ションを図り、知を共有する過程で保育者がとも

pp.89-101
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に育ち合うこと（若林・杉村，2005；秋田，2011）の

意義があると言われている。園内研修では、年齢

や経験年数、力量や課題が一人ひとり異なりなが

らも、同じ園の保育を支える保育者が参加して行

われ（岸井，2016）、必要な知識や課題の共有、園の

保育の課題を共に考えることになる。「知識だけ

ではなく、具体的にそれを実践に移すための方策

や判断が園の環境や状況に応じて生の出来事をも

とに話し合われることで、より実践化しやすく身

体化され、行動へと移しやすい知識が交わされ語

り合われる」（秋田，2011，p.97）という指摘もある。

淀川他（2019）・淀川（2023）は、保育者同士の対

話を伴う園内研修において、他者の発言がどのよ

うに参加者自身の中で学びとして内化されている

かというメカニズムを検討している。そして、

新しい視点や気づきを得たり、大切なことを（再）

認識したり、新たな保育方法を知ったりして、

それらが心に残り、研修を活発にして深め、学びに

つながっていると述べている。また、他者の意図

や思い、悩みや試行錯誤に対して理解・共感する

ことを通して自らの保育について考えることで、

保育についてともに考えるチームとしての意識や

同僚性が育まれると述べている。淀川 他（2019）と

同じ調査方法で保育者の学びに焦点を当てて分析

を行った箕輪（2023）は、園内研修における話題の

広がりは研修の方法や内容によって異なることや、

同じ園内研修に参加しても保育者の学びの内容や

質が一人一人異なることを示している。淀川 他や

箕輪の研究からは、園内研修の参加者である保育

者は、他者との対話を通して個々の思考をくぐり

ながら学んでいることがわかる。園内研修の目的

が保育の質の向上にあると考えると、園内研修を

実施した・園内研修を通して学んだ で終わるので

はなく、園内研修後に保育実践へとつなげたり

学んだことを考え続けたりすることが必要である

と考えられる。しかし、先行研究では、園内研修を

通して保育者がどのようなことを課題や取り組み

たいこととして見出しているかの検討は十分では

ない。その点で、保育者が園内研修後に見出した

課題や取り組もうとしていることを調査し、見出

した課題等にどのように取り組もうとしているの

かを検討することは重要なことであると考える。

園内研修には様々な課題があることも先行研究

により示されている。例えば鈴木他（2019）が

幼稚園・保育所・認定こども園の保育者や管理職

に質問紙調査を行い、園内研修の時間の確保、

特に全員が参加することの困難さを感じているこ

とや、職員一人ひとりの参加のあり方に課題があ

ることを明らかにしている。村上（2015）も、保育

所の保育者に対して質問紙調査を実施し、話しや

すい環境づくりや発言しやすいグループ討議など

特に話し合いについての課題が多く挙がっていると

述べている。そして、境（2020）は、参加・協働型の

研修に対する若手保育者の認識を検討しており、

準備などで業務が加わることへの負担感や時間の

余裕がないこと、質問されることや評価への不安感

などが若手保育者にあること、特に個人への焦点

化の度合いが高いほど取り組みにくさを感じてい

ることを指摘している。保育者自身が園内研修自

体の課題を認識し、園内研修にどのように取り組む

かを主体的に考えることが、より充実した学びにつ

ながる園内研修の実施へとつながると考えられる。

これまでの先行研究は複数回の園内研修を振り

返って見出した園内研修の課題を分析したものが

中心であったことから、本研究では1回の園内研修

を振り返る過程で保育者が認識した課題と、その

課題にどのように取り組んでいこうとしているのか

の意識を明らかにする。また、園内研修を実施し

ていくにあたっての課題についても検討する。

方法

【研究協力者】

2017年8月から2018年11月に、筆者らが外部

講師等として園内研修に参加した保育所・幼稚園・

認定こども園計16園の職員325名（平均経験年数
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8.62年 MD＝5年）。園の所在地は東京・神奈川・

愛知・広島・福岡である。実施された園内研修の

合計は28回で、研修内容・研修方法・参加人数は

園により異なる。

【調査方法】

調査協力園の園内研修に筆者らの共同研究者の

うちいずれか一人が研修講師として参加し、園内

研修の前後に保育者にアンケートに回答しても

らった。アンケートでは、研修のねらい、園内研

修で心に残った発言、研修を活発にした・深めた

発言、研修で学んだこと、感じた課題ややってみ

たいこと、園内研修の改善点・今後の研修 などに

ついて、自由記述で回答してもらった。

【倫理的配慮】

園内研修の終了時に研究の趣旨を説明し、調査

協力への同意を得た保育者に質問紙に回答をして

もらった。

【分析方法】

本研究では、質問紙の質問項目のうち、以下の

2つの項目について、自由記述の内容からカテゴ

リーを抽出し、分類を行った。

①  「園内研修を通して感じた課題やこれから

やってみたいことをお書きください」

②  「園内研修について、改善したい点や今後し

てみたいことがあればお書きください。」

また、①を分析する上で、「今日の園内研修で、

学んだことを簡単にお書きください。」の質問項

目についても合わせて検討した。

質問項目①については、「課題」と「今後してみ

たいこと」が明確に分かれて書かれていない記述

が多かったことから、「課題」と「今後してみたい

こと」を区別せずに分析した。まず、回答がどの

ような内容なのかを分類したところ、保育実践と

同僚性や研修についての内容に分けることがで

きた。しかし行われた研修のテーマと関連する

回答が多かったことから、保育実践と同僚性や研

修よりも下位のレベルでの分類は実施しなかっ

た。そこで、回答に書かれた内容について「保育

者がどのように取り組んでいきたいと思ってい

るの」かについて分類をした。

質問項目②については、「改善したい点」「今後

してみたいこと」を分けた上で、カテゴリに分類

した。以下、【 】は上位カテゴリ、〔 〕は下位カテゴ

リとして示す。

結果

最初に実施された園内研修の参加人数・研修方

法・研修内容（テーマもしくは話題の内容）を表1

に示す。研究の対象とした園内研修の方法は

「研究保育」（8園14回）、「事例報告・検討」（3園10

回）、「実技講習・ワークショップ」（4園1回 ※合同

研修）であった。表のA～Pは園を、A1・A2など

の数字は何回目の研修かを示している。MNOP

の4園は同じ研修を同じ日に合同で受けている。

1． 園内研修を通して感じた課題・これからやっ
てみたいこと
質問項目「園内研修を通して感じた課題やこれ

からやってみたいことをお書きください」に対す

る保育者の回答の記述内容を分析する。質問紙へ

の協力者325人のうち、この質問項目に回答が

あったのは266名（81.8%）、全記述内容数が295

であった。

最初に、園内研修を通した学びを保育実践へと

つなげようとする意識について検討するため、

質問項目の「今日の園内研修で、学んだことを簡単

にお書きください。」に書かれた内容と、質問項目

「園内研修を通して感じた課題やこれからやって

みたいことをお書きください」に書かれた内容の

関連について検討した。課題ややってみたいこ

との記述が、学んだことの記述と関連がある内容

だったのは、266名中179人（67.2%）、学んだこ

とと関連する以外のことを記述したのは87人

（32.7%）であった。
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次に、「園内研修を通して感じた課題やこれから

やってみたいこと」の記述について、その内容を

分類した。記述内容では、全記述内容数295のう

ち、保育実践に関する内容の記述が261（89.4%）、

同僚性・研修についての内容の記述が31（10.6%）

であった。

そして、「園内研修を通して感じた課題やこれか

らやってみたいこと」の記述内容について、どのよ

うに取り組んでいきたいのかという観点から分類

した（表2）。保育実践に関しては、園内研修によっ

て課題や取り組みたいことが見つかったが実際に

は【できない・難しい】、見つかった課題について

【難しいが取り組みたい】、園内研修で学んだこと

やその関連事項についてさらに【知りたい・知識

を得たい】、園内研修で得た保育実践に関する

【技術や方法を取り入れたい】（具体的にどのよう

にするかを記述）、園内研修での学びを踏まえて

【考えていきたい・工夫したい】（意識の持ち方や

視点について記述）に分けられた。また、同僚性・

研修については、【同僚と話し合いたい・共通理解し

たい】【若い保育者の視点を知りたい】に分けられた。

なお、記述が単語のみでその意図の分類ができな

かったものについては不明とした。以下、「保育実践」

と「同僚性・研修」ごとに、記述内容を検討する。

表1.　園内研修の方法と内容

園 管理職保育者 ■研修方法 □研修テーマ ・話題

A1 0 10
■講師による保育参観＋研究保育自評＋講師コメント

□加減

A2 1 10 □子ども同士のかかわり  ・戦いごっこ ・子どもの口調

B 1 7
■ 講師による保育参観＋協議会（実際に環境の変更をしながら）
＋講師コメント • 子どもの気持ちを汲み取る・いろんな視点で子どもを見る

C1 1 2
■ 研究保育＋自評・協議（研究保育の映像・写真を見ながら） 
＋講師コメント

□運動的な遊びに発展する環境構成と保育者の援助

C2 2 2 □総合的な運動スキルを高める保育実践・環境構成の工夫

C3 1 2 □総合的な運動スキルを高める保育実践・環境構成の工夫

D 1 29 ■研究保育（複数クラス）＋自評・協議＋講師コメント •  環境構成  • 活動と子どもの主体性

E 2 11 ■研究保育＋自評・協議＋講師コメント □豊かにかかわること

F1 2 15
■研究保育＋自評・協議＋講師コメント

□遊びを深めるための環境構成

F2 0 10 □遊びを深めるための環境構成

G1 1 9 ■ 研究保育＋自評・協議（研究保育の写真を見ながら）・発表＋
講師コメント

□子どもたちが主体的に関わる環境構成

G2 2 12 □子どもたちが主体的に関わる環境構成

H 2 11
■ 研究保育＋自評・協議（研究保育の写真・付箋をみながら）＋
講師コメント □散歩を通して子どもに育つ力

I 2 12
■ 研究保育＋自評・協議（研究保育の感想を書いた付箋をみながら）
＋講師コメント □安心して自分の思いを表すための保育者の援助

J1 2 18 ■事例報告＋グループ協議・報告＋講師コメント •  保護者との連携 ・園庭の工夫

J2 2 23 •  地域や保護者との連携    • その子らしさを引き出す

K1 2 8 ■ 事例検討（エピソード記録についてグループ協議）＋講師コメント • 満足すること ・日々の積み重ね

K2 2 10 • 遊びの充実

L1 4 13 ■事例検討（映像の視聴＋グループ協議）＋講師コメント • 遊びの充実による学び

L2 3 7 ■ 事例検討（他園の保育映像の視聴＋グループ協議）＋講師コメント •  見守ることの必要さ  • 興味関心に基づいた環境・関わり

L3 3 13 ■事例検討（グループ協議）＋講師コメント □ドキュメンテーションの書き方

L4 4 15 ■事例検討（他園の映像視聴・グループ協議）＋講師コメント •  子どもの目線で考える  ・願いをもつ大切さ

L5 4 15 ■ 事例検討（食事場面の映像視聴・グループ協議）＋講師コメント □食事のあり方

L6 4 16
■事例検討（グループ協議）＋講師コメント □ドキュメンテーションの書き方

M 2 12

N 2 8

■講師の講義（実技講習）＋グループ・全体協議（4園合同研修）□音楽（楽器・歌唱）指導O 2 11

P 2 7
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（1）保育実践

【できない・難しい】ことについての記述数は4

（1.4%）であった。「子どもの発達に合わせた玩具

をどう用意し出していくか、全学年が使う園庭で

は難しいと感じた。」（F園 2年目）「活動の導入で

一斉活動でスタートするのか？自然的にしかけて

いくのか？登園時間、個人の性格の違いからどう

組みたてるのかが難しい。」（G園33年目）」など、

多くの子どもが関わる活動や場において、その

個人差や発達差を全て踏まえた形での環境構成や

活動の組み立ての難しさが記述されていた。取り

組む必要性がわかっていても現実的に難しいと感

じている保育者がいることがわかる。

【難しいが取り組みたい】ことについての記述数

は21（7.1%）であった。特に、難しさを感じてい

る主な理由が書かれている記述の内容として

〔園の環境・1日の流れ・活動などの構造的な制約〕

と〔保育者自身の普段の課題〕が挙げられていた。

例えば、〔園の環境・1日の流れ・活動などの構造

的な制約〕では、まず「どうしても行事に向けての

取り組み重視になっているので我にかえることが

多かった。様々なことにゆっくりゆとりがもてる

保育がしたいと思った。」（L園 17年目）「楽器を

持つ前の課程が大切だと感じたが、カリキュラム

上その余裕がないのも今の現状かなと思ったの

で、もう一度見直し子どもたちの負担にならない

ようにしたい。」（M園 3年目）という記述からは、

園の保育内容やカリキュラムによる制約があるこ

とが保育者にとっても取り組むことの難しさを感

じる理由となっていることがわかる。また、「園庭

の話で以前あった築山を思い出したりしました

が、それ以上に園庭自由遊びの際の保育配置が少

なく自由に木登り等がさせてあげられないのが

もったいないと思いました。（2～3名の事が多く、

鉄棒、ジャングルジム＋全体で他についてあげら

れない）。」（J園 12年目）「保育の中で抜けて仕事

ができる時は抜けることが多いため、1人1人に

じっくりと目を向けて遊びを深めていくというよ

りは、ケガがないように全体に目を向けることが

多く、そこが私たちの課題ではないかと感じた。」

（F園 10年目）のように、子どものことをよく見た

りしたいことをさせてあげたりしたいが、保育者

の配置の問題でできないことも、取り組みへの難

しさを感じる要因となっていることがうかがえ

る。それから、「公開保育の時は特に、子ども一人

一人が楽しめている姿があり、保育者の達成感も

あると毎回感じます。計画、準備が整っている保

育を日々していくことがあたり前でありながら、

できていないことを反省します。」（G園 25年目）

のように、園内研修の時は保育者が保育の計画を

しっかりと考えるが、普段はそれができていない

ことについて記述している保育者もいる。そして、

表2.　園内研修で見つけた課題にどのように取り組んでいきたいか

上位カテゴリー 下位カテゴリー

保育実践

できない・難しい   4 （1.4%）

難しいが取り組みたい  21 （7.1%）

知りたい・知識を得たい   4 （1.4%）

技術・方法を取り入れたい  61（20.7%）

考えていきたい・工夫したい 166 （56.3%）

不明   5 （1.7%）

同僚性・研修

同僚と話し合いたい・共通理解したい  22 （7.5%）

若い保育者の視点を知りたい   3（1.0%）

不明   9 （3.1%）

合計 295
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〔保育者自身の普段の課題〕については、「子どもに

ゆったりと接するという課題がなかなか達成でき

ません。いつも目の前の事に反応しバタバタして

いる自分がいます。もう少し落ち着いた保育を

めざしたいです。」（L園 30年目）「必死に教える

自分しか想像できなかったので持ちに余裕をもち

たい。」（M園 12年目）のような記述 もみられる。

日々の忙しさから余裕をもち保育ができないと

考えていること、園内研修によってそのことが浮

き上がってきていることがわかる。

【知りたい・知識を得たい】ことについての記述

数は4（1.4%）であった。具体的な記述の例として

は、「幼児クラスでの子どもの育ちについて経験が

足りないと感じるので、保育の中で子どもたちの

遊びの少し先を行く教材等の準備について学んで

いきたいと思いました。」（H園 9年目）「園内研修

の中で子どもたちにどのような声掛けをするのが

適切か、私に不安な気持ちがあったので、子ども

の成長に寄り添う声掛けを学んでいかないといけ

ないと感じた。」（C園 5年目）からは、自分が保育

の課題だと感じていることに取り組む上で必要な

知識を得たいと考えていることがわかる。また、

「年1，2回の面談では中々聞けない保護者の想い

を5才児で行った事例のようにして知りたいと

思った。」（J園 8年目）という記述からは、園内研

修で報告された内容が自分のクラスではどうかを

知りたいという思いがうかがえる。

【技術・方法を取り入れたい】ことについての記

述数は61（20.7%）であった。園内研修で学んだ

具体的な技術や方法などを保育実践において実

際にやってみる・取り組むことについて具体的に

記述がされていた。記述の内容についてどのよ

うな技術・方法なのかを分類すると〔物的環境〕

〔計画・記録〕〔設定活動の技術〕が主であった。」

例えば〔物的環境〕では、「廃材に興味を示す子が

いたので廃材コーナーをつくろうと思いました。」

（D園 1年目）「ままごとコーナーの場作り（リビン

グ、人形置き場、キッチンなど分ける）、環境をかえ

る。」（I園 10年目）「散歩に行って虫探しをする時

に図鑑を使ったり、探検する時に懐中電灯を使っ

たり、少しずつ散歩先にあるもの以外でもイメー

ジを広げて楽しめるようにしたい。」（H園 4年目）

など、園内研修での話題に出ていた物を自分でも

保育に取り入れることについての記述がみられ

た。また、〔計画・記録〕については、「1人1人に

スポットを当てた掲示をこれからしていきたいと

思った。その掲示により他の子どもの良い所やこ

ういうことも出来るんだということに気付いてほ

しいと思い、取り組んでいきたい。」（J園 8年目）

指導計画やドキュメンテーションの書き方などに

ついて学んだことを活かしていくことについての

記述がみられた。〔設定活動の技術〕については、

「歌や楽器の練習を始める際導入で楽器を使った

ゲームをしたりリズムを身近な物に例えて叩いた

りしたいと思いました。」（O園 5年目）のように学

んだ技術を実際に保育で実践してみることについ

ての記述がみられた。なお、〔設定活動の技術〕に

ついては、音楽表現に関する講義とワークショッ

プ形式での園内研修に参加した保育者のみが記述

していた。【技術・方法を取り入れたい】のカテゴ

リに分類された記述は、具体的な方法としてすぐ

に保育実践に活かしやすいからか、記述していた

保育者の平均経験年数は5.8年（MD＝4年）で、

【考えていきたい・工夫したい】に関する記述を記載

していた保育者（平均経験年数8.6年、MD＝6年）

よりも低めであった。

園内研修での学びを踏まえて【考えていきたい・

工夫したい】ことについての記述数は166 （56.3%）

で、園内研修を踏まえて、今後の保育実践における

意識の持ち方や視点に関することが書かれていた。

何を考えていきたい・工夫したいと考えているの

かについては、〔保育方法や環境の見直しや工夫〕

〔保育の方向性・保育者としてのあり方への意識〕

〔子ども理解の視点・意識のもち方〕についてのい

ずれか、もしくはそれらが複数混ざっていた。

例えば、〔保育方法や環境の見直しや工夫〕に関す
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ることが中心に書かれた記述には、「子どもがやり

たいと思ったことをやるための環境構成や、声か

け、スムーズにいくためのどのような準備が必要

なのか、考えていけたらいいと思いました。」（D園

1年目）「いろいろな工夫をしてみたり新しい活動

を取り入れたり環境を子ども達に合わせてその子

なりの育ちができるようにしていきたいと思う。」

（J園 15年目）「3才児にとって、こんなことをした

い、こんなものを作ってみたい! と思えるような環

境、素材、教材を用意したい。保育者自身の遊びの

スキル、いい加減のかかわり方をもっとのばして

いきたいと思いました。」（E園 9年目）のように、

どのような保育の内容や環境を考えていきたい

のか、実践していくためにどのような力が保育者

に必要なのかについて書かれている。そして、

〔保育の方向性・保育者としてのあり方への意識〕

については、「食べる時間、雰囲気、考え方などもっ

と子どもが感じている気持ちを大切にしたい。」

（L園 3年目）「“やらせる”ではなく“やりたい”と

思える保育をすること。」（N園 3年目）「普段、なか

なか細部まで子どもたちの声に1つ1つ答えてあ

げられないということがあった。けれど、1つのこ

とにじっくりとかかわり深めていくことで、より

子どもの育ちにつながると感じた。」（H園5年目）

「子どもの世界観を大切にしていきながら、子ど

もが加減を経験し、気付きなどの学びに繋がって

いけるようにしていきたいです。」（A園 1年目）の

ように、園内研修を通して保育をする上で大切に

したいと考えたことが書かれている。さらに、

〔子ども理解の視点・意識のもち方〕については、

「子どもと大人では良さの価値が違い、面白いと思

うポイントが違うということ。子どもが何を、ど

のように楽しんでいるのか、面白がっているのか

広い視野で見ていきたいと感じた。」（G園 1年目）

「公開保育をした中で、いつもよりじっくり子ども

の姿を見ることができ、点で見てしまっていたこ

とが多く、子どもの気持ちを理解できていないこ

とがあったと実感しました。日々の保育の中でも、

前後の動きを見てより子どもの行動や気持ちを理

解していきたい。」（I園 7年目）のように、子どもを

見る・理解する視点をどのようにもつのか、どのよ

うに子どもの姿をみていきたいのかについての記

述がみられた。そして、【考えていきたい・工夫し

たい】ことに分類された記述からは、技術や方法と

異なりすぐに次の保育実践につなげられるもので

はないが、自分のクラスや園の実践にどうしたら

つなげていくことができるのか、どのように子ど

もを見る視点や願いをもつのかなど、子ども理解

や保育の意図など実践の土台に関わることを保育

者が考えたいと思っていることがわかる。

（2）同僚性・研修

次に同僚性や研修についての記述をみていく。

同僚性や研修に関する記述は【同僚と話し合いた

い・共通理解したい】【若い保育者の視点を知りた

い】ことに関する内容であった。31の記述のうち、

どのように取り組んでいきたいかがわかる25の

記述について分類を行った。

【同僚と話し合いたい・共通理解したい】ことに

ついての記述数は22（7.5%）であった。「子どもの

姿を職員でもっともっと話をし、みんなで同じ思

い・願いをもって保育をしていきたいと感じた。

子どもたちがいきいきと遊んでいける環境づくり

を考えていきたい。」（L園 12年目）「子どもの主体

的な行動を勘違いしているのかもしれないと思う

こと。保育者の、よい、加減を話し合ったりエピ

ソードとして話し合えると良いと思った。」（E園 

30年目）「今後も様々な保育士とエピソード等を共

有し、様々な視点を知ることで自らの保育にもい

かしていきたいです。」（J園1年目）など、他の保育

者と話し合いたい内容や、話し合いの機会をもつ

ことについての記述がみられた。【同僚と話し合

いたい・共通理解したい】について記述した22名

のうち17名は、実践報告・事例検討を実施した

園内研修の保育者であった。事例検討や事例報告

は共通の事例をもとに議論・話し合いが行われる

ため、トピックが焦点化されつつも多様な視点で
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語られることが、話し合いや共通理解への取り組

みへの意欲へとつながっていると考えられる。

【若い保育者の視点を知りたい】ことについての

記述数は3（1.0%）であった。「長く働いている分

だけ、固定概念にとらわれるような気がする・・・

保護者目線、子ども目線だけでなく若い保育士目

線にもなれるようにしたい。」（J園 17年目）「新人

保育士の「どうしてだろう？」「何でだろう」とい

う視点はなかなかひろってあげられていないのだ

なと発表を見て感じた。どこに？がついたのか、

もっと細やかにひろってあげたい。」（J園 17年目）

など他の保育者が何を考えているのかをもっと

拾っていきたいという内容が書かれており、記述

したのはJ園の保育者であった。J園では、実践の

報告を行って話し合う形式で園内研修を行ってお

り、この記述については新人の保育者が発表をし

た日に書かれたものであった。新人の保育者の疑

問をきくことで、経験年数が長い保育者にとって

は当たり前になっていたことを問い直す機会に

なったり、新人の保育者が考えていることを知る

機会になっていたことがうかがえる。

2．園内研修の課題・改善点
園内研修を終えて、今後してみたい園内研修や

園内研修の課題について尋ねた（設問：園内研修

について、改善したい点や今後してみたいことが

あればお書きください。）。325名中111名から回

答があった。（表3）

（1）改善したいこと

改善したいことについては、4つのカテゴリー

と8のコードに分類された。

まず、【時間】については、6名（5.4%）が記述して

おり、〔時間の確保〕（3名，2.7%）と〔時間の配分〕

（3名，2.7%）に関する記述がみられた。〔時間の

確保〕については、「時間の関係で難しいが、もっと

ゆったりとした時間の中で、日頃の保育、クラスの

様子も踏まえて、時間に捉われずに行っていきた

い。」（K園 2年目）「職員同士で話し合う時間を

多くもてるとよい。」（I園 16年目）「話しを深める

時間がほしい」（E園 39年目）のように、話し合い

をする時間を取ることへの希望が書かれていた。

また、〔時間の配分〕については、事例報告形式の研

表3.　園内研修で改善したいことと今後してみたい研修

上位カテゴリー 下位カテゴリー

改善したいこと

時間
時間の確保   3 （2.7%）

時間の配分   3 （2.7%）

話し合い・発言

たくさんの職員が参加できるようにすること   2 （1.8%）

いろんな人が発言できること・発言しやすい雰囲気作り   8 （7.2%）

話し合いを深めること   5 （4.5%）

学びの意識・継続

テーマ・ねらいへの意識   3 （2.7%）

長期的に取り組むこと・学びを継続すること   3 （2.7%）

学んだことを実践に活かすこと   4 （3.6%）

その他 その他（園内研修についての課題）   1（0.9%）

してみたい研修

研修の方法

一緒に話し合う・考える・共有する  23 （20.7%）

実際の保育を見る・公開保育・保育実践  11 （9.9%）

他園に学ぶ（保育を見る・話し合う）  10 （9.0%）

研修の内容
知識・情報を学ぶ   6 （5.4%）

実技・実践の方法を学ぶ  14 （12.6%）

その他（個人としての課題・保育実践で考えたいこと）  15 （13.5%）

合計 111
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修を実施した園で「十分に効率的に話し合う為の

進め方…。」（L園15年目）「時間配分の改善。」（K園

7年目）のように、報告と話し合いのバランスを取

ることについての課題が記述されていた。研究保

育を実施した園では「年中児の教室が1番奥でま

わるのに時間がかかってしまうと思うのですが、

朝の遊びも見ていただけたらなと思います。」（A園

3年目）のように、園全体を回ってみると偏りが出

てしまうことへの記述がみられた。鈴木ら（2019）

は園内研修に関する質問紙調査を行い、保育者と

管理職共に「時間の確保」が課題として挙げられて

いたと述べているが、「時間の確保」に関する具体

的な課題については触れていなかった。今回の調

査結果からは、「研修の時間自体を確保すること」

「研修内で話し合いが十分にできる時間を確保す

ること」「研修における全体の時間配分」など、時間

の確保について、どのような目的でどのように時

間を確保するかを考えることも課題となることが

示唆される。

次に【話し合い・発言】については15名（13.5%）

が記述していた。〔たくさんの職員が参加できる

ようにすること〕（2名 ,1.8%）では「工夫をして、

出来るだけ大勢の職員が参加していけるようにす

る。」（F園 30年目）「今回、全員一緒にという時間

がとれず、残念でした。クラスの環境も具体的に

見ながら進めていきたい。」（B園 6年目）という記

述で、時間の確保と同様に多くの職員が参加でき

る機会をどのように確保するかが課題であると考

えていることがわかる。

それから、園内研修内の発言についての内容と

して、〔いろんな人が発言できること・発言しやす

い雰囲気作り〕について8名（7.2%）が、〔話し合い

を深めること〕について5名（4.5%）が記述してい

た。〔いろんな人が発言できること・発言しやす

い雰囲気作り〕については、「新任～2,3年目の先生

の発言の少なさ→保育の中で疑問に思っているこ

とや悩んでいることをもっと話せるとより学びと

なるように思う。またどんなことに悩み、不安が

あるのか聞くことで私自身も今後その一人ひとり

の先生に対するフォローの仕方も考えられると思

う。」（A園 6年目）「若い保育者の視点、経験者の視

点、活発に話ができるといい。ふりかえりだけで

なく保育のアイデアも話せるといい。」（G園 34年

目）のように＜若い保育者の視点や発言が出せる

ようにすること＞についての記述と、「クラスの担

任だけでなく、他クラスの職員にもたくさん発言

してもらい今後の保育がさらに良くなるように園

全体で考えられたら良いと思った。」（I園 9年目）

や「少人数（2～3名）で話すことで、話しやすい反

面、様々な意見を聞けない時もある。メンバー

構成によっては、若手が話しにくいのではないか

とも感じるので、色々なメンバー構成で、より話し

やすい状況をつくれると良い。」（G園 25年目）の

ように＜様々な人が発言できるような工夫をする

こと＞についての課題も書かれていた。そして、

発言しやすい工夫をすることだけでなく、「グルー

プ討議でもっと自由な意見が出し合えると、より

お互いの保育観が分かり、保育していく上で連け

いがとれる。」（G園 25年目）「自分の考え等を発言

できるようにしていくことができたら更に身にな

る園内研修になったのではないかと思います。」

（A園8年目）のように＜参加者が自ら発言するこ

と＞についても記述されていた。そして、〔話し合

いを深めること〕については、5名（4.6%）の保育者

が記述していた。「育ちのつながりを共有してい

るが、もう少し深くつながっている所を出しあえ

たら良い。」（J園 17年目）「みんなの意見が出され

たが、意見交換まではいっていなかったと思われ

る。」（F園 14年目）のような記述があり、単に話し

合うだけでなく、率直な意見を伝え合ったり話し

合っている内容を深めたりすることについて課題

であると考えている保育者もいることがわかる。

そして、園内研修の【学びへの意識・継続】につ

いては12名（9.0%）が記述しており、コードは〔テー

マ・ねらいへの意識〕（3名，2.7%）と〔長期的に取り

組むこと・学びを継続すること〕（3名，2.7%）〔学ん
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だことを実践に活かすこと〕（4名，3.6%）があった。

〔テーマ・ねらいへの意識〕については、「「全体の

今日のねらい」をもって園内研修に参加すること

で皆で意見や考えを述べ一つのことを全体で考え

られ深められると思った。」（G園 9年目）という記

述からは、園内研修を行う際のねらいを個人に任

せるだけでなく、全体でのねらいを共有すること

の必要性があると感じていることがわかる。また、

「テーマが広すぎて難しいのかも？と思うので、

乳児はもっとしぼった内容にするとか、環境構成

の方法を具体的に学ぶとか、していかれると良い

と思う。」（E園 30年目）からは、この園内研修では

話し合いが拡散したことがうかがわれ、テーマの

焦点を絞っていくことの必要性を保育者が感じて

いると考えられる。〔長期的に取り組むこと・学び

を継続すること〕については、事例報告を行う研修

を行なっている園では「いつも準備がギリギリに

なってしまうので長期的にとりくめたら良いので

はないか。」（J園 15年目）「研修があるから・・・と

つい意識しがちなので、日頃から感性を磨きた

い。」（J園 17年目）のように、研修前になって急に

準備するのではなく日頃から取り組んでいくこと

について記述されていた。それから、エピソード

記録をもとに事例検討を行っている園では、「子ど

もを見る視点、それを継続的に見て、聞いて、伝え

ることが課題と感じる。」（K園 8年目）のように、

園内研修の時だけでなく継続的に学びを意識して

いくことについての記述がみられた。〔学んだこ

とを実践に活かすこと〕については、園内研修の

日だけでおしまいにせず、毎日の保育から、子ども

がいきいきと活動に参加できるよう考えていきた

いと思います。」（D園 3年目）や、「エピソードや

カンファレンス、このような流れ（進め方）でよい

のか ...。はっきりとした答えが出るわけではない

が、きちんと次につながるようにしていきたいと

思う。」（K園 7年目）のように、園内研修で学んだ

だけで終わりにせず実践につないでいくことを課

題とする記述がみられた。

その他の回答としては、園内研修に関する課題と

して席の狭さについて記述している保育者がいた。

（2）してみたい研修

してみたい研修については65名が記述してお

り【研修の方法】【研修の内容】の2つのカテゴリ、

5つのコードに分類できた。

【研修の方法】についての内容は45名（39.6%）

が記述していた。〔一緒に話し合う・考える・共有

する〕（23名，20.7%）については、まず、「これから

も、自分たちで考えたり、意見を出しながら向上

に努めていきたいと思います。」（J園 15年目）「もっ

と、他の保育者の話を聞き、参考にしていきたい。」

（I園 1年目）など＜話し合いをしたい＞ことにつ

いての記述があった。それから、「写真付きのエピ

ソード記述を見ながら、みんなで話をしていく。」

（L園 4年目）「ビデオカンファレンスを沢山したい・

ざっくばらんに、子ども・クラスの事を話したい。」

（L園 15年目）など、どのようなツールや方法で話

し合いをするのかという＜話し合いをするための

研修方法＞に関する記述があり、具体的な方法と

しては、写真・エピソード・ビデオカンファレンス・

グループディスカッションが挙げられていた。

さらに、「先生方が経験して、このような保育が

良かった、こんな関わりをしたら、子どもたち、

保護者のこんな反応が返ってきたなどを教えて

頂けると一つの引き出しになると思いました。」

（A園 2年目）「日常保育の中で使っている言葉

“好きな遊び”って子どものどういう姿をみて思っ

ているのかな？と自分の中で感じ、他の人はどん

な風に思っているのか。なにげなく使っている言葉

を改めて考えるとどうしてだろう？と思う時があ

る。他の人は子どものどういう姿から感じとって

いるのか知りたい気持ちがあります。」（G園 8年目）、

「今後も異年齢同士での関わり合いや遊びの展開、

役割などを見ていきたいです。」（H園 1年目）など、

どのようなことを話し合いたいのかという＜話し

合いのテーマ・内容＞に関する記述がみられた。

今回の研修のテーマ・内容を続けていきたいとい
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う記述もあれば、新たに取り組んでみたいことに

ついての記述もあった。

〔実際の保育を見る・公開保育・保育実践〕を記述

していたのは11名 （9.9%）であった。「新人の先生

ではなく中堅から上のベテラン先生の公開保育を

やってほしい。」（D園 1年目）、「それぞれの学年の

保育を比較し、どの様な点で年齢による差が大き

く見られるのかを知っていきたい。」（A園 1年目）、

「一人の子どもを対象児にして何人かで観察し、

どのように子どもの姿をとらえるのか、その見方

の違いについて知りたい。」（G園 1年目）のように

＜園内で研究保育をする＞ことについての記述、

「今後も保育（教育）の質、向上を目ざし4園内公開

保育などどうでしょうか。」（P園 40年目）のように

＜他の園と公開保育をする＞ことについての記

述、「保育者が見てほしい子を一日追ってほしい。」

（A園 7年目）のように〔外部講師に保育をみても

らう〕ことについての記述があった。

〔他園に学ぶ〕については、「色々な園を見てみた

いです。直接子供と触れる機会が減ってきたので

現場の先生の話を聞きたい。」（J園19年目）「他ク

ラスや園の保育の進め方なども知ったりみたりし

てみたい。」（A園 3年目）など＜他の園のことを知り

たい、他の園の保育を見たい＞という記述が見ら

れた。他の園のことを知りたい・保育を見たいと

記述していた保育者5名のうち4名がJ園の保育者

であった。J園は事例報告を行いディスカッション

する形式で研修をしていて、その場に他の園の保育

者も参加していたことから、他の保育者から他園の

話をきいて実際に見てみたいと思ったと考えられ

る。それから、「今回は4園の日々の保育について

の疑問や悩みなどを話し合う交流がなかったの

でいつかあればいいと思います。」（O園 21年目）、

「他園の先生方と小グループになり困っているこ

とや、工夫していることなどの話をする機会が持

てればと思いました。」（M園 32年目）など、＜他の

園の先生と話し合う＞ことについては記述して

いた5名中4名がM・N・O園の保育者であった。

M・N・O・P園の保育者は4園合同で同じ研修を

受けており音楽表現のワークショップ等であった

ことから、日々の保育についても他の園の保育者

と話し合いたいと思ったと考えられる。

【研修の内容】については20名（18.0%）が記述し

ており、〔知識・情報を学ぶ〕（6 名，5.5%）について

は「危機管理や救急処置についても学びたいです。」

（O園 12年目）、「1つの教材から0～5才までの育ち

のつながりを学ぶ。」（I園 13年目）「就学に向けて、

園ではどのような育ちが必要なのか。」（A園 6年目）

など、知識を得る・学ぶことについての記述と、

「運動や手あそび等の実技系も興味があります。」

（J園 13年目）、「製作をする際の子どもたちへの見

せ方、言葉の遣い方を学びたいです。また簡単に

短時間でできるおもちゃ作りのレパートリーを

増やしたいです。」（O園 1年目）、「自ら運動遊びに

主体的に関わらない幼児も、楽しく運動ができる

ような体育をしたいです。」（C園 2年目）のように

〔実技・実践の方法を学ぶ〕（14，12.6%）ことについ

ての記述がみられた。〔実技・実践の方法を学ぶ〕

の具体的な内容としては、音楽遊び・運動遊び・

ゲーム・手遊び、困った時の言葉掛け、年齢にあっ

た保育環境について書かれていた。

総合考察と今後の課題

本研究では、保育者が1回の園内研修から見出

した課題などにどのように取り組んでいこうと

しているのかという意識を明らかにすることと、

園内研修自体の課題をどのように認識している

のを検討した。

外部研修や園内研修の場では、研修で学んだこ

とを保育実践に活かしてほしいということがよく

伝えられる。本研究の結果からは、7割近くの保育

者が園内研修で学んだことと関連した課題や今後

取り組みたいことを見出していることがわかっ

た。ただし、取り組みたいと思っていても同時に

難しさを感じたりできないと思っている保育者が
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いたことからは、難しいと感じている要因を取り

除いたり減らしたりするために、園や保育者自身

が何をできるのか考えていく必要があると考えら

れる。それから、境（2020）が若い保育者が具体的

な実践の知識や技術を求めていると指摘していた

ように、本研究でも経験年数が低めの保育者の方

が、園内研修の話題や対話の中で出てきた保育の

技術や環境構成等の具体的な方法について記述し

ていた。さらに、最も多かった回答が考える・工夫

することに関する記述だったことからは、園内研

修だけで学びが完結するのではなく、園内研修で

学んだことを保育実践にどのように活かすことが

できるのかを、子どもの姿を捉えたり自分で実践

をしたりしながら継続的に考えようとしているこ

とが明らかとなった。保育者が継続的に考えてい

こうとしているからこそ、継続が可能になるよう

な園内研修のあり方や仕掛けなどを考えていくこ

とも今後必要となると考えられる。

園内研修について改善したい点については、先行

研究が示しているように時間や保育者の参加、

学びの継続や学びを実践に活かすことなどが本研

究の分析でも挙がってきた。しかし、その内容を

具体的に見ると、人によって課題だと思っている

ことに違いがあることが示唆された。園内研修を

改善していこうとする際に、例えば「時間がたり

ない」「時間の確保が課題」という場合、園内研修の

機会自体の確保が課題なのか、1回の時間の長さな

のか、1回の時間の中での内容の配分なのかなどを

捉える何が課題なのかを意識することにより具体

的な改善につながると考えられる。それから、

園内研修でしてみたいことについては、実施した

研修のよさや反省を次の園内研修につなげていこ

うとする記述が多く見られた。

本研究で明らかになったことからは、園内研修

を1回単位で考えるのではなく、次の園内研修ま

での保育実践や学びとのつながりや、園内研修の

課題を次の園内研修にどうつないでいくのかを

考えていくことの重要性が示唆される。

今後の課題としては、第一に、今回は保育者のみ

を分析対象としたことから、管理職の調査データ

についても分析し、保育職と管理職の認識の共通

点や違いを検討することである。第二に、園内研

修を複数回実施した場合、1回ごとの課題がどのよ

うに次の学びや課題とつながっていくのかを検討

することである。第三に、園内研修で保育者が見

出した課題や取り組みたいことが、その後の保育

実践や保育者の思考とどのようなつながりをもつ

かを検討することである。
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一般社団法人「日本乳幼児教育・保育者養成学会」学会誌投稿規程

（目的）

第1条  本規程は、日本乳幼児教育・保育者養成学会の学会誌『乳幼児教育・保育者養成研 究』

（以下「学会誌」という。）の投稿に関して、必要な事項を定める。

 2 学会誌は、主として、乳幼児教育に関わる保育者の養成及び研修に関する研究を行う

会員の研究成果を発表する場として、及び情報交換の場として発行する。

（発行回数）

第2条  学会誌は、年一回発行するものとする。

（編集委員会）

第3条  学会誌の編集は、学会誌編集委員会（以下「編集委員会」という。）が行う。

（投稿資格）

第4条  学会誌に投稿することができる者は、次に掲げる者とする。ただし、依頼原稿の場合は

この限りでない。

 （1）本学会の正会員又は賛助会員 

 （2）その他、編集委員会が特に認めた者 

（投稿原稿）

第5条  学会誌に投稿できる原稿の種類は、原則として、総説、原著論文、実践研究、書評、

その他の論考・資料等のいずれかとする。

 2 学会誌に投稿できる論文は、他の雑誌等の媒体に未発表のもの、又は投稿されていない

ものに限る。  

（査読及び掲載の可否）

第6条  論文の掲載可否は、編集委員会が選定したレフェリー2名による査読を経て、編集委員

会の審議により決定する。

 2 その他の原稿の掲載可否は、編集委員会の審議により決定する。

（投稿要領）

第7条  投稿者は、次の各号に掲げる投稿要領に従って、投稿原稿を作成するものとする。

 （1）横書きの完成原稿であること。 

 （2）日本語又は編集委員会が認める言語によるものであること。
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 （3） 論文の場合、原則として、日本語では上限20,000字（図表、写真、注は含む、参考文

献等は文字数に含めない。）とし、他の言語でもこれと同程度の分量（英語ならば原

則として上限10,000語）とすること。 

 （4）注や参考文献等は本文の最後に一括して掲載すること。

 （5） 論題と英文タイトル、著者名等を記載の上、原稿提出締切日までに編集委員会宛て

に提出すること。

 （6） 約400字の和文要旨（もしくは約200語の英文要旨）、及び5つのキーワードを添付

すること。

 （7） 図表は論文に直接入力して印刷するか、別紙にて印刷して提出すること。オリジナル

以外の図表等については、各自で転載・引用の許可を得ること。

 2 その他、分量、書式などの統一、投稿手続方法については、編集委員会が決定するもの

とする。

（校正）

第8条  投稿者による校正は初稿のみとし、二稿以降は編集委員会に一任するものとする。 

なお、校正段階での大幅な変更や書き加えは認めないものとする。

（抜刷）

第9条  掲載に対する謝礼等の支払いはしないものとする。掲載された論文等については、当該

論文を掲載した学会誌を論文一本につき五部配布するものとする。

（著作権の許諾）

第10条　学会誌に掲載された論文等の著作権は、その著作者に帰属するものとする。ただし、

著作権のうち「複製権」、「譲渡権」、及び「公衆送信権」については、編集委員会に許諾

されるものとする。

 2 投稿原稿に、投稿者以外の者が著作権を保有する著作物を使用する場合は、引用に該当

する場合を除き、投稿者が当該著作物を使用することについて、当該著作物の著作者の承

諾を得なければならない。

 3 投稿原稿が、投稿者以外の者が創作した著作物を原著作物とする翻訳、翻案等の二次的

著作物に該当する場合は、投稿者が、原著作物についての使用行為について原著作者の承

諾を得なければならない。

（転載）

第11条　学会誌に掲載された論文等の一部又は全部を、他の出版物、印刷物等に転載するとき

は、事前に編集委員会に通知しなければならない。
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（細則）

第12条　レフェリーに関する細則、その他必要な細則等は、編集委員会において別途定めるも

のとする。

（改廃）

第13条　本規程の改廃は、編集委員会の審議を経て、理事会の承認を得るものとする。

附則

1　本規程は、令和2年4月1日から施行する。

2　令和4年3月9日に一部改正。令和4年4月1日から施行する。
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『乳幼児教育・保育者養成研究』第4号 原稿募集

1 応募資格（『乳幼児教育・保育者養成研究』投稿規程に基づく）

2 原稿提出方法（『乳幼児教育・保育者養成研究』投稿規程に基づく）

 原稿締め切り　令和5年9月30日（消印有効）

（1） 著者名、論題と英文タイトル、約400字の和文要旨（もしくは約200語の英文要旨、

5つのキーワードを記載の上、郵便（1部）とＥメール添付ファイル（PDFファイル）

によって、完全原稿を本学会編集委員会（下記の提出先）宛に提出すること。

（2） 詳細については、「投稿規程」第7条（投稿要領）を参照

（3） 投稿原稿の掲載の可否は、本学会誌編集委員会は選定した査読者（各論文に対し2名）に

よる厳正な査読を経て、本学会誌編集委員会の審議により決定する。本学会誌編集委

員会は理事会の選出による。

（4） 執筆者による校正は初校の1回とし、再校以降は本学会編集委員会が行う。校正段階で

の大幅な変更や書き加えは認められない。また各校正の期限は、随時、編集委員会が

指定する。

（5） 第4号では、従来の自由論文投稿と、特集テーマ「保育者の資質向上」の論文投稿の

2種類の投稿がある。特集テーマを選んだ場合は、そのことが分かるように、論文投稿

票に明記。

※  学会誌第4号特集テーマ「保育者の資質向上」の趣旨は、以下の通りです。質の高い幼児

教育・保育を保証していくためには、その中核をなす保育者の資質向上は欠かせない。

保育者は、日々の子どもたちとのやりとりを通して、子どもたちの健やかな育ちや学び、

ウェルビーイングに深く影響をもたらしていく。本学会は、このような乳幼児教育に関

わる保育者の役割の重要性を踏まえ、保育者の養成及び研修に焦点を当て、これらに関

する研究の意見交換や発表の場として設立した。これらのことを踏まえ、第4号では、

特集テーマとして「保育者の資質向上」を設定した。保育者に求められる資質や研修、

保育の仕事に就く準備としての養成教育の在り方、保育者として成長していくプロセス等、

保育者の資質向上に関わる内容を考えている。会員の方々が、特集テーマ「保育者の資質

向上」に関心をもち、投稿されることを期待している。  

学会誌編集委員会
お問い合わせ及び論文送り先：

　Eメール添付ファイルの提出：j.ecectet@gmail.com

　郵送にて提出の送付先：

　　〒780-0955　高知県高知市旭天神町292-26

　　高知学園短期大学　幼児保育学科教授　山下　文一（学会事務局長）

なお、お問い合わせはできる限りメールにてお願い致します。
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『乳幼児教育・保育者養成研究』論文投稿票

筆
頭
著
者
情
報

氏名ふりがな

氏名

氏名ローマ字
所属機関
職名

住所

論
文
情
報

日本語タイトル

英語タイトル

原稿の種類 総説／原著論文／実践研究／書評／その他の論考・資料等（いずれかに○）

自由論文投稿
特集論文投稿

（　　）自由論文投稿　　（　　）特集論文投稿 ※ 該当する欄（　）に、○印を付けて
ください。

共
著
者
情
報

氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属

次のチェックリストを確認して、チェックをいれてください。

確認項目
チェック欄 

（できているものに○印）

すべての著者が日本乳幼児教育・保育者養成学会の会員である。

すべての著者が9月20日までに年会費を払っている。

本論文の研究は、所属する研究機関等での倫理審査を受けていることを記載して
いる。もしくは、倫理的な配慮について説明が記載されている。

原稿の種類が明記されている。

本論文は、他の雑誌等の媒体に未発表のもの、又は投稿されていないものである。

文字数は20,000字以内（図表、写真、注は含む。参考文献等は文字数に含めない。）

である（他の言語の場合これと同程度の分量である）。

注や参考文献等が本文の最後に一括して掲載されている。

「論文様式見本」に従って、論文の体裁を整えている。
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 1 

 論文の種類  1 

タイトルは MS ゴシック 14pt にする 2 

－サブタイトルは MSゴシック 11pt にして，前後に全角ハイフンをつける― 3 
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文献は、著者名のアルファベット順に
掲載すること。

• 図表は論文に直接入力するか、別紙に印刷すること。
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一括して掲載すること。
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ここに『乳幼児教育・保育者養成研究』第3号をお届けすることができ、編集委員として、ほっとしており

ます。本学会誌では、特集「保育者の資質向上」を設けています。本学会設立の背景には、乳幼児教育を

担う保育者や保育者養成に関わる教員が意見交換し、論文を発表することにより、その質の向上を図ること

があります。学会誌にて「保育者の資質向上」に関わる論文を集めて発刊することにより、本学会の特色を

創っていくことができればと考えています。

なお、今回の学会誌編集に当たって、編集委員以外にも多数の方に査読のご協力いただき、皆様から丁寧

にかつ的確なコメントを戴きました。皆様のご協力に深く感謝申し上げます。本学会誌が、乳幼児教育・

保育研究に関わる方々に広く活用されて、保育者養成の質向上につながることを願っています。
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